


安政江戸地震にみる武家地被害
安政江戸地震は、安政二年（ 1855）十月二日 （II月

I l日）夜四 ッ時（ I0時）ごろ発生した江戸直下型の地

震であった。地震の規模は M6.9と推定されてい

る。この地震の被害は江戸の街全体に及んだが、

その被害総体をとらえるこどはなかなか難しい。

これほど江戸に対する関心が高まり、江戸の街々

の細部に至るまでわかってきたど考えられている

現状では、一見不可解なことと忠われるかもしれ

なL、。たしかに、江戸の町方、つまり田丁人地とし

て江戸町 奉行の支配を受ける地域の被害について

は、町名主の調査を基にした一応信頼できる数値

がある。それによれば、倒壊家屋川，346軒 1,724

棟、倒壊土蔵 1,404、死傷者約7,000人に及んだ。

どころが問題は、江戸のほぼ65%を占める武家

地の被災状況については、根拠となるデータが極

めて不足しているのである。どはいえ、ある程度

の努力をするど、大名屋敷の自主的届出による被

害数については、 266港のうち被災港l17港、邸内

圧死、焼死者 I,860人、また、類焼藩邸数23藩と

いう数値が得られる。 しかし、 これは、強制力を

伴う調査によるものではなく、慣例に基づく 任意

の届出であるから、今後藩文書などが発掘されれ

ば増えることもあり得る数値である。そのよ注意

しておかなければならないのは、大名屋華文の死者

だからとい って、すべてが武士身分の者どは限ら

ないという点である。

たどえば、日比谷御門に近い鳥取漆邸では圧死、
こU'と

焼死79人を出したが、このうち lq人は、寸、人役を

勧めるため本国から調達され単身出府していた百

姓たちであ った。 また、被害の激しかった本所に

漆邸が集中 していた津軽藩では、火災は免れたも

のの、圧死者79人に及んだ。このうちq人の者が、

掃除，l、人どして本因坊、ら調達されて出府していた

百姓であった。

こうした事実は、幕府への届出のような公的史

料ではなく、藩の内部史料を得てはじめて明らか

になった事実である。

ところで、俗に旗本八万騎といわれる幕臣層の

被害はといえば、これは大名屋敷よりもさらにわ

b、らな L、こと t.!IJ、って・ある。

幕府が幕臣たちのうち被災者を救済するために

出した震災給付金の受給者は、旗本 4,488人、御

家人12,966人であった。これによって、その被災

率は一応80%強ど考え られる。

が、人的被害については今のところ信頼すべき

データが見いだされていない。第一、地震発生の

この年の旗本、御家人の正確な数がわからないの

である。また、彼らはその分限に応じて陪臣を抱

えていたはずであり、そうした人々のなかにも多

数の死傷者が出たはずであるが、その基本的デー

タも毛皮災状況，もわからない。

わからない、わからないといささか心が重〈な

るようなこどばかり指摘してきたが、道がないわ

けではないのである。

たとえば、ここに掲載の瓦板類を傍証どして利

用することも考え られる。 当時こうした瓦板類は

多数発行された。欄タトに「十月サ八日極改」と但書

がなされている。これは、地震発生から約三週間

余を経た段階で、詳細に調べ直して板行したど L、

うキャッチ・フレーズである。こうしたキャ yチ・

フレーズが意味を持つ背景には、当時の人々もよ

り信頼できる情報を求めてこうしたものを買い競

ったということが考えられる。 ここに記された崩

場所、焼場所などは、他の文書史料と併用すれば、

新しい事実が発見できたり、被災の状況が文書史

料だけの段階より、より一層明確になるという 可

能性は充分にある 。

江戸の武家地は、町人地ど逮L、、f谷村、はあって

も町名はな L、。したがって、文書史料に武家地の

町名が記されていても、具体的に、どの地点を示

すのかわからない場合も多いのである 。 こうした

崩場所、焼場所の図示された絵図類はその悩みを

解消してくれるものでもある。 瓦板だからといっ

ていい加減な情報と一概にいえないということは

すでに常識でもあるのだから。

桐朋学園短期大学講師／北原糸子





地震大花場所一覧図（東京消防庁蔵）
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天ぷら火災の意味するもの

コン口火災ガ火災原因のトップになっ疋。最近の消防白書の伝え

るところ｜こよると、コン口火災もその内容をみると天13＼らだという。

だいぶ以前から「天13＼ら」は話題にされてき疋。地域の消火訓練

でも「天13＼ら」用の実験訓練装置を開発して、主婦だちに天13＼ら火

災の恐ろしさと、それへの実践的対応を経験してもらうものガ、あ

ちこちで行われるようになってきていだ。あるいは、音からあっ疋

天13＼ら火災ガ脈々とグルメ変遷の波をくぐり接けて現在に及んでい

ることの不可思議さを話題にするものもあつだ。しかしその反面、

ゲルメ変遷はその調理法や材料において、かつての生材料仕込みか

ら始まる古来の天13¥Sに変わって、冷買されだ調理ずみ加工食昂の

「油あげ」となっており、その普及こそ新疋なる「天13＼ら火災」を

もだらし疋とする指摘もなされてき疋。

それにしても、ついに火災原因のトップにまで押しあげてしまつ

だ勢いは何であろうか。

三題噺めくが、あげてみれば「コンビニ工ンス ・スト戸」 「主婦

育職率の飛躍的向上」そして「手作りの昧」となろうか。コンビニ

工ンス－スト戸は都市を網の目のようにからめとってき疋。隣接300

mあれば商売になるという。そこには豊富多数な冷凍食昂ガ並ぶ。

／＼ートを含めての婦人の育職率は地域と年齢によっては3分の2に

も及ぼうという。朝も昼も「てんやもの」ですませだ家族のせめて

の団らんに、こうして「手作り」は欠くことガできない。それに「女

縁」のテレコミュニケーションガ加わる。

およそ事故にしても災害にしても、ある種の事故ガ一度起こると

続発する傾向ガしばしばみられて、人はそれを不思議に思う。しか

し、その原因を調べてみると、そうし疋事故や災害を重ねて生じさ

せる複合的条件ガ、相互に狙立に、あるいは競合して生育しており、

ついに臨界点に到達して事故ガ起こる例が多い。航空機の金層疲労

の問題もそうであろうし、高速道における多重衝突事故もそうであ

つだ。最近の例では中国における列車衝突事部の連続多発もあげら

れるであろう。

あるいは現在も相変わらず続いてはいるが、 LPガスの爆発事故

の当初の続発ぶりも思い起こされる。

私どもは、ともすれば一つ一つの事政や災害の直接原因にとらわ

れて、こうしだ事故、災害を現象させている巨大な地下のマグマを

忘れてはならないのである。

ニ＝ロ災防

安倍北夫
聖学院大学教授

本誌編集委員
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海外旅行の防災心得の条

すみ た しゅんいち

住田俊一
（特）国際観光振興会会長

今年の日本人海外旅行者数は 800万人を超

える。政府のテン・ミリオ ン計画は、明年ま

たは明後年には達成されるであろう。旅行者

数の増加とともに、日本人海外旅行者が旅行

中思わぬ災難に遭うケースも増えている。地

震、火災、交通機関の事故等、不可抗力に近

いものもあるが、日ごろの心掛け一つでそれ

からうまく逃れられることもある。

私が勤めている特殊法人国際観光振興会で

は、本来業務である外客誘致のための海外観

光宣伝事業および入国外客の受入対策事業と

ともに、昭和54年から 「日本人海外旅行対策

事業」を行っている。これは、海外に16か所

の観光宣伝事務所を持っているところから、

日本人海外旅行者が旅行中に何らかのトラブ

ルに遭った際に、その解決のためのお手伝い

や、トラブルを未然に防止するための心得帳

『安全な楽しい旅のために （地域別 9種類）』

の作成配布その他PR活動を行う事業である。

6 

以下、日本人海外旅行者が海外でどのよう

な災難に遭うケースが多いのか、また、その

防止のためにどのような心掛けが必要かとい

った点について、概略をご説明したい。

1 天災、政治紛争、ハイジャック、テロ等

これらは正に災難であるが、そのすべてが

不可抗力というわけではない。危険な土地へ

は行かないことにすれば防げる。外務省は危

険が予想される特定地域への渡航は自粛する

よう、年に何十もの通知を関係方面に出して

いる。政治紛争等以外で比較的多いのは地震

や火災、交通関係のストライキである。ホテ

ルへ泊る際は、火災や地震の際の逃げ道を考

えるとともに、非常持出品、懐中電灯等を手

元に置いておくよう心掛けることが肝要。ハ

イジャック、テロ、ストライキ等は多発地区

を避け、事前に現地事情等をよく調べておく

ことによって、ある程度は防げよう。

2 交通機関の事故

多いのはパスと航空機の事故である。今年

も8、9月に旅客機の事故が続いた。これも運

が悪いといえばそれまでであるが、山や峡谷

を走るパスや、その近くを飛ぶ航空機に極力

乗らないこと。特に悪天候の際は、急いでい

ても乗らないこと。これは船の場合も同様で、



日本でも過去に幾つもの事故例がある。

3 自己の不注意による事故

海外で海水浴中溺れる事故や、登山事故も

多い。最近はレンタカーを利用して事故を起

こすケースが増えている。知らない町、知ら

ない道、交通方法が違う町で運転する際は、

十二分の注意が必要であり 、保険も高額のも

のを控トけておくべきである。

健康管理も必要。飲み水には特に気を付け

ること。必要な場合の予防注射も忘れずに。

ただし、薬を多量に持ち歩くと麻薬と疑われ

ることもあり、成分のはっきりしたよく知ら

れているものを少量携行すること。

4 知識、語学力の不足による災難

1) 盗難、すり、置き引き、詐欺、強盗

海外で一番多発するトラブルが盗難、置き

引き、すり、ひったくり、詐欺、強盗である。

旅慣れた人でもちょっとした油断から置き引

きに遭うことがある。女性や日本語の話せる

現地人の絡む詐欺事件も多い。

2) ホテルでの注意

部屋の鍵を不注意に開けないこと。部屋に

貴重品を置いて外出しないこと。

3) 金銭の携帯

盗難や強盗に備えて、あまり多額の現金を
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持ち歩かぬこと。旅行小切手、クレ ジット・

カードを利用すること。また、これらの番号

の控えを荷物などとは別に持っておくこと。

多額の現金を持っている場合、申告が必要な

国があるので注意すること。出国の際、申告

漏れで没収されるケースがある。

4) タクシー・レンタカー

日本人観光客をねらう悪質なタク シーは多

い。空港でタクシーに乗る場合には特に注意

が必要。人里離れた場所へ連れて行かれ、法

外な料金を取られるケースがよくある。レン

タカーを運転する場合、駐停車した際、強盗

に遭うケースもかなりある。人の少ない駐車

場へ行く場合も注意が必要。

5) 手荷物

預託手荷物が行方不明になったり、盗難に

遭うケースも多い。語学力の不足から紛失し

た手荷物を探すため当会事務所に助けを求め

てくることがよくある。

おわりに

「危険な橋は渡るな」 「転ばぬ先の杖」を肝

に銘じておくこと。当会の『安全な楽しい旅

のために』を持ち、困った場合の相談先の電

話番号を持っておくこと。日本人はねらわれ

ていることを常に忘れないようにすることが

肝要である。

7 
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江戸情緒と防災まちづくり
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東京には、なかなかユニークなまちづくり

運動がある。防災にかかわるものでも伝統と

斬新なひらめきを見事に調和させ江戸っこの

心意気を感じさせるおもしろい運動に出会う

ことがある。

住民が自分たちのためにボランティアでや

る以上、そもそもわいわいがやがや言いたい

ことを言いながら、楽しくねあかに運動を進

めていかなければおもしろくない。時にはち

ょっぴりハードに、ときにはお祭り気分で気楽

に。このリズムをうまくっくり上げることで、

はじめて運動自体の盛り上がりが生まれる。

従来比較的ねくらな防災関係の住民団体を

見慣れていたぼくに、こうした運動の可能性

を教えてくれたのが、東京墨田東向島のー寺

言問防災まちづくり運動であった。

一寺言問地区は、伝統的下町の生活意識の

残る所である。『名にしおはばいざ言問わむ

8 

都鳥わが思ふ人はありゃなしゃと』と在原業

平が詠じ、また、太田道濯の歌に『年を経て

我がまだ知らぬ都鳥すみだ川原に宿はあれど

も』 （川田順編 「戦国武将歌」所収）とあるよ

うに、この土地は古典的知名度が高い。

向島界隈は、江戸時代には、桜名所向島百

花園が聞かれ遊覧の場としてにぎわい、明治

時代にも、多くの文化人が住みつき名所とし

てのにぎわいが続いていた。しかし、明治44

年の大水害と日清・日露戦争に向けた殖産興

業による工場進出のため、労働者住宅が次々

と建てられ人口が増加し、その姿を変えてい

く。大正12年の関東大震災では向島の料亭街

が焼失し、震災復興により向島周辺の墨堤が

近代公園になり、水戸街道、明治通りが敷設

され、地区の外周の市街化が図られた。第2

次世界大戦の戦災により、向島の料亭街は再

び焼失。戦後復興で街区整備がされたが、焼

失を免れた所は、戦前からの細街路、行き止

まり路地、老朽木造狭小家屋の密集、という

特性を引き継ぎ、東京下町の典型的な木造住

宅密集地区となっている。地盤の性格や火災・

延焼の危険、避難する上での障害物の多さな

どから、地震時における災害危険度が高い所

である。

こうした地区に、防災まちづくりが始まっ

たのは、今から約 3年前の1985年10月のこと



である。行政の呼びかけによって、地区の有

志住民が集まり『ー寺言問の防災まちづくり

を考える「わいわい会」』を発足させた。そ

の後、地区内の町会を組織的に取り込んだ形

の『一言会』（ひとことかい）へと組織編成を

変えてきたが、その問、地区の歴史や伝統の

見直しから出た計画を練り、下町の気質に合

った運動を進めてきている。

発足時に地元の落語家宝井琴梅を招いて行

ったくまちづくり懇談会〉、町内の防災上の危

険箇所や重要な地点にポイントを設定して実

際に地域住民に歩いてもらうオリエンテーリ

ング、炊き出しの実演会；「地震と防災」のテ

ーマでペンキによって十苗くペンキング ・パフ

ォーマンスなどさまざまな催しを組み合わせ

たく一言祭〉、向島百花園周辺の高層マンシヨ

ン建設計画に対する百花園の観月権の主張と

地域住民を対象にしたまちづくり住民アンケ

ートの実施、等はその一例であろう。

こうした活動のなかから運動のターゲット

として掲げてきたものも、またユニークであ

った。旧墨堤之道の道を並木にし、かつての

情緒を復活させようという計画や地域の各所

に江戸時代の天水桶をモデルにした防災資材

を収納する屋外家具（路地尊／ろじそん）を

配置し、路地の安全を守るためのシンボルに

しようという計画がそれである。

・89予防時報156
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これらの計画は、実現に当たって、現代の

都市のもっさまざまな問題を反映して、幾つ

かの障害にぶつかった。路地尊の設置場所や

管理の問題点、日常の便宜性に比重をおいた

道路の利用形態と、防災まちづくりに比重を

おいた道路修復計画 （避難路として整備し、

さらに、桜並木をつくる計画）とのあいだの

住民の理解の食い違いや意見のギャップ、防

災活動拠点としての防災広場の確保をめぐる

工場跡地の買収計画に対して土地の高騰がも

たらしたt皮紋；…－・。

1988年 3月に、災害時の飲料水を確保する

という主旨で地下タンク方式による悶水利用

システムを備えた路地尊2号基を完成させ、

これら難問を少しずつ克服しつつあるこの運

動のユニークさは、ただ江戸情緒の強調にあ

るわけではない。むしろ、その本当のユニー

クさは、ボランタリーな住民組織を中枢に据

えたアソシエーショナルな活動体を形成する

のに成功していること、それにより住民参加

の裾野を広げ、さらに町内会との連携により

地域防災上での課題に対してより広範な住民

の合意形成を目指していること、防災という

特殊な生活課題をより日常的な居住環境形成

の問題と関係づけていることにある。これは、

地域の防災関連の住民組織が普遍的に学べる

点である。

9 
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七つの海へ七つの船を
一一一一海外援助災害救助船構想一一一一

ひらいくにひニ

平井邦彦
（財）都市防災研究所事務局長

私の中で、防災と地域間交流と洋上学校の

三つが結びついたのは、 1972年に鹿児島の南

に浮かぶ島々を船で訪れた時でした。

まず防災ですが、激しい活動を続ける火山

を持った島がありました。もしも噴火や地震

が発生し、大規模な救援活動が必要となった

時にはどうするのか。飛行機での対応には大

きな限界があり、洋上から、つまり船で対応

するしかないのではないか。

そしてまた、過疎化が進む島の様子を見た

時、無人島になり文化が消滅してしまう危険

性を強く感じました。ともかく、都市の人間

を送り込む必要がある。住めというのは無理

としても、そうした島々を知っている人聞を

一人でも増やすための、船による地域間交流

が必要なのではないか。

さらにまた、船でゆったりと走り、水平線

を見て地球が丸いということを実感し、飛魚

やイルカの群れが飛ぶのを見た時、おこがま

しくも、こういう場こそ子供たちの教育の場

10 

ではないかと思ったわけです。

すばらしい船をつくり、普段は洋上で学習

や訓練をしながらゆったりと島々を巡り、都

市と離島の交流を図る。そして、災害が発生

すれば現場に急行し、沖合いに停泊して医療

救護、物資輸送、被災者収容などの洋上基地

としてはどうか。これが災害救助船構想の始

まりでしたが、1983年の三宅島噴火災害の時、

「やはり救助船がいる」と強く思いました。

1985年、アイディアに共感してくださった

国土庁の若手の方々と自主的な研究会を結成

して本格的な検討を始めましたが、その年の

9月にメキ シコ地震が発生しました。この地

震では、欧米諸国の素早い救援活動に比較し

て、我が国の対応の遅れが指摘されました。

周年11月にはコロンピアでネパド ・デル・ル

イス火山噴火災害が発生し、この時も欧米諸

国の目覚ましい救援活動が世界中に報道され

ました。

日本の災害だけを考えていればよいのか。

我が国の薩南、琉球列島の向こうのア ジアの

海には、 豆をまいたように無数の島々が散ら

ばっています。そこは、地震、火山、台風、

サイ クロン、洪水等自然災害の巣窟です。こ

うした東南ア ジア諸国の災害援助こそ、我が

国の責務ではないのでしょうか。

災害救助船としては、国内用と国外用の少



なくとも 2種類が必要、ということになり、

研究会には船の専門家に参加してもらい「超

高速インテリジェント」災害救助船の姿が具

体的に固まってきました。船は、通信情報、

医療設備等最新鋭のハイテク装置を備え、全

長200m、幅20mのスリムな体で 2万トン、

時速54km(30ノット）で突っ走ります。ヘ リと

水深 1.5m で接岸できる 300人乗り、時速90

km(50ノット）の超高速艇を搭載します。

まず 2隻っくり、常時 1隻は東南アジア等

海外を、もう 1隻は国内近海を巡回し、防災

国際共同訓練、会議、研修、都市と離島との

交流、洋上学校等を開催します。

国内災害の場合、たとえば1986年の伊豆大

島噴火災害、全島避難という事態の場合には、

この船は役場にも、学校にも、被災者収容施

設にもなります。

船の航続距離は 5, 400 km ( 3 , 000カイリ ）も

あり、東南アジア諸国で災害が発生した場合、

日本近海から駆けつけても、 4日もあればア

ジア諸地域に到着できますので、アジア海域

巡回中であれば、 2、3日もあれば到着しま

す。人間は飛行機で現地に駆けつけ、との船

を基地として緊急救出活動 ・医療活動はむろ

んのこと、ライフライン確保、応急復旧、復

旧・復興等、息の長い援助を展開します。

一昨年、昨年とパングラディシュでは被災
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ずいひつ

者が数千万人に上るすさまじい大水害が発生

しています。ヒマラヤの雪解け水が流れ込み、

数か月にわたって冠水状態が続き、ダッカ国

際空港も水につかり、飛行機は使えない、ヘ

リも下りる場所がないという事態のなかでは、

洋上に救援基地を置き、大小の船を動員して

物資、機材、医者、医薬品等を送ることが一

番有効なのではないか、と考えています。

さて、問題は費用です。

災害救助船 1隻の建造費は150-200億円、

年間の維持費は10-15億円です。

高いでしょうか。

超高層 1本の建設、維持よりも安い費用で

す。我が国の国際社会への貢献の必要性が今

ほどいわれているときはありませんが、災害

援助、災害予防ほど国際社会への貢献がある

でしょうか。世界に冠たる我が国が、超高層 1

本分の寄与ができないはずはないでしょう。

七つの海に七つの災害救助船を。

波を蹴立て、潮風を受け、災害援助、災害

予防のために世界の海をかけめぐる若者たち

の姿を想像すると胸が躍ります。

一昨年、国連では20世紀の最後の10年を国

際防災の10年とすることが決議されました。

我が国の国連活動への寄与として、災害救

助船の建造・運営はもっともふさわしいもの

と思うのですが。

11 



米国の航空規制緩和から10年が過ぎた。

争の導入によって運賃を下げ、ホ空の旅”を一層大

衆化させようという民主党カータ一大統領の政策

で、レーガン政権にも引き継がれたが、現実に起

きたのは、体質ぜい弱な航空会社の乱立や自殺行

自由競

為的な運賃ダンピングによる過当競争であり、航

空経営は大混乱に陥った。 ここ数年やっと自然淘

汰が進んで、業界も再編成期に入っているが、航

空の安全性は大きな打撃を受けたままで、その修

復のめどさえ立っていない。

航空規制緩和法は1978年10月24日に制定され、

米民間航空委員会（ CA8）は1982年 1月に路線、

1983年 1月には運賃に関する許認可権限を失い、

1985年 1月 1日には委員会自体が解散した。米国

の航空輸送業界は公益性と戦略的価値ゆえに、規

制というかたちで保護を受けていたが、これで新

規参入も運賃設定もまったく野放しになった。

運賃値引き競争の口火を切ったのは、大手のア

メリカン航空。緩和法制定の前年 4月に大陸横断

路線で45%の新割引制度、スーパー・セーパ－＂
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を実施した。このサービスには「搭乗30日前の航

空券購入」「復路の利用は 7日以上経過後」など

の利用条件があり、定期便の空席をレジャー客の

ために活用するねらいがはっきりしていたが、規

制緩和への時流をパックにユナイテッド航空など

が直ちに追従。たちまち割引率が50%を超えると

ともに、利用条件も形式化し、やがて、コンチネ

ンタル航空が主要路線の昼間便で一律40%割引の

山
村

ホチックンフィード（鶏のエサ）サービス。を始め

たのをきっかけに、ビジネスマンなど一般旅客争

奪の有力な手段としての割引制度が全米に広がつ

ていった。

一方、新規参入のエアラインも社員の株主化、

管理職化やノンユニオンで賃金を抑え、また、中

古機の利用によ る低コストを武器に、主としてロ

ーカル路線に殴り込みをかけ、安売りで大いに人

気を集めたが、大手に追従されるとダンピングを

重ねるしかなく、結局は急速に体力を消耗させる

ことになった。

轟
エπ＝
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1982年 5月に倒産した大手プラニフ航空でさえ、

路線・距離 ・時間帯 ・季節などによって 500種以

上の割引制度があったといわれるほど。 しかも、

各社の改廃が頻繁で実態はつかみにくいが、規制

緩和前からエコノミークラス標準運賃を 425ドル

としてきたニューヨーク ー ロサ ンゼルス線 （距

離 4,400km）をコ ンチネンタル航空は 212ドル、

ビープル・エクスプレス航空 （現テキサス ・エア）

は 149ドルにまで下げ、 1985年 3月からアメリカ

ン航空は 129ドルの航空券を売っている。

これは、いずれも正規運賃の値下げではなく、

割引制度の適用という形式をとって、週末やクリ

スマスの繁忙期にはちゃっかり 425ドルを頂く仕

組みを残しているが、いずれにせよ、こうした原

価割れの運賃が横行するようでは大手といえども

経営は至難。また、新規参入組のなかには旅客の

安全と引き替えに笠備費を極限まで削ったり、無

資格パイロットを乗務させるなどの非常手段に訴

えながら廃業に追い込まれるケースもあり、規制

緩和後のピーク時に246社あった定期運航会社が、

1985年末にはすでに 132社に激減 （全米航空輸送

協会資料）、1987年末には78社だけが営業を続けて

いるともイ云えられている。

また、有名エアライ ンのなかでもプラニフ、ナ

ショ ナル、コ ンチネ ンタ ル、リ パブリック、 ビー

プル ・エクスプレス航空などが倒産したり、売却

によって経営権を失ったりしており、我が国で特

になじみの深い、パンアメリカ ン航空も1985年 4

月に歴史を誇る太平洋路線をそっくりユナイテッ

ド航空に譲渡、さらに去る 6月にはヨーロッパや

中南米を中心とする全国際線の売却による会社再

建計画を発表している。

ダンピングの応酬で、いかに旅客を集めても実質

収入は伸びず、銀行や株主相手の金集めも難行し
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て、新機材の購入など ホ再生産。のための資本投

下はもちろん、運航・繋備の強化による事故防止

策にも容易に手が出せない。たとえ利益が上がっ

ても旅客需要の大きい路線と、有力空港での自社

の発着枠を増やしてサパイパル ・レースを勝ち抜

くために、競争会社の買収 ・合併にまず注ぎ込む

ことになり、旅客の不安は一向に解消しない。そ

こで、いま注目すべき安全上の問題点の幾つかに

もう少し触れておこう。

機材の老朽化

ダンピング頼りの経営による財務状況の悪化で

各航空会社は投資意欲を失い、使用機材の更新が

べタ遅れとなった。

米連邦航空庁 （FAA）の1988年 6月末の調査

で大手 9社の保有する 2,793機の旅客機のうち、

耐久性の一つの区切りといわれる15年以上の経年

機は、すでに64.4%相当の1,800機に達している。

しかもトランスワールド、ノ ースウエスト、ユナ

イテッド、イースタ ンの 4社では80%以上という

信じられないような比率である。もちろん、高齢

化は幹線用の大型機ばかりでなく、ローカル線用

の中 ・短距離機にも顕著で、これは新規参入組の

機材調達が、ほとんど中古機でまかなわれていた

ため。

もちろん最近では20年以上の経年機さえ目立つ

が、こうした中 ・短距離機の高齢化は、安全面で

特に警戒が必要といわれている。幹線や国際線用

の長距離機に比べて発着回数が3～4倍も多く、そ

表2 大手9宇土 15年以上の綾年機

航空会社 保有機数 経年機数と%

アメリカン 411 233 57% 

ア I~ タ 372 JOO 27% 

ノー スウ エ ス 卜 314 267 85% 

表 l 規制緩和10年大手4社決算 （単位100万ドル ムは赤字）日航資料
ノfンアメリカン 125 54 43% 

トランスワ ルド 213 186 87% 

1978 I '79 I・so I官1 1・82 I・83 I’84 I・85 I’86 I官7 ユナイテ y ド 382 322 84% 

u sエ アー 343 184 54% 

コンチネンタル 350 222 63% 
287 I 6101 Iム23Iム1051 .c;11 I 130 I 2521 688 Iム81I 33 
119 I 76 Iム拙｜ム19Iム485I 651 Iム201I 40 Iム469Iム幻6

67 I ss Iム11I 666 Iム75I 6184 Iム381 61613116181 イ ー スタン 283 232 82% 

134 I 87 I 676 I 647 I 614 I 213 I 209 I 323 I 249 I 214 1988年6月末現在 （日航資料）
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のたびに機内与圧によって機体の膨張 ・縮少が繰

り返されて、金属疲労が激しくなるのが理由。 し

たがって閉じ経年数でも、疲労破壊による事故の

危険性ははるかに大きい。

その典型的なケースとみられているのが、ゴー

ルデン・ウィークでにぎわうハワイで発生したアロ

ハ航空ボーイング8737型機の事故。高度7,000

mを飛行中、前部胴体の上半部が、突然、円弧状

に破壊 ・飛散したもので、 パイロ ットの冷静な操

縦で辛うじて着陸はしたものの、高空にむき出し

にされた座席にシー トベルト 1本で命を託した乗

客の恐怖と絶望は、現場からのカラー写真で余す

ところなく伝えられた。

問機は19年の経年機で、発着回数、いわゆるサ

イクル数も実に88,300因。同社のモーリス・マイ

ヤーズ社長は「メーカ一指示の点検・整備はすべ

て実施してきた」とコメン卜したが、その後の調

査で機体の骨格の一つである客室窓下部の縦貫材

と補強板をつなぐ多数のリベット干しから金属疲労

による亀裂が発見され、破壊もそこから前部胴体

（セクション43）全体に及んでいることから、老朽

化が起こした事故という推定は動きそうもない。

さて、機体の信頼性の一つの基準である疲労強

度の設定についても、ヨーロッパの各メーカーが

実大機によるテストを不可欠のものとしているの

に対し、ボーイング杜など米国のメーカーは大型

コンビュータと、機体の経年変化についての世界

の航空会社からの膨大なフィードパックを活用し

ての計算値を重視している。そして、実際に新型

機に保証するサイクル数も、ヨーロッパ側はテス

トでクリアーした回数より小さ く抑えるが、米国

側は部分的テストだけを行い、その実績をさらに

数倍して保証値としている。

こうした方式には航空庁でも不安を感じ、 1981

年には、 一定以上の経年機種について、金属疲労

による亀裂の発生確率とその成長スピード、発見

の難易性を再検討して、「追加点検指示書」（ SID)

を発給するようメーカーに指示した。 しかし、そ

の追加点検を実施するかどうかは、あくまで航空

会社の自主的判断に任せており、自転車操業同然

14 

のエアラインや、すでに旅客の人気を失い、長期

の運航計画からはずれたような機種への実効は期

待できず、また、たとえ実施しても各社ごとの整

備環境や整備士のスキルの差まで考えると、高齢

機の安全対策としてはあまりにも心もとない。

アロハ航空事故をきっかけに、昨年 6月3日に

は、ワ シン トンで有力エアラインの技術者による

「老朽機対策世界会議」が聞かれ、新しい機体検

査法の開発、最高齢機体の分解調査、実大機テス

トや部分テストの補完のための再開など8項目を

航空庁に提案したが、いずれも時間がかかるもの

だけに、結局、 1990年代初頭とみられる機材更新

のピーク時まで、危険と隣り合わせの、老兵’の

酷使が続くことになりそうだ。

整備力の低下

航空経営の混乱は大手エアライ ンの 日常の整備

にまで重大な影響を与えた。航空機メーカーは機

体引き渡しに際して、繋備方法を詳細に説明した

メンテナンス・マニュアルを発給する。航空会社

はそれをもとに自社の整備方式を決めて監督官庁

の承認を受けるが、高度な技術的判断や巨額の出

費を伴う修理、改造の実施は、事実上、航空会社

側の判断に任されている。

強制力をもつのは機体やエン ジンに重大な欠陥

が発見され、危険が差し迫っている場合に監督官

庁が出す耐空性改善命令（ AD）だけで、メーカ

ーからの改善提案（ SB）や、同型機使用の他社

で発生したトラブルと、その対策の通報はあくま

で整備の参考材料として扱われる。また、すべて

が実施されたところで、もともと発給の目的は運

航の安全の維持にすぎない。 したがって、マニュ

アルを順守するばかりでなく、社内外からの情報

を積極的に活用して機材に潜在する欠点を察知し、

先行的に手を打つようでなければ充分な整備とは

いえない。

ところが、現実には整備費は大幅にカ ットされ、

マニュアル無視の手抜き整備がはびこり、具体的

には定期点検の遅延や、修理もしくは装備品交換



が義務付けられている不具合を抱えたまま運航を

続ける、いわゆるキャリー・オーバーが急増した。

世界の航空事故による死亡者数が1年で1,233人

という最悪を記録した1985年に、連邦航空庁はた

まりかねて大手エアラインを中心に特別安全査察

を実施、整備諸規定違反でイースタ ン航空 990万

ドル、パンアメリカン航空 195万ドル、アメリカ

ン航空 150万ドル、コ ンチネンタル航空40万ドル

など厳しい罰金を課したが、大手がこの調子では、

新規参入組の実態は想像に難くない。

こうなった理由を、当時の同庁エンゲン長官は

「急激な事業拡大が、航空の安全に歪みを生じさ

せた」としているが、米国航空安全財団（ F SF) 

では、カータ一政権の刈、さな政府主義”のあお

りで同庁のエアラインへの監視力が低下したこと

を挙げている。たしかに規制緩和前に 680人いた

担当検査官は 240人も減り、その後、ほぽ半数は

回復したものの、相変わらずの入手不足が続いて

いるのも事実である。

規制緩和直後の1979年 5月25日、シカゴ・オヘ

ア空港でアメリカン航空のダグラス Dc 10型機の

第 1エンジンが離陸直後に脱落、問機は滑走路末

端に墜落して乗客・乗員 271人の全員が死亡した。

このため航空庁がDClOの型式証明を取り消し、

一時は世界で同型機がすべて就航不能になるとい

う未曽有の混乱を生じた。そして事故原因は、同

社が修理のためにエンジンを主翼から取り下ろす

際、 「まずエンジン、次いでパイロ ン（エンジン吊

り下げ支柱）を主翼から外す」というメーカー指

示を無視し、エンジンの下にフォークリフトをあ

てがってパイロンごと外そうとし、しかも、作業

途中で長時間の休憩をとったため、パイロンと主

翼を結合する金具に無理がかかって亀裂が入った

結果とされた。

ところで、この方法はエンジンとパイロン聞の

電気配線、油圧パイプの着脱の手聞を省き、整備

費をセーブするねらいで同社が考案したもの。他

社機の受託繋備 5機については、新方式の作業仕

様書をまとめた技術者自身が立ち会い、整備士に

も特別の教育をしたうえで慎重に取り組んだが、
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その後は、すでにこの方式が定着したものとして

整備の現場だけに任せたため、手順はさらに簡略

化され、ついに事故を引き起こした。

実は、エンジンをパイロンごと外す方法はコン

チネンタル航空でも思いつき、シカゴ事故の半年

前の1978年12月にメーカーのアドバイスを受けな

がら 2回テストしたが、やはり結合金具が破損し

たので打ち切っている。 ところが、同社もメーカ

ーも、このケースを単にフォ ークリフトの取り扱

い不適切の結果として同庁に報告しなかったため、

せっかくの 県高価な実験’から得られた教訓も死

蔵されてしまった。

この事故で、安易な整備手順の変更、社内教育

の不徹底や航空庁を中心とした情報システムの不

備などが問題化したが、それはとにかく、整備の

密度の低下がどんなかたちで大事故につながって

いくかはハッキリと示している。

なお、アメリカン航空では、さらにしばらく大

小のトラブルが続いたが、ロパー ト・クランドル

会長は罰金の支払いをきっかけに運航と整備技術

の両担当役員を更迭。まったく新たな品質管理基

準を定めるとともに、 2億 2,500万ドルを投入し

て整備体制の抜本的強化を図り、一機当たりの整

備時間の増大による定時出発率の低下に耐えなが

ら機材の絶対的な信頼性を回復し、収益力全米ー

のタイトルも、ユナイテッド航空からわずか 2年

間で奪回している。

過当競争のなかでのホ整備の復権。はトップマ

ネージメントの意識改革に求めるしかなく、それ

だけに決して容易なことではない。

ニアミス急増

規制緩和はいろいろなかたちで安全の足を引っ

張っているが、なかでももっとも顕著なのは空中

衝突一歩手前のニアミスの急増である。

空路への乗り入れが自由化されてから圏内線に

はハプ・ア ンド ・スポークと呼ばれるパターンが

生まれた。幹線の発着する主要都市の大空港がハ

プ。そこから地方の中小都市へ放射状に伸びるの
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がスポーク路線であり、大手エアラインが新規参

入組のローカル会社やエア・コミューターを傘下

におさめて、幹線とスポークの両路線を通じて旅

客を自社ネット内に囲い込むため、路線の再編成

を進めたわけ。ところが、そのためにはハプ空港

での乗り継ぎ時間を少しでも短縮して利便性を高

めることも必要であり、当然のようにスポーク路

線のダイヤを幹線に合わせて組んだ結果、特定の

時間に発着が集中することになった。

このため、たとえばデルタ航空のハプであるア

トランタ・ハーツフィールド空港で午前8時から

の30分間に、なんと95便が集中するという極端な

ケースがみられるなど、どこも朝夕を中心に超ラ

ッシュを現出。そのうえ、幹線そのものの増便も

加わって、 1987年 1月の全米空港の累計では 1日

17,000便で、2,000時間もの遅延を記録している（日

航資料）。

そこで運輸省では、いま利用客の迷惑防止のた

めの航空旅客保護法案の提出準備を進めているが、

もともとスポーク路線は幹線の到着が遅れた場合、

接続便の出発も一斉に遅らせて初めて役に立つ。

そうした強い連鎖性がラッシュ解消をさらに困難

にしている。

さて、こうした過密ダイヤは、必然的に空域の

混雑を招いてニアミスを多発させ、連邦航空庁の

調査によると、 1982年には 311件だったパイロッ

トからのニアミス報告が、年平均 150件も培え続

け、1986年には 3倍に近い 839件にも達している。

もちろん、すべてが危機的状況というわけでは

なく、航空管制機関が設定した安全間隔を割った

程度のものも含まれるが、一方で、ローカル会社

やコミューターの使用機の航法装備やパイロット

の技量にパラつきがあり、管制指示が正確に守ら

れないのは本質的な悩み。また、アマチュア ・パ

イロットの操縦する小型機の気ままな飛行ぶりは

パシフィック ・サウスウエスト航空 8727機がセ

表3 ニアミス報告 （FAA調査） ' 
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スナ機と衝突、両機と地上の計 144人が死亡した

1978年 9月のサ ンジエゴ事故の悲劇などから、旅

客機の恐怖の的といわれている。

規制緩和とはやや離れるが、ニアミス増加に拍

車をかけでいるのが航空管制官の不足である。

1981年夏に全米管制官労組（ PATCO）が賃上

げ、労働条件の向上を求めて突入したストを、レ

ーガン政権は公務員法違反として、スト参加者の

70%に及ぶ大量解雇を断行した。 このため、管理

職者を含めて16,300人いた管制官は半減、その後

は軍管制官の転用、 OBの復職、新人の養成など

に力を注ぎ13,300人まで回復したが、熟練者の比

率はスト当時の82%から47%に落ち、管制指示の

信車頁性はf,5;下したまま。

また、下院公共事業運輸委員会のまとめによる

と、絶対数の不足から管制官の労働条件は悪化、

週平均の労働時間は航空庁の公式調査よりさらに

3時間ほど多い44時間となり、疲労やストレスが

集中、作業能率に悪影響を与えている。

空中衝突事故そのものは目立って増えてはいな

いが、 1986年 8月31日にカリフォルニア州セリト

スで起きたメキシコ航空Dc 9機の小型機との事

故（乗客と両機の乗員66人と地上の15人が死亡）

では、管制官が小型機は有視界飛行方式で管制機

関に連絡しないまま危険空域に入ったうえ「レー

ダーに機影が映らなかったので旅客機側にアドバ

イスできなかった」と主張したのに対し、事故調

査担当の米国家運輸安全委員会 （NTSB）は現

場のART・ 3レーダーの機能を徹底的に解析、

当日のレーダー ・データ記録をもとに、小型機が

スコープ上に連続的に映っていたことを立証、管

表 4 主要5空港15介以上

の出発遅延増加

(1,000便当たり回）

空港名 ｜ 遅延数

シカゴ いと－
43 ( 2.4倍）
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アトランタ

56 ( 3.3倍）

デ ン パ ト一一
54 ( 13.5倍）

26 
ボストン

72 ( 2.8倍）

上 1986/ I I 7ィラデ1~7ィア
下 1981/1 I I 48 02 倍）



制官の不注意も重要な事故原因の一つであると断

定している。

これも航空庁の理解以上に航空管制の実力が低

下し、危険状態にあることを示したもの。もちろ

ん同庁も機上搭載型のトランスポンダー（自動電

波発信・応答装置）を利用して、とっさの回避操

作まで計器面上で指示する空中衝突防止システム

(TCAS）、狭い空域でも安全に滑走路までたどり

つかせるよう、曲りくねったり、傾斜角が複雑に

変わる進入コースでも自由に電波誘導できるマイ

クロウェープ着陸システム（ MLS）の開発を促

進しているが、いずれも、まだ最終評価の段階。

また、 TCASは民間 ・軍用や大型 ・小型を問わず

航空機のすべてに装備しなければ実効はなく、そ

のための経済的負担もばく大なため、完全実用化

は’90年代に入ってからのこととみられている。

パイロットの悩み

新規参入の自由化による航空会社のホ水増し。

は、経験不足の若手パイロットの定期路線への流

入を許し、操縦の技量水準を低下させた。 それに

弱小企業ゆえのずさんな運航管理、つまり、パイ

ロットの疲労や悪天候を無視したフライトの押し

付けもあって、旅客の不安はここでも増大している。

運輸安全委員会のレポートには、運航の実態を

知る手掛かりとして、次のようなローカル線での

事故例が紹介されている。

この会社は、定期便が満席のときに限って‘貸

し切り H 型式で補航便を出すことが認められてお

り、この場合のパイロットには定期航空運送用操

縦士資格が要求されない。事故当日、同社は正当

な理由なしに定期便をキャンセル、双発小型機に

よる補航便を仕立てて全旅客を移すとともに、同

型機による飛行経験がわずか 176時間の21歳の事

業用パイロットに運航を任せた。このため問機は

最大積載量の12%も荷物を積み過ぎたうえ、パイ

ロットが自ら行ヮた燃料補給て酔タンクに水が混入。

離陸直後にエンジン 1基が停止して墜落、全旅客

8人とともに死亡した。
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このケースはあまりにも極端だが、大手エアラ

インにもみられるパイロットの労働環境の激変は、

巨大事故につながりかねないものだけに、注目さ

れている。

ここで口火を切ったのはコンチネンタル航空。

同社は、経営悪化を理由に大幅な賃下げを社内に

提案していたが、 1983年 9月 2日夕、抜き打ち的

に会社更生法適用を申請して運航を停止。全面ス

トに入った労組をよそ目に従業員12,000人の65%

に当たる 7,800人をレイオフ、残った 4,200人に

は50%近い賃下げを強行、わずか 4日後には不採

算路線をカットして運航を再開した。これに対し

組合側は、ノンユニオン化をねらった偽装倒産で

あるとして最高裁まで争ったが、規制緩和を継承

したレーガン政権の意向が強く働いて、敗訴とな

った。

当時の同社の総経費に対する人件費率は34%と

業界のトップクラスにあったため、賃下げを合理

化の第一歩としたわけだが、このドラスティック

な手段は、特に高給に裏付けられた、権威H で操

縦室に君臨してきたパイロットたちのメンツをつ

ぶして会社との信頼関係を崩壊させたばかりか、安

全運転への意欲も失わさせることになった。

同社に続いてイースタン航空も会社更生法申請

との二者択一のかたちで平均15%の賃下げを提案、

交渉が難行しているなかで株式を大量に手離し、テ

キサス ・エアの系列下に入るなど、ほとんどの会

社で賃金カットや定期昇給の延期が強行され、ま

たユナイテッド、ノースウエスト、デル夕、アメ

リカン航空では新規採用者に対する二重賃金制を

導入した。

一方、新規参入各社ではノンユニオンが徹底し、

勤労時間の延長や、パイロットはフライト・マネ

ージャーと名を変えて、乗務のない日はデスクワ

ーク、スチュワーデスはカスタマーサービス ・マ

ネージャーとして空港カウンターに立つ（ビープ

ル・エクスプレス航空）といった複数業務化で人件

費率を19%台に抑え、低コストを実現した。

こうした急激な変革に猛反発したパイロットた

ちは、多数の救済申請を運輸省に提出したが、航
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空規制緩和法にうたわれた勤労者保護条項は 1件

も適用されず、すべてが泣き寝入りのかたちで終

結している。

また、相対的なホ運航の地位ν の下落は、実機

による操縦や路線慣熟訓練の減少、交替要員なし

の長時間飛行の一般化をもたらしたほか、労働単

価の高いベテラ ンほど一度離職すると戻りにくく、

指導パイロット・クラスの空洞化を招き、運航の

安全を土台から揺すぶっている。

1982年 1月13日、ワシントン・ナショナル空港

でフロリダ航空の 8737機が離陸に失敗、 17秒

後に氷塊の流れるポトマック川に墜落、乗客 ・乗

員74人が死亡、 5人が重軽傷を負った。 この事故

は、救助作業の一部始終が、たまたま近くにいた

テレビ取材チームによって現場から中継放送され、

ヘリコプタ ーからの命綱を他の乗客に譲りながら

力尽きて水没していく男性客の姿が、見る者の大

きな感動を呼んだ。

直接の墜落原因は、離陸の順番待ち中にかなり

の降雪を受けながら充分な点検をせず、地上要員

への機体除雪の指示も不適切で、主翼断面が変わ

り、揚カが減少したこと。さらに対気速度を検知

するピトー管のヒーターのスイッチを入れ忘れた

ため凍結、速度計の指示が狂い、最低必要推力の

80%で離陸滑走し、副操縦士の 4回にわたる推力

異常の警告を無視したことが挙げられている。

しかし、より重視すべきは事故の背景である。

同社はもともと温暖なフロリダを主要営業基盤と

してきたため雪は苦手。また、規制緩和によって

機長昇格が早められたため、事故機のライリ一機

長（34）も寒冷時運転といえるほどのものは副操縦

士時代も含めて 8回しか経験がない（ある調査で

は、機長としての冬期のワシントン線乗務はこの

日が初めて）。

また、問機長は1978年 10月に入社して初めてジ

ェット機を操縦したにもかかわらず、 1年 7か月

後に早くも機長昇格。 1980年 5月には社内の技量

チェックに落ちて機長資格停止、 3か月後に復活

したが、 1981年 4月にも社内チェッ ク不合格とな

り、 3日後の再チェックにやっとパスしたという

18 

記録も残っている。

もちろん法令的な資格という意味では何の違反

もない。 しかし、問機長の技量未熟は明らかであ

り、ワシントン線への乗務を組んだ運航管理はい

かにも無責任。 そして、経営の苦しさが、安全へ

の直接の脅威であることを、ここでも示している。

＊ ＊ ＊ 

米国の産業界は従業員を、、下りのエスカレータ

＿，，に乗せること で発展してきたといわれる。ベ

ルトコンベアーに象徴される大量生産システムは、

作業を次々に単純化し、従業員には新しい作業形

態、つまりマニュアルに慣れることだけを要求し

て生産性を向上させた。 ブレーン ・ワークはすべ

て経営側が握り、従業員を考察や判断の場から切

り離すことで、労働を単純に売り買いできる商品

同然の存在に変え、材料費や運送費と同じような

管理手法を用いて経営の効率化を図ったのである。

こうした、いわば非人間化の流れのなかで、従

業員たちには職場のなかで生産性の向上や品質管

理に頭を使う習慣は育たなかった。 そして、彼等

のヤル気、生き甲斐を支えたのはただ一つ、仕事

の実績をストレートに反映する賃金と、他人より

も金をかけた華やかな私生活だった。

カータ一大統領の下で航空規制緩和を推進した

民間航空委員会のアルフレッド・カーン委員長は

「最高の生産性と最低のコストを実現できる航空

会社だけが、消費者のために生き残る価値がある」

との信念に燃え、航空輸送業界に自由競争を導入

したが、それは暴走して過当競争となり、経営は

大混乱に陥った。 そして、コスト・ダウンのため

の賃下げは、従業員のただ一つのヤル気の根元を

奪い、モラルを低下させた。 したがって、いまの

危険要因はいずれも一過性のものではない。

最近、やっと自然淘汰が進み、やがては大手 7

-8社と、その系列に全航空会社は集約されるの

ではないかといわれるようになった。 しかし、運

賃設定に歯止めがないまま寡占状態が現出したと

き、はたして金もうけにならない安全投資が改め

て重視されるようになるのだろうか。

（やまむら たかし／東京新聞編集局編集委員）



1 はじめに

アスベストとは、天然に産する鉱物の内で特異

な繊維状集合（Asbestiform）をなすものの俗称で、

石綿（いしわた、せきめん）とも呼ばれている。

アスベストは、一般に他の繊維状鉱物と比べて

著しく高い抗張力と柔軟性をもち、耐熱性、電気

絶縁性、紡織性、耐薬品性を有しており、各種の

工業材料として用いられている。アスベストには、

蛇紋石グループ（クリソタイル）、角閃石グループ

（アモサイト、クロシドライト、トレモライト、

アクチノライト、アンソフィライト ）のものカfあ

るが、工業的に用いられるのはほとんどクリソタ

イルである。

環境問題として着目する場合、アスベストの性

質が他の環境汚染物質と異なるのは、鉱物である

ため、通常の温度、圧力条件下では分解・変質しな

いという、その安定性と環境への蓄積性であろう。

アスベストそのものは紀元前から用いられてい

たが、産業革命以降使用量が増加し、それに伴い

アスベストを取り扱い、高濃度のアスベスト暴露

された労働者における健康障害が知られるように

なった。すなわち、じん肺のー鰻であるアスベス

ト肺との関係では二十世紀の初めから、また肺が

んとの関係では、第二次大戦後、さらに、近年に

おいては悪性中皮臆との関係が注目されるように

なった。

このため、アスベストを取り扱う労働者の健康

保護の観点から、諸外国および我が国において各

径の規制が実施されてきた。 また、アスベストの

広範な使用に伴う環境汚染問題についても、作業
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環境よりも低濃度ではあるが、発がん性との関連

から近年関心が高まっている。

この小文においては、アスベストにかかわる大

気汚染問題について、概略を述べることとしたい。

2 アスベストの使用実態

世界における工業材料としてのアスベストの消

費量は、年間 400万 tから 500万 tとなっており、

その約半分はソ連邦で消費されている。

我が国におけるアスベストの産出量は毎年2,000

～ 3,000 t程度で、消費量のほとんどすべてを輸入

している。最近の我が国の輸入量は、若干増加傾

向にある（図 1）。

アスベストは、前に述べたように多くの優れた

性質があるので、製品の種類は 3,000といわれて

おり、日本工業規格（ J I S）も相当数にわたって

愉
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図 l アスベストの輸入量の推移
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の繊維として空気 1岬当たりアスベスト 2本）の

10 2から104程度のレベルであり、一般国民にと
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定められている。

つてのリスクは寸、さいとされている。

しかし、今後ともアスベストの環境大気中への

放出が長期的に続くことが予想されることから、

我が国のアスベストの消費量を製品区分でみる

と、約75%を石綿スレート等の建材が占め、使用

区分でも約78%を建材が占めていることがわかる

（図 2）。

環境濃度のモニタリングを行っていく必要がある

こと、発がん物質に暴露される量が少ないほど発

がんのリスクは小さいという国際的に確立した考

大気中のアスベストの濃度3 

え方を踏まえれば、アスベストによる大気汚染を

未然に防止する観点から、アスベストを今後従来

以上に充分管理し、環境大気中への放出をできる

だけtJIJ制することが望ましいこと等が指摘されて

アスベストによる一般環境大気の汚染について、

環境庁では、昭和50年度から調査を開始するとと

もに、昭和56年度からアスベスト発生源対策検討

会を開催し、アスベストの生産 ・使用状況、規制

等の現状と動向、排出実態、排出抑制技術、今後 いる。

昭和60年度から、上記の検討結果を踏まえて、

各地域特性ごとの環境濃度の推移を把握すること

アスベストモニタリング事業を実

施している。

調査は、 25地方自治体に委託し、合計58地点に

ついて、夏期および冬期の 2期、サンプリングを

を目白句として、

の方向と課題について取りまとめを行った。

昭和60年 2月に公表された同検討会の検討結果

（以下、「検討結果」とする。） によると、 一般環境

大気中のアスベスト猿度は、作業環境での管理濃

度（労働安全衛生法第65条の 2第 2項に基づく作

業環境評価基準に定める管理濃度で，・ 5μm以上

~亙五コ
く7

010応ナ

~ 
ζシ回。

010 

010 

。

。

。
01010 

010 

010 

旦豆

010 

。

一耐

磨

耗

性

一椛

相

性

一耐

蝕

・

耐

性

劇

薬

品

性

絶

縁

性

不

燃

耐

熱

性

抗

蝦

力

単位 （干ト 〆）

図2

20 

（日本石綿協会調べ）我が固における石綿製品の使用状況（昭和61年）



・89予防時報156

行い、光学顕微鏡を用い

て計数を行った。

表 l 昭和60年度アスベスト モニタリング結果の概要 単位 （f/ l)

地 f世 地 占数 標本数 最小値～最大値 幾何平均 幾何標準備差

,, ① 内陸山間地lit 4 48 。～14.18 0. 78 3. 72 

ラウ手 ② 離島地域 2 18 。～ 1.38 0.09 4.38 

③住宅地煉 9 110 0.26-6.22 1.16 !. 90 
ノ

3埴ド也 ④ 商工業地蹴 7 84 0.30～ 6.12 1.15 !. 92 

⑤ 農業地域 3 36 。～！. 67 0. 52 2. 75 

illil定結果を表 1に示し

たが、パックグラウ ンド地

域における平均では、最

小が離島地域の009 （空

気 1~中のアスベスト繊

維数。ただし、長さ 5μ m 

以上、長さと幅の比 3

⑥アスベスト製品製造事業所散在地域 6 72 。～ 6.25 0.83 3. 37 

生発 ⑦廃棄物処分場等周辺 6 73 。～ 5.83 0. 78 4.07 

謀、 ⑧アスベスト製品生産事業所周辺 3 71 0.60-44.23 5.35 2.49 

周辺 ⑨ 蛇紋岩地域

地
⑬ 高速道路沿線域

1以上。以下、単位を略 ⑪幹線道路沿線

す）、最大が住居地域の1.16であった。一方、発生

源周辺地域における平均では、最小が廃棄物処分

場等周辺地域の0.78、最大がアスベスト製品生産

事業所周辺地域の5.35であった。

以上のように、本調査の結果は、 一般環境にお

けるリスクは小さいという検討結果に示されてい

る大気状況に比して大きな変化はみられなかった。

しかしながら、アスベスト製品生産事業所周辺地

域等の発生源周辺地域において、比較的濃度の高

いデータが散見されることから、今後、地域特性

ごとの環境濃度の把握に引き続き努めるとともに、

特に発生源周辺における空間的・時間的な変動の

特性をより詳細に把握する必要があるとしている。

この結果を受けて、昭和60年 2月に続き昭和62

年 3月、地方自治体・関係省庁等に対し、再度ア

スベストの環境大気中への排出の抑制等について

要請した。

また、昭和62年度には、アスベスト製品製造工

場等の発生源周辺におけるアスベストの濃度等の

詳細な調査を行ったところであり、その結果等を

踏まえて、今後の措置を検討することとしている。

4 建築物内に使用されている

アスベストにかかる対策について

建築物内のアスベストの吹付けは、昭和32年よ

り始められ、防音用として航空基地周辺の建築物、

あるいは鉄骨造建築物の軽量耐火被覆として高層

ビル等で、セメ ン 卜等の結合剤と混合の上、吹付

け機を用いて吹付けられた。 その後、労働者保議

3 36 0.49～34 .37 2 .53 3.66 

3 36 0.39-2 10 1.11 1.45 

12 140 。～10.00 1.00 3.39 

表2 建築物の吹付けに消費された吹付けアスベスト量

（日本石綿協会調べ）

年 耐火被寝材用（t) 吸音 ・断熱用（t) ぷ口入 E十
46 11,423 7' 773 19, 196 

47 13,406 7 ,583 20, 987 

48 10' 426 6, 705 12, 131 

49 4,450 5, 167 9,617 

の観点から、労働安全衛生法に基づく特定化学物

質等障害予防規則の改正により、昭和50年以降厳

しい規制が課せられ、現在、新たな吹付けは行わ

れていない。昭和46年以降に吹付けに用いられた

アスベストの量を、表 2に示した。

建築物内の吹付けアスベストについては、 62年

来、文部省において学校施設等、また、厚生省に

おいて社会福祉施設について使用実態が調査され

る等、関係省庁において調査が行われ、存在が確

認された場合には除去が行われる等社会的に関心

が高まっている。

このため、吹付けアスベストが存在する建築物

の改修・解体工事において、アスベストの一般環

境中への排出抑制が図られるよう、関係者への適

切な指導を昭和62年10月に地方自治体に通知した

ところである。

この通知の主な内容は、

① 吹付けアスベストの処理方法には、カバーリ

ング （シートや板等で覆う囲い込み）処理、封じ

込め （特殊な塗料を塗ること等による）処理、除

去処理があり、状況に応じて、適切な改修方法を

選定すること。

② 除去の際には、ポリエチレ ンフィルム等によ

り作業場所を隔雛すること、アスベストの内部に

充分水等を浸透させるための散水装置を設けるこ

21 
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等となっている。と、作業時の措置として、あらかじめ、アスベス

トの内部までブk等を浸透させるとともに、水を用

いる場合には散水または噴霧しながら作業を行う

こと、また、局所排気装置を用いる場合にはアス

ベストの排出を充分抑制できる集じん装置を設置

すること。

さらに、建築物内に使用されているアスベスト

にかかる当面の対策について、厚生省の研究班が

まとめた「当面の建築物内アスベスト対策につい

て（中間報告）」を踏まえて、昭和63年 2月に地方

自治体に通知（厚生省と連名）した。

③ 当該建築物の敷地境界等においてアスベスト

の濃度測定の実施に努め、環境への影響を充分把

t屋すること。

この通知の主な内容は、

表 3 建築物内アスベスト対策フローチャート

註1Iスター 什

~I アスベストらんでいる i;?l。
住3 Ye s 

良好な状態か？
Ye s 

① アスベストのうちセメント等と混せeられ固定

されているものは、加工などの操作を行わない限

り飛散のおそれはない。

当面の対策の第一である

のは劣化または破損のあ

る日欠イ寸け材であり、これ

らがある場合、建築物内

のアスベスト濃度が周辺

環境大気中よりも濃度が
No 

注4

谷易に修理可能かヲ｜
Y e s 

｜修埋め実施｜

住 5
No 

容易に近づ〈ことができるかヲ
周囲から彬響を受けやすいか？

Ye s 
注6

IJl f晶 は 広 〈深いかヲ

注7
Ye s 

飛散している状況か？

Ye s 
白 8 I 注9

｜ 聞 い 込 み は 実行可能力？｜ ・｜ 囲 L、 込 み｜

日 正
注1・すべての作業は関違法令やマニュアルの定めるところに従って行う。各項目における判断に疑義や迷

いを生ずる場合には、下ri•i き矢印を係択する。

注 2・アスベストを含んでいるか否かについては、設計図面により判定する。なお、 X線回折法または電子顕

微鏡法により判定することもできる。

注3・良好な状態とは、 llH話を受けておらず、剥離の兆候もなく、周聞に建材が飛散したことを示す舷片等

がないことである。建材は良好な状態にあっても、非常にlllf話を受けやすい状態にあるか、そうなる可

能性がある場合には、良好な状態でないとして扱う。

注4：容易に修理可能な損傷とは、小さなひっかさきずや刺しきず程度の軽微なものをいう。修理作業とは、

小さなIll傷部位に対して塗装する、封じ込め斉ljを使う、詰め込む等により良好な状態に戻す作業をいう。

修理作業に際しては、粉じんが飛散しないよう適切な措置を講ずる。

注 5 周囲から影響を受けやすいとは、車や入、物による倣HIやf菌製、また、ある場合には、保守作業等の

場合に生じるlfl傷を受けやすいことをいう。

注 6: I貝｛括が広く深いとは、物理的な衝撃や劣化等により破断、切断等が生じており、制御面から発じんが

懸念されるものをいう。広く深いmt話を受けていないが、容易に近づくことができるか、または、周囲

から影響を受けやすい場合には、打i仰がこれ以上大きくならないような保議措置、封じ込めまたは囲い

込みが必要になる。

注7：砕けやすい破片や剥離した状態があれば、アスベストは飛散していると考えられる。

注8・J員（時領域が広範囲であったり、建材へ容易に接近できない場合、囲い込みは困難である。

注9回現場の状況、使用実態等により、除去を選択することも可能である。
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高くなっている可能性が

あり、その際は適切な措

置を検討する必要がある。

②建築物の室内空気中

のアスベスト濃度につい

ては、既存の調査によれ

ば、一般大気とほぼ同程

度であり、 WH Oの報告

によれば、一般居住者に

対するリスクは極めて小

さく、直ちに問題となる

レベルではないと考えら

れる。

③ アスベストの措置方

式としては 3つの方法が

あるが、状況に応じて適

切な方法を選択する必要

がある。実際の対策を講

ずる場合に、英米の政府

等が行っている指導を基

に研究班が作成したフロ

ーチャー卜（表 3）を参考

にしつつ状況に応じ対処

すること。



④ 除去工事が不適切に実施されれば、建築物内

の空気および周辺環境大気を汚染するおそれが大

きいことに留意すること。

等となっている。

なお、日欠付けアスベストの処理についての詳細

なマニュアルとして、 「既存建築物の吹付けアス

ベス ト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」 （建

設省、昭和63年 6月）、「建築物の解体又は改修工

事における石綿粉じんへのばく露防止のためのマ

ニュアル」 （労働省、昭和63年 7月）が作成されて

いる。

5 アスベスト廃棄物の処理について

アスベストを含む産業廃棄物の処理に当たって

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に

基づき定められている収集、運搬および処分の基

準を遵守するよう指導が行われてきているところ

である。

さらに、吹付けアスベス トの除去工事等事業活

動に伴って生じたアスベストを含む廃棄物（以下、

アスベス ト廃棄物という ）処理について、当面の

留意事項が、昭和62年10月に地方自治体に通知 （厚

生省と連名）された。

この通知の主な内容は、

① 排出事業者は、アスベス ト廃棄物が運搬され

るまでの問、アスベス トの飛散を防止するために

当該物を湿潤化させる等の措置を講じた後、充分

な強度を有するプラスチック袋に二重に梱包する、

または、堅牢な容器に密封して保管する。

② 内容物がアスベス ト廃棄物であることを表示

する。

③ アスベスト廃棄物を埋立てる場合は、作業用

重機等でプラスチック袋を破損等のないようあら

かじめ最終処分場内に溝をつくり 、その溝に投入

する。投入後は速やかに土砂等により覆う。なお、

アスベスト廃棄物はできる限り最終処分場内の一

定の場所に処分する。 アスベスト廃棄物を埋め立

てた場所は、最終処分場の埋め立てが完了したさ

い当該最終処分場の表面から深さが 2m以上にな

るようにする。

等となっている。
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また、「建設・解体工事に伴うアスベスト廃棄物

の処理に関する技術指針・同解説」 （（財 ）日本廃棄

物対策協会、昭和63年 7月）が作成されている。

6 アスベストの代替化

アスベストによる大気汚染を未然に防止するた

めの手段として、大気中への排出を抑制すること

に加えて、アスベストそのものの使用量を減少さ

せる方法として、アスベス ト含有製品を同等の性

能を有し、かっアスベストを含まない製品に代替

する方法、アスベストを他の材料に代替する方法

が考えられる。

アスベストを含有する製品その物を他の製品に

代替する例として、水道用石綿管をビニールパイ

プに代替する例、石綿ジョ イントシートとして黒

鉛を主とした製品あるいは鋼板にゴムをコーティ

ングした製品に代替する例等がある。

また、アスベストは、 1で述べたように優れた

性質を数多く有するため、単一の材料ですべての

用途に用い得る代替品は開発されていない。建材

については、ガラス繊維 ・ビニロン繊維等、摩擦

剤についてはガラス繊維 ・アラミド繊維等が用い

られる等、アスベストの使用量を低減しようとの

試みがなされている。アスベスト代替品の環境に

おける安全性にかかわる知見は必ずしも充分でな

いが、最低条件として、アスベストより安全な材

料であることが必要である。

今後とも、アスベスト代替品の開発状況につい

て、安全性も含めて把握することが必要である。

7 おわりに

環境庁においては、今後とも大気環境中のアス

ベスト濃度をモニタリング調査により把握すると

ともに、発生源からの排出抑制を進めるために必

要な対策等の検討を行うこととしている。

（くりはら たかし／環境庁大気保全局）
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シリコンノてレーの
地下水汚染 吉田文和

日本でも起きたハイテク汚染

池のコイにコプができて死んだ。井戸水を長く

使っている市民の聞に、障害をもっ子供が生まれ

ていると報告されている。半導体工場による有機

塩素系溶剤トリクロロエチレンで、地下水の汚染

されていたことが 1年半ぶりに公表された千葉県

君津市の話である。

今回の事態で注目すべきは、①市営の水道水源

( 3号井戸）が汚染されていたこと、②汚染源がハ

イテク産業の一種とみられること、③汚染の事実

が1年半にもわたり公表されなかったこと、である。

さらに重要な点は、 1984年に兵庫県太子町で、

同系列会社の半導体工場が同様の汚染問題を発生

させていたことである。しかも、工場側が汚染源

（数字はトリクロロエチレン、（ ）内の数字はテトラクロロエチレンの温度

図 l 君津市の地下水汚染 (I mR./ e = 1000 ppb) 

（出所、r朝日新聞』千葉版、1988年9月17日付）
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をはっきりさせないままで、「寄付」という名目で

水道切替工事や浄化装置の費用負担を行っている

点でも共通している。

君津市の半導体工場の場合、トリクロロエチレ

ンのタンクが漏れ、地下配管が腐食や漏れを起こ

した可能性を工場側は認めているものの、地下タ

ンクが存在したかどうかは明らかではない。

太子町の半導体工場の汚染源は同工場の 407号

建屋付近と確認されたが、タンクや配管が撤去さ

れているので汚染原因の究明はできないとされた。

しかし、兵庫県の工場への指導内容や、周辺の深

井戸がいまだに汚染されている事実などからみて、

407号建屋付近にトリクロロエチレンの地下貯蔵タ
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なければならない心臓の薬が置いてある。

話は、 1980年末にさかのぼる。ブライア ンが生

ンクが埋設されていた可能性が強い。

なぜ、地下タ ンクの有無がそれほど決定的であ

るかといえば、地下タ ンクの存在によ って、汚染 まれてすぐに心臓に穴があいていることがわかっ

た。生後ーか月半のときに手術を受け、合計4回の

手術、入院6か月に及んだ。プッポさんは、近所

の人々の話が地元新聞に報道されて初めて、この

地域に先天異常の子供が多いこと、近く の半導体

工場フェアチャイルド社の有機塩素系溶剤1]1.1.l

の規模、広がりは大きく異なり、したがって、浄

化しなければならない範囲、費用も違って くるか

らである。

このことをよ く示すのが、アメリカ ・シリコ ン

トリクロロエタンの地下タ ンクが漏れ、住民の飲

料水用井戸を汚染していることを知ったのである。

その後、住民たちはフェアチャイルド社などを訴

える裁判を起こし、結局、和解となった。

バレーの地下水汚染の実例である。 そこ で、シリ

コンパレーの地下水汚染の発生原因、 汚染の広が

り、被害、浄化事業への取り組みとその費用をみ

ることによって、日本にとっての 「他山の石」 と

fムd亡、τ

fず～ζ対導要注2

住民の健康被害マップ（各種の旗が病気の種類を示す）

したい。

シリコンパレーとは

いまやハイテクのシンボルとなったシリコ ンパ

そのシリコ ンパ レーとは通称であって、サ

ンフラ ンシ スコの南幸句70km、サ ンタクラ ラ ・カウ

ンティ （郡 ）に広がるサ ンタクララ・バレーを指す。

スタ ンフォード大学のあるパロアルト市から南方

レー。

のサンノ ゼ市に至る半径約20kmの範囲に、人口約

140万人が居住し、このうち、ハイテク関連企業

は、研究開発、サービスを含めて約 2,600社、直接

従業員約25万人にのぼる。半導体企業だけでも、 写真l

ム汚染井戸（検討中）

企汚染井戸（使 用）

O汚染井戸（閉 鎖）

・非汚染井戸

ンリコンパレ の公共用井戸の汚染図（カリフォルニア州保健部）
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その数は約 260社に達す

る。

シリコン・＂レーを

訪ねて

プ ッポさんは、サ ンノ

シリコ／バレー
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ゼ市南部ロ スパセーオス

に住む庭師である。私が

夕暮れに訪ねたときには、

二人の息子 とテ レビの野

球に熱中していた。 ごく

平平凡なアメリカ人の家庭

、＜：.

ロサンゼルス

図3
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シリコ ンパレーの公共用井戸の汚染図

洋
だ。 しかし、テープルの

上には、下の息子、 ブラ

イアンが今でも毎日飲ま
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地下水汚染の広がり

この事件をき っかけにして、シリコンパレーで

は、地下タンクの漏れ、地下水汚染が徹底的に調

べられた。その結果、次のような恐るべき汚染の

広がりが明らかとなった。

・高度に危険な地下埋設溶剤タンクの約80%が漏

れていた0

・約 100種類の化学物質が地下水から発見されて

いる0

・1987年夏までに、サンタクララ ・カウ ンティの

46の公共井戸汚染に関連した 134の漏れが発見

され、 70の私有井戸が汚染されている。

地下水汚染発見の経緯

飲料水の約半分を地下水に依存している シリコ

ンバレーにとって、地下水の汚染はきわめて深刻

な事態である。汚染はすでに地下 150m の深井戸

に達しているところもある。

最初に地下タンクから有機塩素系溶剤1.1.1.ト

リクロロエタンの漏れを発見したのは、 1980年10

月、 IB M社サ ンノゼ工場である。この溶剤は磁

気ディスクドライブ部品の洗浄用に使われていた。

この事実は各行政機関に報告されたにもかかわら

ず、他のガソリンタンクからの漏れと閉じように

重大視されなかった。

写真2 閉鎖されたフェアチャイルド社の工場

26 

次に1981年 11月、フェアチャイルド社の作業員

は、地下貯蔵タ ンク（強化プラスチ ック製、使用

後約 3年 ）の近くを掘っていて、土壌がぬれてい

るのを発見し、その原因を調べた。12月になり、

1.1.1 トリクロロエタンの漏れであることがわか

り、さらに 600m 離れたグレートオークス水会社

の第13号井戸（約700人に供給）も、 5,800ppbレベ

ルまで汚染されている事実が判明した。EPA  （米

連邦環境保護庁）の環境基準値は200ppbて。あるか

ら、汚染の程度はかなり深刻である。

その後、調査が進むにつれ、 1981年から1982年

にかけて他に21の漏れが発見され、さらに1984年

10月ま でに71地点でタンクの漏れが発見された。

地下タンク漏れの原因

これほど多くの地下タンクからの漏れ、井戸の

汚染が起きるというのは、これが決して単なる事

故として発生したものではないと考えざるを得ま

り制移待問
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写真 3 ファイパーグラス製地下タンクの宣伝文



~） 。 なぜこれだけ多くの地下タンクが設置された

のか。それはまず消防法と建築基準法が、有機溶剤

や化学物質をガソリン燃料と同様に、防火対策上、

地下タンクとして埋設するように規定しており、

企業側も見映えがよいためにそれに従ったという。

問題は、 その地下タンクの多くが安価な強化プ

ラスチ ック製で、 それが地下での圧力と溶剤lの浸

透をうけ、ひびがはいったところにある。写真 3

をごらんいただきたい。「埋めて忘れなさい。ファ

イパーグラス ・タンクは腐食しません」 という強

化プラスチ ック製地下タンクの宣伝文である。

全米レベルで、 Ep A が調べた約12,000件の地

下タ ンクの漏れの原因は、約50%が構造上の欠陥

で、約30%が腐食であるという。地下タンクから

の漏れのほか、 パイプのつなぎめからの漏れ、入

れ替え時の漏れが加わり、まさに「地下に煙突が

ある」 という状況を呈した。 IB M社の証言によ

ると、タンクの圧力試験を行っていれば漏れを発

見できたが、当時は気にかけていなかったという。

安上がりと見映えのためのツケを企業はいま支

払わなければならなくなっている。

地下水汚染のメカニズム

有機塩素系溶剤汚染の広がりのメカニズムにつ

いては種々推測されており、一般に、①揮発、 ②

重力、 ③ 拡散、 ④土壌との相互作用、 ⑤転換、な

どによるといわれる。

①揮発とは、有機溶剤の一部が探発するもので、

化学物質の性質 ・温度 ・漏れ方などに依存する。

②重力とは、溶剤が水より重いかどうかによって

拡散の仕方が異なる。③拡散とは、地下水の流れ

によって溶剤が運ばれる。重要な点は、有機溶剤

などの吸着作用によって濃度が当初の 2,000倍以

上にもなる場合もあることである。④土壌との相

E作用とは、 たい積物と土壌との相互作用によ っ

て汚染が広がる。⑤転換とは、新しい化学物質が

できるもので たとえ』ま1.1.1.トリクロロエタン

が1l.DCE （ジクロロエチレ ン） に変わるよう

より危険な物質が生ずる場合もある。

jl巨発
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図4 地下水汚染のメカニズム

（出所、 EPA etc. White Paper, 1984) 
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有機塩素系溶剤の有害性

トリクロロエチレンや1.1.1.トリクロロエタン

などの有機塩素系溶剤は、半導体素子の洗浄、金

属加工のめっき、ドライクリーニングのしみ抜き

などに広く使われている。だが、トリクロロエチ

レンは、 WH OやEp Aなどから、その発ガン性

が指摘されている物質である。

アメリカでは、ボストン近郊のウォパーンで、

トリクロロエチレンなどの有機塩素系溶剤により

汚染された井戸水を飲用した子供たちに、小児白

血病などの症状がみられ、ごれは疫学的（統計的）

にトリクロロエチレンなどと因果関係ありと認定

された。アリゾナ州のツーソンでも、長年にわた

り空箪基地からのトリクロロエチレンで汚染され

た地下水を利用してきた住民の聞に、さまざまな

健康被害がみられ、特に子供たちの心臓病の高い

発生率が報告されている。

さきの君津市の工場は、1988年11月以降、トリク

ロロエチレンを、より有害性の低い1.1.1.トリク

ロロエタンに全面的に切り替えるとしている。し

かし、フェアチャイルド社による汚染では、この

1.1.1.トリクロロエタン自体が健康被害の原因物

質として強く疑われているのである。

膨大な浄化コスト

土地の値段よりも、その土地を浄化するための

費用の方が高い。こういう事態がシリコンバレー

で起きている。たとえば問題のフェアチャイルド

社の場合、土地は 500万ドル（約 8億円）で売られ

たものの、浄化費用はその 6倍の3,000万ドル（約

50｛意円）かかっているという。カリフォルニア州

法では、汚染が過去の所有者によるものであって

も、現在の所有者は浄化しなければならないこと

になっている。連邦のスーパーファンド（特別基

金による浄化事業）が約30地点、その他多数の汚

染が確認されているシリコンパレーだけに、新た

な資本が流入してこなくなるという恐れをいだく

不動産業者も多い。

28 

こうしたなかで、シリコンパレーの数多くのハ

イテク企業は、 SI A （アメリカ半導体工業会）が

中心となり、1984年、産業浄化対策プロジェク卜を

結成した。 1985年までに49社が加盟し、総額7,000

万ドル（約 175億円）を使い、汚染調査、汚染土壌

の除去、地下タンクの置き換え、タンクの二重壁

化を図った。

ハイテク企業の取り組み

シリコンバレーの製造業グループで環境問題を

担当するジャクリーヌ・ボガード女史はサッチャ

一女史さながら、シリコンバレーの「鉄の女」と

いってよい。産業界の利益を代表して、果敢に環

境保護派と闘っている。

彼女によれば、シリコンパレーの60企業からの

アンケート調査に基づいてみると、企業側の浄化

への取り組みは、日量約5,600tの水をくみ上げ、

とのうち1%しか再利用にまわしていない。 228の

くみ上げ井戸、856のモニタ一井戸を掘った。浄化

に伴う費用は97社で、①調査に6,300万ドル（約85

億円）、②浄化に 7,800万ドル（約105億円）、③タ

ンクの二重壁化に2,700万ドル（約36億円）を支出し

ている。特に調査に費用のかかるのは、州、｜地域水

質管理委員会が井戸を多く掘ることを要求してい

るからで、コンサルタントを雇い、汚染ルートを

探すのに手聞がかかり、しかもかかわる行政機関

は多数にのぼる。

EP  A のスーパーファンドについては、シリコ

ンパレーではすでに企業自体が浄化に取り組んで

おり、不要であるという。なぜなら、スーパーフ

アンドに指定されると、用意しなければならない

書類は膨大となり、かつ破産したところ以外には

連邦資金が支出されないので、なんのメリットも

ないとするからである。

どれだけ浄化すべきかという問題では、社会の

限られた資源を汚染ゼロにするために限りなく使

ってよいのかを聞い、環境基準は科学に基づいて

決められるべきで、政治によって左右されてはな

らないと強調していた。かくいう女史も、各企業



がなかなか細かい情報を

出さず、グループのアン

ケート調査もやりにくい

とこ』ましている。

こうした企業側の動き

に対して、住民側は、「受

忍できる危険論」が出さ

れてきたとみて、環境基

準は健康データのみに基

づくべきで、コストを入

れるべきではないと強調

する。なぜなら、 ppb(lO

億分の 1）でも数兆の分

子が入っており、フェア

チャイルド事件のように

妊娠初期の胎盤の細胞分

裂に作用する可能性があ

るからというのである。

水不足問題

，、今，、今

・89予防時報156

長調匪~
貯水池 導水管

図5 シリ コンバレーの水バランス （出所）Santa Clard Valley Integrated Environmental Project. I蜘

ヨセミテ公園といえばアメリカ西部を代表する

自然森林地帯である。そのハチハチ貯水池から シ

リコンパレーに水が送られてくる。ハチハチから

の水は 1£，に30mgの浮遊粒子物質しか含まないの

に対して、井戸水は 50～300mgの粒子を含み、こ

の汚れを浄化するコストが追加に必要となる。

その井戸水も、これまでの汚染を浄化するため

のくみ上げで、この 5年間に水位が約 9m下がっ

てしまった。さらに、 1988年夏の干ばつによる水

不足が加わって、州当局は IB M社とフェアチャ

イルド社に対して、汚染された地下水をそのまま

放置してよいと許可した。 これに対して、カウン

ティ （郡 ）、グレートオークス水会社、環境保護派

は強く反発し、フェアチャイルド社も再ぴ裁判に

訴えられるのを恐れて、くみ上げをゆるめるのを

ためらっているという。

以上は、ハイテク産業が水の量と質にいかに依

存しているかを改めて示し、水を汚染したことで

自らの生産を制限されざるを得なくなっている。

Enriromental 

むすび

シリコンパレーの地下水汚染は、その汚染の広

がりと深刻さにおいて、ハイテク汚染の極限にあ

る。浄化のためのコストは膨大であり、完全回復

は不可能である。

日本て＊は地下水汚染の進行が確認されているに

もかかわらず、汚染源 ・汚染ルートの解明は著し

く遅れている。シリコンパレーでは、浄化よりも

多くのコストをかけて、まず汚染源の究明を行っ

ており、行政と企業が基本的な情報を公開して住

民参加で浄化に取り組んでいる。そのために、地

下水汚染への対応は比較的早く、この 1～ 2年間

に大きな進展がみられた。

情報公開と住民参加こそが問題解決への近道で

ある。 この点こそ、日本は学ぶべきであろう。

（よしだ ふみかず／北海道大学経済学部助教授）
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1 風向きが変わった

次の世紀まで、あと11年となった。 この時点に

立って、現在、世界の気象について、どのような

問題が起こっているか、それを知るため、 2、 3

の関連した主として新聞記事を抄録してみよう。

例 1 1988年10月23日朝日新聞社説 「国連の環境

論議に期待する」

れ国連総会の一般演説といえば、これまで核軍縮

や経済問題が主なテーマだった。ところが、いま

開催中の第43回総会では、各国の首脳が一斉に環

境問題を本格的に取り上げ、国際的な取り組みを

訴えた。具体的な成果につながるよう期待したい。

英国のハウ外相は、その演説をいきなり、今年

地球を襲った大規模な自然災害を列挙することか

ら始めた。カナダのマルルーニ一首相は持ち時間

の半分をこの問題に振りあて、「人類の生存そのも

のが危機にさらされている」と警告、環境首脳会

議を提唱した。（中略）

これまで国連では環境問題に冷淡だとみられて

いたソ連も、突然の変身をみせた。シェワルナゼ

外相の演説は、オゾン層の破壊、温室効果、酸性

雨、死滅する森などの環境破壊を、核兵器と同列

の脅威だと力説した。そして国連環境計画（ UN

E p）を、全世界が協力して効果的な決定を下せ

る「環境理事会」にするよう提案した。。（以下略）

なぜ環境問題について百花斉放とまでいわれる

ような現象が、この総会で起きたのか、この社説

はいろいろと分析し、世界の英知を集めて国連の

環境対策能力を強化するよう要望しているが、何

といってもその背景に、自然破壊がもたらした疑
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世紀末の気象
根本順吉

いの強い異常気象が1988年に各地に続発したこと

のあることは間違いないことであろう。

例 2 1988年10月25日朝日新聞記事

ホオゾン層を破壊するフロンの排出抑制を検討し

ていた環境庁のオゾン層保護の検討会は、 24日、

中間報告をまとめた”。

これは「オゾン層の保護のためのウィーン条約」

が12月（1988年）に圏内で発効するので、環境庁は

これに合わせたフロン放出削減のガイドラインに

これを盛り込むためである。

抑制策として、①フロンを扱う設備を表示する、

②もれを防ぐための作業要領を定める、③ 1年ご

とに設備の自主検査を行う、などが必要だとして

いる。ここで大切なことは、フロンを使うのを全

面的に禁止してしまおうとはいわず、使うなら洗

浄機などを密閉構造にしようという提案であるこ

とである。 オゾン層を破壊しないフロ ンで代替し

ても、代替品はオゾンの破壊は少なくなっても温

室効果まで取り除くととは難しいので、代替より

はその使い方について提案したのである。

例 3 1988年10月26日農業共済新聞は、ひと ・意

見。の欄にホ地球温暖化が異常気象を招くかと題

し、オックスフォード大学のM.D.グウィン教授

の意見を載せている。グウィン教授は10月17日、東

京で聞かれたホ世界食糧デ＿，，シンポジウム 地

球の環境変化と明日の食糧生産 地球は人類を養

い得るか、に出席し、基調講演を行った。新聞記

事の末尾の部分だけを引用してみよう。

ホもはや気候変動を信じるか信じないか、たわ

ごとをいっている時代は終わった。変動の最中に

入っているのだ。手をこまねいていて気がついた



ときにはーでは遅い。手を打つのが遅れれば遅

れるほど、よりドラスチックな打撃を受ける。地

球が生命を養えるかどうかの問題である。地球的

規模で真剣に取り組み、共同行動を起こす時期に

来ている。

例 4 Climate-Related Impacts Network の、

News Letter Vol. 3, No. 4 Summer 1988. 

3月31日（1988年）にアメリカの民主党議員24名、

共和党18名が、連名でレーガンに手紙を送り、来

るべきモスクワ ・サ ミットにおいてはレーガンと

ゴルバチョフがイニシアティブをと って ”A green-

house Convention" （温室効果についての召集）

を行うよう要請した。

このような例を挙げ始めるときりがないが、以

上の 4例だけでも、私がこれを読んで感ずること

は、風向きが変わった勿ということである。 それ

は今まで政治家から科学者に向けられていたヴエ

クトルが、科学者から政治家に向きを変えたので

ある。はっきりとその向きが変わったのは、 1987

年 9月のカナダ ・モントリオールで聞かれた大気

のグローパルな汚染を減らすことを目的とした国

際会議からである。

参加27か国がその議定書に署名したのは、フレ

オン（CFCs）とよばれる有機塩素化合物の放出を

20世紀の終わりまでに50%に減らそうとするもの

であったが、こ の会議に出席した日本でも「特定物

質の規制によるオゾン層の保議に関する法律案」

が国会で可決され、実施されることになった。

オゾン層がフレオ ンによって破壊される現象は

専門家の研究の成果として明らかにされたことで

ある。政治家や庶民が直接感知できる現象ではな

い。これは、酸性問による山林破壊や白動車の排

気ガスによる鉛汚染のように、庶民の日常生活に

直接つながりをもっ環境問題とは対象の性質が違

っている。

およそ’70年代の中ごろから、科学者たちが、オ

ゾン層の破療や炭酸ガスによる温室効果が、将来、

人類の生存に対して容易ならざる影響を与えるこ

とに気付き始め、そのような科学者たちの綿密な

研究の成果に動かされて政治家がはっきりと動き

始めたのが、このモントリオールの会議であった。

そして、その背景にはグローパルにみた場合、

すでに容易ならざる事態が地球上に起こりつつあ

ることがあるのだ。
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2 ’80年代の異常温暖化

’80年 代の気象を考えるとき、第一に頭におかね

ばならぬことは、地球全体の年平均気温が著しい

上昇を示していることである。

世界の海洋面積は70%、過去には陸上でも現在

のように綿密な観測lはない。 それなのになぜ世界

の平均気温が過去と比較したとき変わってきたと

いうようなことがわかるのか。

これについて詳しく語ることはここではできな

いが、最近、気候の変動や古気候学の研究が進み、

古い時代にさかのぼって、かなり詳しい推定がで

きるようになってきた。ここでは、次の 2点につ

いてだけ注意しておくことにしよう。

1） 地球全体の年平均気温の変動は、たとえば東

京とかロンドンの気温の変動とは異質の現象であ

る。後者はそこに居住する者にとって実感できる

ことであるが、地球全体の温度の高低になると、

これを実感することは難しい。

2）局所的な実感できることではなく、全体的で

抽象的な現象が意味のある変化を示していること

は、英・米・独・日等の研究者が独立にほとんど

同じような成果を得ていることからも、およそ｛呆

証される。 その成果は仮説ではなくて事実である

とみてもよいであろう。

図 1- a 、 bは、共に1987年に至る世界全体の

年平均気温の変動を示したものであるが、図 1-a

はアメリカのハンセン等 (J.Hansen. & S Lebedeff. 

1988）、図 1-bはイギリスのジョーンズ等（P.D. 

Jones & T. M. L. Wigley 1988）によるものであ

るが、この他にドイツのシエーンウィゼ （C.-0.

S chonwiese）、日本の山元龍三郎、星合誠両博士

による同様の成果もある。

これらの成果に共通して認められることは、’80

年代になって地球の年平均気温が著しい上昇を示

している事実である。 なかでも平均気温が高くな

ったのは1980、1981、1983および1987年であり、

ジョーンス等によると、 1987年は今世紀になって

からの最高を示しており、従来の記録、 1981年よ

りもさらに005℃高くなっている。

’80年代に入ってからの異常な高温年は、 1965年

以降の、上り坂トレンドのなかで起こ っているこ

とも注目される。 それは単にその年 1年だけのこ

とではない。
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図 I-a
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図 1-b

ハンセン等にしたがって、’80年代に入ってから

の気温上昇の幾つかの特徴を述べてみよう。

1）南北両半球に分けて温暖化を調べてみると南

半球の方が著しく、 1980年になってからの 8年間

(1980～ 1987）のうち 7年聞が記録的な高温、これ

に対して北半球で異常に気温が高かったのは1981

年と1987年だけである。

2）気温の上昇は地表と下部対流圏にみられる現

象であるが、成層圏下部では反対に気温の下降が

認められ、 1985、1986、1987年は下部成層圏の気

温がもっとも低かった。成層圏によるこの低温は、

温室効果による他に最近のオゾン減少も原因にな

っているものと思われる。

3) 1965年以後の気温の上昇は0.2℃／10年である。

これに対し前世紀末から1940年に至る上昇は0.1 

℃／10年であり、近年の上昇は19世紀末以来の上

昇の約 2倍とみてもいい。前世紀の末以来の上昇

は C02による温室効果によって説明されている

が、 1965年以後これがさらに増大しているのは、

上昇させる原因として C02以外の温室効果ガス
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1960 1980 

(greenhouse gases、

G Gと略称される）によ

る昇温が、さらに付け加わ

ったものと解釈される。

4) 90・N-23.6・N (A）、

23.6・N-23.6・S (B）、

23.6・s-90・s( c）の三

つに地球を 3区分すると、

A、Cは全表面積のそれ

ぞれ30%、Bは40%とな

る。ハンセン等はA、B、

Cに分けて気温の上昇を

解析したが、平均気温の

もっとも高かった1987年

について調べてみると、

1987年で気温がもっとも

上昇したのはB区域であり、 A、C区域では1981年

等の高温年に比べ気温は低下している。

1987年のB区域の昇温は、顕著なエル ・ニーニ

ョ年として有名な1983年よりはさらに大きくなっ

ている。1987年もエル ・ニーニョ年であったが、

1983年に比べるとはるかに小規模である。それで

は、なぜ1987年の上昇の方が大きいかというと、

1987年のB区域の昇温は、低緯度地帯全域で四季

を通して起こった昇温て”あったのに対し、 1982年

の場合は、地域が主として太平洋東部赤道海域に

限られた現象であったからである。

5) 1987年にB区域での温度上昇が目立ったのに、

A、C区域での変化が目立たなかったのは、 A、C

では地域的に気温の高低の差があったからである。

記録的に気温の高かったのは北米北半で、特に冬

と春に著しく、閉じ季節にヨーロッパでは低温で、

平均からの偏りが標準偏差の 2倍もあった。この

他気温が異常に高かったのは南アジア、南米南部、

南アフリカで、シベリアでは春、夏、秋が異常に

低温であった。

6) 1987年は1951-1980年の平均気温と比較した

とき0.33℃高い。1951～1980年の気温の標準偏差

は0.13℃だから、標準偏差の 2-3倍である。 99

%信頼限界で、これは有意な偏りである。

1987年は’80年代の平均よりは0.78℃高くなって

いる。 この上昇には都市気温の影響が入っている

ので、これを補正すると、気候的な気混の上昇は

0.63士0.2℃となる。



7) B区域の温暖がエル・ニーニョ年に起こって

いることはエンジェル等 （Angell & Korshover) 

の見いだした関係であるが、もしこれが本当だと

すると、エル・ニーニョの生起から離れた1988年、

1989年はB区域でも気温の下降が期待される。し

かし、他方 C02その他による温暖化が進んでい

るから、気温の下降は期待できないかもしれない。

今後の動向が特に注目される所以である。

近年の気候の変動に関心をもっ人は、図 l a、

bを目の前の壁にでもはっておき、現在、我々は

歴史始まって以来、いまだかつてないこのような

高温下にあるという事実を身につけておかねばな

らない。反対に現在、このような状況の下にある

という認識を欠くと、長期予報の不適中など、さ

まざまに不都合なことが起こってくる。

1976年に、 1988年ま での日本の夏の超長期予報

を試みた人がある。その大胆さにおいて称帰すべき

点もあるが、この予想、は現在に近づくにつれてまっ

たく当たっていない。’80年代を1980～1983年（A）、

1984-1987年（B）に分けて当否を調べてみると、 A

の 4年間では、たとえば1983年の北冷西暑、 北日

本冷害のようによく適中しており、 3/4は当たっ

ているから75%の適中率といってもいいであろう。

ところがBの 4年聞は1984年の多雨の予想は、

実況では顕著な小問、 1984～1987年は 4年続きの

豊作なのに全国的に不順な天候が見込まれており、

1988年の全国高温、干ばつの予想、は、実況とはま

ったく反対になってしまったのである。

私がここで13年前の超長期予報の適否を挙げた

のは、その無謀なことを糾弾するためではない。

私自身、同じ時点に立って予想すれば同様な結果

になったかもしれない。私がここでいいたいこと

は＇＇ 80年代になって、 1976年の時点では予怨する

ときにはまったく考慮していなかったことが起こ

ったが故に、予想が外れたのだと思うのである。普

通、このような超長期予報を行うときの有力な手

段は周期法であり、過去に類似した経過を見いだ

してこれを適用する類似法なのであるが、 ’80年代

の異常事態は、以上のような方法による期待を拒

むものである。

それでは、もっと近傍で出された長期予報なら

適中しているであろうか。気象庁が昨年 3月10日

発表した昨年夏の暖候期予報は いこの期間の降水

量は平年並みないし、やや少ないでしょう。盛夏期
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は平年より気温の高い日が多い見込みですH とな

っており、これまたまったく予想は実況の反対に

なっている。

このとき同時に発表された解説資料に挙げられ

た類似年の、 1960、1961、1967、1978、1984年は

いずれも猛暑、少雨年であるから、昨年（1988年 ）

は類似がまったく成り立たぬことを物語っている。

さらにこの解説資料には、比較的順調な夏を迎

える一つの恨拠として、エル・ニーニョ現象（1986

～1987）から次第に遠ざかり、その結果、日本は亜

熱帯高気圧に覆われることになると予想したのであ

るが、これまたまったく適中しなかったのである。

後述するように、私は長期予報の一つの手段と

してエル ・ニーニョ、さらに広くは赤道海域の海

況に注目することに必ずしも反対するつもりはな

いのであるが、およそ 6年前後の間隔で起こって

いるエル・ニーニョ現象だけでは、到底現在起こ

っている異常天候は説明のつかぬことを繰り返し

主張し続けてきた。昨年（1988年）の 1月、東日本

は観測のある限りでは100年以上に 1度の異常暖冬

になったのであるが、このときの原因の説明とし

てもエル・ニーニョとの関連が真っ先に述べられ

たのであるが（これは気象庁ではなく、大学の研究

者による説明であったが）、常識的に考えても100

年以上に 1度の現象が、およそ 6年前後で繰り返

される現象で説明のつくはずがない。

もしそのような解析的な部分的な説明に固執す

るなら、もう一つ、どうして独立に起こっている

別の現象を付け加え、確率を小さ くしなければな

らぬのであろう。 しかし、私の知る限りでは、具

体的にそのような説明は聞かれなかった。

具体例を挙げ、批判めいたことを述べてきたが、

要するに、問題意識の問題がそこにはあると思う 0

'80年代の天候が、従来の経過とはかなり違った経

過をと って起こるかもしれぬという懸念なしに長

期予報を行う限り、今後も高い適中率を期待する

ことは無理であろう。

このように丸外れの予報が出された後の予想は、

一般的傾向として平年並みに近い予想となる。1988

年10月20日に発表された11月～ 3月の予想は、11・

12月 ：冬型の気圧配置が強まり、季節風が吹きだ

すが、寒さは長続きしない。 1・2月：冬型の気

圧配置が続き、冷え込みが厳しくなる。 3月 ：一

時的に冬型の気圧配置に戻る日もあるが、春の訪
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れは順調、である。平年並みの予想も一つの貴重

な情報には違いないが、求められているのは、こ

れにさらなるアクセントのつけられることである。

そのアクセントを常識的なマニュアルに従ってつ

けると、まるで反対の傾向になってしまう可能性

があるのが現状である。長期予報にとってはまさ

に受難の時代といわねばなるまい。

3 天気・天候・気候

異常気象が問題になるとき、まず問われるのは、

異常とは何かということである。

異常気象とは、一般に30年以上に 1回のまれな

気象と定義されているから、たとえば6年前後の

繰り返しで現れるエル・ニーニョ、大規模なもので

も15年に 1回は起こっているエル・ニーニョは、し

たがって異常気象ではない。だからエル・ニーニョ

は異常気象として考えるべきことではなく 、気候に

は、場所によ ってはあるうべき姿が二つ以上あっ

て、これが交互に現れる現象とみるべきであろう。

世界の異常気象の特徴については、すでに本誌

(1984年、 136号、なおこの解説は拙著『地球に何

がおきているか』（1987）筑摩書房に収録されてい

る）でも述べたので、ここでは繰り返さないが、

’80年代に入ってから、いくらか目立ってきた。

さらに一つの特徴について述べてみよう。 それ

は、異常気象型の定着ということであり、同じよ

うな異常が同一地域で 2年以上続くことである。

まず日本の例を挙げると、’80年代に入ってから

1980～1983年は 4年続きの冷害凶作、 1984～1987

年は 4年続きの豊作というように、異常が起こり

始めると 2年以上続く。もちろんその途中で1983

-1984年のように、それまでの暖冬傾向が大き く

寒冬・豪雪に変わるという経過はあるのだが、その

入れ代わりも比較的はっきりと途切れている。 そ

れは、たとえばアフリカのスーダンのような所で、

1987年は悶期の雨量が50%以下．で、干ばつ気味であ

ったものが、 1988年は一転して大洪水に見舞われ

るといった具合で、上下のフレがきわめて大きい。

2年続きの異常気象としては1987、1988年のパ

ングラディ シュの大雨 ・洪水、スペインの 3月熱

波、ギリシャの 7月熱波、日本の暖冬等が挙げら

れるが、同じ場所でも1988年の揚子江河口城の猛

暑のように、一変すると大雨洪水となる。異常気
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象が従来と比較し大柄化しているように思われる。

長期予報をする場合、したがって前年の経過が非

常に重視されることになる。類似例をとるとして

も、すでに述べたように、遠い過去は現在とは違

っているから、類似としては近くに求めた方が、

より以上に状況をよく表しているように思われる。

さて、異常気象について考えるとき、異常につ

いてはさまざま関心がもたれても、気象そのもの

については、ほとんど関心が示されていないよう

に恩われる。気象は大気中の現象注｝で、わかりさ

ったことではないかといわれるかもしれないが、

これは、天気、天候、気候と分けると、たとえば

異常といっても、それは天気のことなのか、天候

のことなのか、それとも気候のことなのかという

ことで、異常気象が細分され、内容がはっきりし

てくる。

天気、天候、気候という言葉は、気象学者には

っきり定義づけられているわけではなく、対象と

なる気象の期間によって、数日程度なら天気、さ

らに長く 10数日以上天気がまとまって同じ様相を

示すなら天候、さらに長く数十日から l年に及ぶ

ような気象の平均状態は気候と考えればいいであ

ろう。

英語では天気は Weather、天候に相当した英語

は今までになく groβwetter（汎天候）といったドイ

ツ語が使われていたが、最近は Weatherr句 im岳

という新しい言い方をするようになってきた。気

f戻は Climateである。このように区別すると、たと

えば昨年（1988年）の夏、大変不順であったのは天候

であることがわかってくる。夏でも秋でも空が曇

り、雨の日があるのは当然で、皆が不思議に思い、

変だと思っているのは天気でなくて、そのような

状態が長く続いてしまったから異常と感じたので、

異常なのは天候なのである。

さて、この場合、天候が変であったのは、日照

不足、曇雨天が普通以上に持続してしまったこと

にある。持続したことは、ある日が曇雨天になっ

たとき翌日も曇雨天になる確率が高くなったこと

であるが、見方を変えると、そのような状態がき

注）このようなことも、はっきり自覚されているかどうか疑問

である。なぜなら、口癖のように気象現象という人がいるから

である。気象のなかに現象の意味があるなら、現象と重ねてい

う必要はない。どうしてもそのような表現がとりたければ大気

現象というべきである。



わめて安定していて持続したとみられるのである。

だから、このような天候の説明は、単にある気圧

配置型だけを挙げただけでは不充分で、なぜその

型が続いたのかを明らかにせぬ限り説明にはなら

ない。

長期予報を考える場合、非常に大切なことは、

大気と海との相互関係である。それはお互いに鶏

と王子となって関係しあっているのであるが、海

は大気の 1,000倍の密度をもち、しかも海底とい

う入れ物に入っているため、大気より ははるかに

動きにくい。したがって、大気現象が海に引きず

られるような場合は持続性が大き くなる。だから、

天候異常の背後には海が関係していると考えてほ

ぼ間違いがない。

その海との関係であるが、赤道地帯でその結び

つきが大きい。 その理由は二つある。

その一つは、赤道地帯は地球自転の影響が小さ

いから、大気と海洋σコ結ワョつきがより直接的にな

る（風とほとんど同方向に海も流れるということ）。

第二は、赤道地帯では水温が高く、海面からの

蒸発量が中 ・高緯度に比べ格段に大きいこと。20

℃前後では数度上昇しでも、あまり蒸発量は増え

ないが、 28℃をこえると、わずかな水温上昇でも

飛躍的に蒸発量が増える。これによって上下の対

流が盛んになるから、それによって雲ができ、大

気中に潜熱が放出され、これによって熱帯地方の

熱源の分布が変わってくる。さらにこれが大気の

大循環に大きく影響するのである。

このようなことがあるため、長期予報の現場に

ある人はエル・ニーニョ等の海洋との関連に固執

するのである。

海洋はその表層 150m ぐらいまでが季節変化を

する部分であり、その部分だけとってみても熱容

量は大気の約45倍 bある。 海洋表面が0.l℃下り 、

その熱量が大気に与えられると、気温は4.5℃も上

がって しまうのである。

気候の変化の原因という と太陽活動、火山の噴

火、極地の雪氷、大気中のエアロゾルによる遮蔽

効果、炭酸ガスの温室効果などが列挙されるが、

それは大気と海洋の関係が変わらぬとした場合に

重視されることであって、大気・海洋の関係が大

きく変われば、これらの外図的要素はあまり重視

できなくなってしまうのである。季節変化を行う

海面から 150m ぐらいまでの上部混合層の厚さを
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わずかに変えただけでも、その影響を受ける大気

の状態は長期的にかなり大きく変わってくる。

したがって、気候の変動の原因を解析的に明ら

かにする問題は、実際は、現在大きな難問に直面

しているのであって、この点を明らかにせぬ限り、

究極的に自信をもった長期予報をすることは難しい。

以上に述べてきたことも一つの土台として異常

気象という観点からまとめてみると、次のように

なるであろう。

1. 異常気象には昨年（1988年）日本でみられた長

問・日照不足とか干ばつのように、ある天候が続き

すぎてしまうというような場合（ D）と、突然ある

気候状態が他の形に移る場合（ A）がある。

2. Aは欧米において abruptchange, stepwise 

な変化、 Climateshock等といわれ、特に重視され

ているのは、人間に対する影響が急激であること

による。

3. Aはまったく遷移期間（ T）を持たずに途切れ

る場合（Ao）、（1962年のヴィクトリア湖の水位変化

のごとき ）遷移期聞があって変わっていく場合（A1）、

二つの体制の間に一つの遷移体制 （気象的にはフ

ロンタ ルゾー ンといったものを考えたらよいであ

ろう）といったものがあって変わっていく場合、

たとえば日本の梅雨期をそのようにみることもで

きるであろう。（A2）等、さまざまな段階がある。

4. 異常気象にA、D二つの型のあることから、

その原因を考える場合にも、すでに述べた海との

関連のように、変わった型の持続性を保証するよ

うなもの、反対に原因それ自身が不連続なものー

水の相の変化、火山噴火、人為的な原因の限界値、

太陽面爆発等が挙げられるであろう。ただし、そ

れぞれの型の原因が、はっきり連続、不連続の現

象と対応しているわけではない。その結びつきを

複雑にしているのは反応に遅れの時間のあること

である。

これらの事項は異常気象の一つの診断（diagnose)

であるが、冒頭の節でも引用したように、我々は

現在、気候変動の真直中にあるのも事実である。

それは今まですでにわかっていることだけで割り

されることではない。世紀末の気象に対処してい

くためには、広い構想カに裏付けられた科学と技

術のさ らなる協力が期待されるのである。

（ねもと じゅんきち／気象評論家）
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Cl)園置置B

「インテリジエント
ヒルの問題」

話し手 ：沖塩荘一郎 （東京理科大学教授）

聞き手 ：編集部

このイ ンタビューは、沖塩教授の研究室で行われた。最

初に「インテリジェントピルとは」というレクチ ャーを受

けたが、 この部介は誌面構 成上囲み記事 にした。 できれば

そちらから先にお読みいただきたい。

執務環境対応ガ重要

インテリジエントビルというのは、要するに

たくさんのセンサーとコンビュ ータシステムを俊1

ってピルを「賢く」しているわけですね。 しかし

ペーパーレスオフィスという言葉に象徴されるよ

うに、極端にいうと、デスク＝ワークステーシヨ

ンというように、従来のオフィス作業に比べて、

作業の質や環境が非常に変化してきますと、そこ

で働く人の健康に大きな影響が出るのではないで

しようカB。

沖塩 ですから、インテリジェントビルでは必然

的に「執務環境対応」が重要になります。

私も、これで（ワークステーションを指しなが

ら）仕事をしているわけですが、少し続けると、

目はしょぼしょぼするし、肩は凝るし、健康によ

くないですね。目の問題だけじゃなくて、発熱体

ですし、音も出ますし、電磁波のことも騒がれて

います。いずれにしても健康の問題は真剣に考え

なければならない。

具体的にいうと、従来は下を向いて、資料を読

んだり、字を書いたりしていましたから、天井の
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照明や窓面は視野に入らなかった。それが、ディ

スプレーに向かつての仕事になると、天井の照明

も窓からの明かりも視野に入ってしまいます。 し

たがって、照明も窓も変更しなければなりません。

そういう問題意識をもって、私は「OA化の進

展と建築とのかかわり」というテーマで1982年に

アメリカヘfrきました。 そうしたら、もうアメリ

カの会社では、 OA化と室内環境のための委員会

を特別 に設けて、配線処理、騒音、健里竺長 の対

策を検討しているところがたくさんありました。

VD  T作業に伴って休憩が必要だから、そのた

めに屋上に増築して緑をいっぱい置くとか、休憩

室をつくるとか、事務室内も照明を間接照明に変

えるとか、健康対策をちゃんとやっていました。

騒音問題も、カバーを掛けてみたりとか、家具に

ついても人間工学を考えた家具を採用するとか、

そういう対策を社内に委員会をつくったりして、

どこでもやっているわけです。

ところが日本ではそういうことを何も考えてい

ないビルが多いんです。

一一一従来のビルを、ただBA化、 OA化したとい

うことですね。



沖塩天井に裸照明が付いていて、窓に向かつて

ディスプレーを置くなどということは、西ドイツ

では 6年前に禁止されています。しかし、日本で

はそういう配慮が全然され亨--'r幻~んですね。 い

ずれにしろ、これからはオフィスの業務がますま

す機械相手の仕事に変わってきます。 それに対応

した健康対策、執務環境対策ということを考えな

いビルは、いかにハイテク を駆使していても、そ

れだけではイ ンテリ ジェントピルとはいえないと

私は考えています。

理想的なのは環境の個人化

一一一オフィスの環境問題で難しいと思うことの一

つは、室内環境に対する感覚には、かなり個人差

があるということですね。ある若い社員は暑がり

屋で、すぐドアや窓を開けたり、クーラーをつけ

るのですが、私などは寒くてしょうがないという

ことがよくあります。

沖塩 今から15、 6年前、まだ電電に勤めていた

ときの話ですが、電話局の交換嬢とか、キーパン

チャーに頚肩腕症候群とか、または臆症炎とか、

そういう患者が多発したことがありました。 その

ときに対策委員をさせられて、いろいろな電話局

ヘ行って聞き込みをやったり 、アンケートをとっ

たりしたわけです。

そうすると、照明が暗すぎるとか、騒音がうる

さいとか、あるいは冷房が冷えすぎるとか効かな

いとか、室内環境に対する苦情がいっぱい出てき

た。そこで照度や温湿度を測り、騒音レベルを測

り、気流を測り、という調査をやりました。 その

結果、物理値を比較してみると、患者が多発して

いる電話局より環境の物理値が悪いのに、患者が

一人もいない電話局があったりするわけです。で

すから、物理環境が悪いから患者がでるという、

ストレートな結びつきは必ずしも認められない。

そこにはどうも心理的な問題が絡んでいると考

えられます。人間的なトラブルがあって、出動す

るのが嫌だなという気持ちをもつような状況のと

きにご 冷房が冷えすぎたりすると、健康を損なう
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CRT（テレビ）画面を

見て仕事をする人の視野に天井照明器具が入ることもよ くない。

ということになるのでしょう。

いずれにしても OA機器相手の仕事では、環境

問題は非常に大切ですし、それから環境に対する

感じ方というのは、確かに個人差もありますから、

自分で環境をコ ント ロールできるようにすること

が理想的です。

3年ぐらい前に西ドイツのクイックボナー ・チ

ームの社長を招待したことがあるんですが、その

ときにケルンのGE W ビルの平面図（図 1）を見

せられて驚きました。このビルの設計の考え方は、

環境のパーソナライゼーション（個人化）という

ことで、各人手元で自席の冷暖房の調節ができる

ようにしたうえで、全員が窓際に座れるように、

このように凹凸の多い平面にしたというんです。

建物の凹凸を多くすると、 外壁面積が増えます

からエネルギー消費が増えるのが常識です。とこ

ろがこのビルでは、エネルギー消費が大幅に減っ

たというんです。というのは窓際にいると、人間

て不思議なもので、冷房、暖房は自分で調節でき

るようになっていてもどちらも使わないで、少し

ぐらい暑くても寒くても、窓、を開け閉めするだけ

で喜んでやっているそうです。 それで冷暖房、照

明の費用が大幅に減ったということです。

一一一GE W ピルは我々素人が見ても非常にユニー

クな設計ですね。

沖塩 省エネルギーというと、ビルの外壁面積を

減らすことだと頭から思い込んでいると、こうい
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間接照明と手元灯の併用（：タスク・アンビエン卜照明）による

ゼネラル・フーズ本社のオフィス

う発想は生まれませんね。

それから、間接照明というのは、今まではエネ

ルギーのロスだと考えられていたんです。照明を

天井に向けて間接照明にすれば、デスクの上は暗

くなり ます。もとの明るさにしようとすれば、蛍

光灯を増やさなければならない。ですから確かに

エネルギーのロスになります。 ところが最近アメ

リカなんかでやっている間接照明というのは、発

想が全然違うんです。

今までオフ ィスの照明というと、デスクの上で

700ルックス以上必要だとかいわれていたわけで

すが、しかし、いかにルックス値が高くても、書

類が見えにくいということだってあるわけです。

問題はデスク全体の明るさではなくて、書類がい

かに見やすいかということで、そこに焦点を絞る

と、違ったやり方があるという考え方です。

たとえば手元に 8ワットぐらいの小さい蛍光灯

を何本か置いて、後は弱い間接照明にする。その

バランスを巧みにとると、エネルギー消費が少な

くてしかも見やすいという、そういう提案も出て

きたわけです。ですからもう一度原点に戻って、

いろいろ考えてみることが、新しい、よりよい環

図 l 凹凸の多い平面形にして大幅な省エネルギーを実現した

西ドイツ ・ケルンのGEWビルの平面
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境を創り出すために必要だといえます。

一一一建築の分野に限らずいろいろな分野で、 ハイ

テク化すればするほど、根っこからの見直しが重

要と息われますが、そういう動きが建築の世界で

すでにでできているということは、非常に好まし

いことといえますね。

沖 塩 ただ難しいんですね。具体的なことになる

と、まだまだわからないことだらけですよ。

メンテナンスガポイント

一一一ところで火災の問題ですが、書類はできるだ

けなくすとか、家具類などもスチール製にすると

か、可燃物をできるだけ少なくする方向で考えら

れていると思いますが、一方、 LA Nなどで配線

が多くなっていますね。火災危険はどう考えたら

いいのでしょう。

；中塩 執務環境の問題で、機械相手の仕事だから

室内環境を柔らかくしようということで、床にじ

ゅうたんを敷くとか、壁に木材を使ったりとか、

あるいは布地のタペストリーで仕切るとか、レー

スのカーテンを吊るすとか、インテリアにいろい

ろ考えられていまして、可燃物が増えるという状

1兄もあります。

一一一そうすると火災荷重は減っているともいえな

いわけですね。

沖塩 ええ、一概にはいえないわけです。

それから、配線は大量になっていますね。 しか

も配線替えが頻繁に行われます。ですからシャフ

トの問題とか、貫通孔の埋め戻しの問題などがで

てきます。

一一一そういう配線替えの問題などは、建設時に充

分配慮して対応しやすいように考えられているん

ではないですか。

；中塩 最近は、確かに配線に関してはかなり配慮

されています。

インテリジェントビルといわれるものを見学に

行 くと、必ず配線関係を見せてくれます。シ ャフ

トはちゃんとこのように区画していますとか説明

して くれます。確かに建設当初はよ く考えられて



いるようです。

しかし、配線が大量にされているビルの火災と

いうのは、この間のロサンゼルスの火災（ 1988年

5月4日、アメリカ・ロサンゼルスのフアースト・

インターステー卜銀行ビルが火災になり、 12階か

ら16階まで延焼した。原因はコンビュータの電気

系統という説がある）をみても、いったん燃え出

したらものすごいですね。

ですから、建設時の状態が将来とも保証される

かどうか、メンテナンスがポイントでしょうね。

それから、コンビュータ関係では、 24時間電源

がオンになっている機械が増えてきています。無

人の部屋に、電源がオンになっている機械がたく

さん置かれているということは、今までより出火

危険が増えると考えたほうがいいでしょう。

また、電力は昔より大容量が必要になります。

面積当たりの受電容量はかなり増えますから、こ

の面でも今までより危険

な側になるわけです。

一一一この問、ある放送局

の方と話していたら、配

線替えで二重床を開けて

いるところを見たら、前

に配線替えをしたときの

後始末を全然やっていな

い、不用になった配線を

そのまま放置してあって

びっくりしたというんで

すカ人こういうことはほ

かでもあるんでしょうか。

沖塩 ありますね。私が

昔設計した横須賀の研究

所でもそういう話がでま

した。 この研究所は全部

二重床ですが、あるとき

開けてみたら、配線がな
， 

団
ピル菅理ンステム
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いこうじゃないかとやりだしたそうです。 ところ

が、しょっちゅう配線替えがあるものですから記

録をとるのが大変で、結局やめてしまったという

ことです。

一一ー配線を替えたときに、不用になった配線を撤

去するのはそんなに面倒なんですか。

沖塩 そのときにすぐ不用にはならないんでしょ

う。新しく配線したときには、それが慣れるまで

しばらく前の配線も使う可能性があるから、本当

に不用になる時期というのはだいぶ後になる。 だ

から不用配線の撤去は難しいんでしょう。

一一一非常に重要なことだけれども、床下配線のメ

ンテナンスは不可能に近いという実態があるわけ

ですね。

；中塩 そうですよ。図 2は一つのモデルですが、

こういう状態で機器の移動、変更などが頻繁に行

われる可能性があるわけですから。

樹子繍

梅内
ケープル

暢円光フ？イ川
ケープル

にがなんだかわからない。

これからは配線替えをす

るたびに、ちゃんとプラ

ント レコードをつくって
図2 インテリジェントビルの概念図
出典：田中順三ほか：デザイナーのための建築設備チエソクリスト（ 1986年度版j 情報通信設備刊白川、 pI M、軒国社
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ピルオートメーションの信頼性

一一一火災時の対応、たとえば排煙とか加庄、ある

いは避難誘導なども全部自動化されているわけで

すね。

沖寝 ちょっとインテリジエントビルとは違う話

ですが、私の研究室で前に、ホテルニュージャパ

ンとか蔵王観光ホテル、松寿固などの火災裁判の

鑑定のための研究をやりました。

調べてみると、火災時の人の避難行動は、流体

が流れるようにスーツとはいかないんですね。ビ

ルの避難計算は、人はスムーズに一斉に避難する

という前提でドアや階段の幅を計算します。 とこ

ろが実際の火災のときにはそうではなくて、避難

の途中で忘れ物を取りに戻ったり、子供がいない

といって探したり、右往左往するんですね。

たとえば、ホテルニュージャパンのときの典型

的な例は、結婚式のときに親戚がたくさん一緒に

泊まったんですが、男は男同士、女は女同士で、

つまり夫婦が別の部屋に泊まった。そこで火事に

なったから、奥さんは旦那さんを、旦那さんは奥

さんを探すということで右往左往しました。

一一一そういうことは、事件が発生してみないと、

なかなか事前には想像できないですね。いわれて

みると確かに、夫婦一緒と離れ離れでは避難行動

はまったく違ってくるだろうと思いますが。

沖塩 松寿国のときも興味深いことがわかりまし

た。全然歩けなかった寝たきりの人が走って逃げ

たり、逆にいつもは歩いている人がベッドから動

かなかったり。

一一ーしかしそういう問題は、計画段階ではインプ

ットしにくいですね。

沖塩 しにくいけれども、なんらかの係数を掛け

るとか、何か考える必要はありますね。本当のイ

ンテ リジェントビルなら、そういうことまで考え

られるといいですね。

一一ーインテリ ジェントビルの場合、避難計画に関

しては、各階の在館者数とか、出火場所だとか、

もろもろのデータをセンサーでf巴揺iして、コンビ

ュータが避難路の決定、避難誘導の放送とか全部
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自動的にやるわけでしょうけれども、そのシステ

ムの信頼性はどうでしょう。

沖塩 そういうシステムがいいのかどうか、私に

はちょっと疑問がありますね。というのは、設備

が高度化したら、メンテナンスも高度化しなけれ

ばならないんですが、その点がほんとに信頼でき

るかということです。

ホテルニュー ジャパンは非常べルをもとで切っ

てあったわけですが、もしペルが鳴っていたら部

屋で確かに聞こえたのかどうか、調べてみると聞

こえない部屋があった。このホテルは特殊だと

つていたんです。

ところが、蔵王観光ホテルの火災でも、非常ぺ

ルをオフにしてあったわけですが、もしベルが鳴

っていたらどうだったろうということで、蔵王観

光ホテルと同じような木造のホテルで、山形県警

と一緒に実験してみました。それで非常べルの裏

手の部屋で測定したら、べルは95ホンぐらいの音

をだしているのに、部屋では40ホンぐらいしかな

いんです。ペルは規定どおりの音をだしているの

に、木造旅館でもちょっと離れると、もう聞こえ

ないのでびっく りしました。

一一一非常べルが聞こえない部屋があるんでは、泊

まるときにベルを鳴らしてもらって、確かめない

と安心できませんね。

沖塩 ええ。蔵王でびっく りしたので、その後幾

つかの宿泊施設を調べてみました。普私が設計し



たホテルも調べてみたら、確か、設計したときは

枕元のスピーカーで非常放送が聞こえるようにし

ていたはずなのに、聞こえない部屋がいっぱいあ

る。おかしいなと思、っていたら、しばらくして、

「このあいだ部屋を改修するときに配線を間違え

たらしい」 ということで、配線をつなぎ替えると

ちゃんと鳴りました。

ですから、高度化すればするほどそういう間違

いが起こる可能性があるわけですね。 インテリジ

エントビルでは、改修工事のときにこういうこと

のないよう、充分気をつけないといけない。

望まれる広範な安全対策

一一一安全、あるいはセキュリティ対策も、インテ

リジェントビルでは当然高度化を要求されます。

そういうことに現在のビルがどこまで応えている

σ〉カい・・・・－。

沖塩 あるコンビュータ会社の重役と話していて

こんなことが話題になりました。

今まで日本の普通のオフィスでは、課長に来客

があると、執務している室内を通って課長席まで

案内します。このとき、従来の執務形態だと、執

務中の社員のデスクに広げられている書類を覗き

込むことは、まずやりません。

ところが機械化の進んだオフィスだと、課長席

ヘ通る途中、ディスプレーの画面が自然、に目に入

ってしまいます。「あっ 1 この会社では今こん

なことを始めたか」とパッとわかつてしまうわけ

ですね。コンビュータ情報には極秘のものも多い

わけで、こういうお客さんの応接の問題も考えな

ければならない。

またこういうこともあります。転勤したり、退

職した社員が、コンビュータの暗証番号を覚えて

いて、通信回線を使って情報にアクセスできる可

能性がある。ということで情報が簡単に流れるよ

うでは困りますから、こういうことに対する配慮

も必要だと思います。

ちょっと話は違いますが、 NT Tは山の上に無

人の中継所をたくさん持っていますが、非常に重
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要な施設ですから、過激派などが簡単に入れるよ

うでは困るので、中寺高朱な豊定前を使っています。 こ

の錠前は可変錠といって、頑丈なだけでなく、ち

ょっと細工するだけで鍵を替えられるようになっ

ています。パトロール中に鍵をなくした場合、そ

れを誰かに拾われて中継所へ入られるといけませ

んから、すぐに鍵を替えちゃうわけです。

この錠前は高価なので、 NT T以外にはほとん

ど使われなかった。それが、 6、 7年前から急に

売れ出したんですね。 どこで売れているのか調べ

たら、ある大手不動産会社が買っている。この会

社が管理している大きなビルが、あるとき侵入盗

に遭って、ごっそり荒らされてしまった。後でわ

かったことは、そのビルに 5年ほど前に勤めてい

たガードマンが、マスタ ーキーの受け渡しがあま

りに厳重なので、面倒だからと合鍵をつくってい

た。そのときは悪意はなかったのでしょうが、そ

れが数年後に犯罪に使われたのです。

この事件があってから、その不動産会社は可変

錠に替えて、ガー ドマンが代わるたびに鍵を替え

ることにしたわけです。

一一ー一口に安全対策といっても、なかなか範囲は

広いですね。

；中塩 「今度我が社でインテリジェントビルをつ

くりましたから見にきてくださしりとご案内を受

けて、見学に行きますと、「ここにグラスファイ

／てーのローカルエリアネットワークが、こう走っ

ています」と自慢げに説明されます。それが、よ

そ者が入り込んで、人のいないのを見計らって鉄

でちょんと切ることも簡単にできるような所なん

ですね。

一ーーセキュリティに対する意識が低いといわざる

をえませんね。

沖塩 とにかく執務環境の面でも、セキュリティ

の面でも、いろいろな新しい問題がでてきますが、

インテリジェントビルというからには、そういう

問題に対しτ、しっかりした対策が講じられてい

なければならないと、私は思います。

お忙しいところ、どうも有り難うございまし

。
た
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インテリジ与ントビルとは

シティプレイスビルの誕生

インテリジェントビル (Intelligent Building) 

という言葉があちこちで聞かれるようになったの

は、 1983年の暮れごろからである。そして1985年

には、建設業、不動産業、機器メーカーなどが、

インテリジエントビル ・フィーパーの様相を呈し

fこ。

世界最初のインテリ ジヱン トピルと自称したシティプレイス

ビル

42 

現在では、我が国にもインテリジエントビルと

いわれるものは増えつつある。しかし、インテリ

ジエント ビル一一一「賢いビル」の定義はいまだ定

かではない。何が、どの程度に賢くなったのか、

世界最初のインテリジェントビルと大々的に宣伝

され、フィーパーのきっかけとなったといわれる

シティプレイスビルをみてみよう。

シティプレイス （City Place）ピルは、 1984年

1月アメリカのコネチカ ット州ハートフォ ード市

にオープンした。 このビルのインテリジェント化

にかかわったのが UTB S社（UnitedTechnologies 

Building System Co. ）であるが、この会社は建

築設計者でも、ディベロッパーでもない。宇宙産

業や兵器産業で有名なコングロマリッド、 UT社

(United Technologies Corp.）の子会社である。UT 

社はそれまでにエレベーターのオーチス社や空調

のキャリャ社を傘下に収め、その他ネットワーク、

コンビュータ関係の子会社をもっており、これら

の技術を集めて UTB  S社を創り、建設業界に参

入したのである。

UTB S杜がシティプレイスビルで行ったイン

テリジェントイじとは、まずビル内にデータハイウ

エーと称するローカルエリアネットワーク（Local

Area Network:LAN）を張り巡らし、自社で用意

したコンビュー夕、ディジタル交換機とつないだ。

そのうえで建築設備を統合化・高度化した ビルオ

ートメーションを行い、一方、 シェアドテナント

サービスと呼ばれるオフィスオートメーション、

高度の電気通信サービス、情報サービスなどを行

ったのである。

ビルオートメーション

u T社は、空調・防災設備はオーチス社、エレ



ベーターはキャリヤ一社の、それぞれ最新鋭の設

備をシティプレイスビルに導入した。そしてこれ

らの設備を LA N、各種センサ一、コンビュータ

とつないで、統合化した。

これによって、省エネルギーとビル全体の総合

的安全性の向上を図った。たとえば、従来は火災

が発生すると、火災感知機が火災を検知し通報す

ると人聞が火災の確認を行ってから排煙の操作を

し、さらにエレベーターの運行もコントロールする

というように、システムに人聞が介在して個別に

行っていたのを、センサーを複合的に組み合わせ

ることにより、自動的・統合的に行うようにした

（このビルの場合は、排煙ではなく非火災室の加圧

によって火煙の侵入を防ぐ方法が採られている）。

それから、電灯やエアコンも、人が部屋に入る

と自動的につき、人がいなくなると自動的に消え

るというように、省エネルギーを図っている。 い

わば建築設備のハイテク化である。

シェアドテナントサービス

シティプレイスビルは貸し事務所ビルで、その

テナントに対してfiう、オフィスオートメーショ

ン、廉価の通信サービス、情報サービスなどがシ

ェアドテナントサービスである。

UTB S社の用意した最新鋭のディジタル交換

機により、テナントは自社で交換機も人も用意す

ることなく、高度の通信システムを利用できる。

アメリカでは、貸しビルはテナント獲得競争が

激しく、「電話代が大幅に安くなる」というキャ

ッチフレーズは、効果的なのである。ただ安い電

話回線を自動的に選択して提供するというだけで

なく、 UTB  S社が電話会社から回線をまとめ買

いして、市外通話の割引をしたり、市内通話が一

部無料になったりするから、テナントの通信費節

約の利益は現実に大きい。

また、テナントは UTB  S社から端末機器など

を借り、高度のワードプロセッサ一、電子メール、

科学技術計算などのサービスを廉価で受けられる。
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さらには、法律事務所が10社入ったとして、判例

のデータペースを利用したいというとき、 UTB  

S社が契約してそれを個々の法律事務所が利用す

るようにすれば、普通の契約料金の何分の lとい

う廉価で利用できるようになる。 そういうサービ

スもシェアドテナ ントサービスでは行うのである。

我が国のインテリジヱントビル

我が国では、 1970年代後半、すでにインテリジ

エントビルという言葉を用いた企業もあったよう

であるが、一般化したのは、米国の動き、特にU

TB  S社の宣伝がきっかけになったといってよか

ろう。 シティプレイスピルのオープンと相前後し

て、種々のOAシステムを建物に組み込み、最新

鋭の建築設備を装備した、電気メーカーなどの自

社ビルが幾つか完成したり、計画が発表されたり

した。当初それらはOAビルなどと呼ばれたりし

たが、 1985年にはそれらをインテリジェントビル

と呼ぶことが多くなった。

その後、 UTB  S社と同様に、共用のディジタ

ル交換機や LA Nを用意し、シェアドテナントサ

ービスをねらった貸しビルで、インテリジエントビ

ルという言葉を掲げたものも、次々に現れている。

インテリ ジェン トビルとは何か。 その考え方は

人によって違い、時代とともに変化している。 ま

た、自社ビルか貸しビルかによっても違いがある。

しかし現在、我が国でインテリジエントビルとい

うとき、一般的には次の（1）～（3）に対応したビル、

または（1）～（5）に対応したビルと理解されることが

多い。

(1) I＼イテクの建築への適用またはビルディ ング

オートメーション対応

(2)0 A対応

(3）電気通信（Telecommunication）対応

(4）執務環境対応

(5）セキュリティ対応

貸しビルの場合は、この 2と3が先に述べたシ

ェアドテナントサービスの対象となる。
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コンビュータ社会
と法

はじめに

コンビュータ社会は、政治、経済、文化等さま

ざまな分野に大きなインパクトを与えてきている。

従来の社会の仕組みはコンビュータ技術の飛躍的

な発展を前提としないで構築されてきたので、ど

の分野もコンビュータ社会によってもたらされる

変化に直ちには対応することができないで当惑し

ている。なかでも法の分野においては、ひとたび

制度ができあがると、これを変えるのは容易では

なく、コンビュータ社会に適合的な制度は生まれ

lこくし）0

本稿では、コンビュータとかかわる法的課題に

はどのようなものがあるかを例示したのち、昭和

62年の刑法改正で設けられたコンビュータ犯罪処

罰規定を概観することにする。

2 コンピュータ社会とかかわる法的課題

コンビュータとかかわる法的課題には、いうま

でもなく、さまざまなものがあるが、ここでは、

「法とコンビュータ学会」（現在、本稿の筆者が理

事長を務めている）がどのようなテーマを、その

ときどきに採り上げてきたかをみることによって

その一端を明らかにすることにする。 その主なも

のは、次のとおりである。

•1976年：法律情報のシステム化、情報化社会に
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堀部政男

おける国際法とコンビュー夕、コンビュータと法律

• 1 977年 ： シンポジウム ・ テーマ「法とコンビュ

ータ」 一一一コンビュータ情報と行政、コンビュー

タ情報の取引、コンビュータ情報の保議、コンビ

ュータとプライパシ一、法と登記情報のコンビュ

ータfヒ

• 1 978年：プライパシーとセキュリティ（シンポ

ジウム ・テーマ）、情報化保険、ソフトウェアの契

約問題、殺意認定の計量的基準（以上、個別報告）

• 1 979年 ： コンビュータ犯罪とエラー、ソフトウ

エアの特許保護、コンビュータの著作権問題、地

域計画におけるコンビュータの利用、女性犯罪の

計量的分析

•1980年：コ ンビュータ 犯罪、 データ通信とコ ン

ビュータ（以上、個別報告）、プライパシー立法へ

の提言（シンポジウム・テーマ）

•1981年：シ ンポジウム ・テーマ 「コンビュータ

資産（データベース ・ソフトウェア）をめぐる法律

問題」一一一データベース取引の現状、データベー

スに関する著作権、ソフトウェアの法的保護、行

政情報の公開と非公開

•1982年 ： データ保護法の概念（個別報告）、コン

ビュータと4巴罪（シンポジウム ・テーマ）

.1983年 ：シンポジウム ・テーマ「コンビュータ ・

ソウトウェアの法的保護」

.1984年：ニューメディアをめぐる「法とコンビ

ュータ」（シンポジウム・テーマ）、法適用過程に



おける推論へのコンビュータの応用、ソフトウエ

ア保護立法ーその後の動き（以上、個別報告）・1985年 ：情報社会における被害と予防・救済（シ

ンポジウム ・テーマ）、英国1984年データ保議法、

データペースと著作権、労働者派遣法一情報処理

産業をめぐる法的諸問題、半導体集積回路の回路

配置の法的保護（以上、個別報告）

•1986年 ： 学会創立10周年記念国際シンポジウム

「コ ンビュータ・ネ ットワーク社会のフロ ンティ

ア一法と技術」

ム基調講演 〈コンビュータ・ネ ッ トワ ク社会の

フロンティア〉

ムセッシ ョン 1 「コンビュータ ・ネットワーク取

51の法的課題」

ムセッシ ョン 2 「ソフトウェアの保：議」

ムセッ ション3 「個人データ保護」

ムセッシ ョン4 「半導体チ ップ保議」

ムセッション 5 「法律エキス パートシステム」

•1987年 ： 「法とコンビュータをめぐる最近の課

題」一一一「刑法改正一コンビュータ犯罪ーをめぐ

って」、 「コンビュータ記録の法的取扱しり、 「国

際VA Nについての法的諸問題」（それぞれセッシ

ヨン・テーマ）

.1988年 ： 「コンビュータ労働と比較労使関係・

労働法」 （個別報告）、 ICカード…① ICカード

とは… ICカード実用化推進の現状、 ② ICカー

ドをめぐる法的諸問題、シンポジウム・テーマ「情

報社会と競争政策」

これらをみれば、コ ンビ ュータ社会とかかわる

法的課題がいかに多様であるかがある経度わかる

であろう。

3 コンビュータ犯罪と刑法改正

このようなコンビュータ社会とかかわる法的課

題のうち、ここでは、コンビュータ犯罪を処罰の

対象とする刑法改正を採り上げることにする。

コンビュータ犯罪は、情報化社会の落とし子で

ある。 この新しい類型の犯罪にどのように対処す

べきかについて、各方面でさまざまな形で議論さ

れてきたが、昭和62年になってようやくコンビュ

ータ犯罪を処闘の対象とする刑法改正が実現した。
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その経緯を簡単に振り返ってみると、昭和61年

8月に、刑法を所管している法務大臣が法制審議

会に対し 「電子計算機による情報処理組織の普及

にかんがみ、緊急に刑法その他の罰則を整備する

必要があるか。あるとすれば、その骨子を示され

た~）」という諮問を行い、これを受けて、法制審

議会は、刑法部会で審議することにし、同部会は

精力的に検討を進め、昭和62年 2月16日に改正案

をまとめた。法制審議会の総会もこの部会案を 2

月26日に承認し、法務大臣に答申した。 この答申

をもとに作成された刑法改正案は、第 108回国会

に提出された。そして、昭 和62年 5月27日に全会

一致で可決成立した改正法は、 6月 2日法律第52

号として公布された。 この改正法は、コンビュー

タ犯罪関係の規定以外にも、条約締結のために必

要な圏外犯処罰規定をも新設したが、それらのう

ち、コ ンビ ュータ犯罪に対処するための改正部分

は 6月22日から施行された。

刑法改正法は、コンビュータ犯罪関係では、 ①

電磁的記録の不正作出 ・投棄罪、②電子計算機煩

壊等業務妨害罪、 ③電子計算機使用詐欺罪の新設

をその内容としている。

しかし、この改正はコ ンビ ュータ犯罪ないし情

報犯罪の諸類型の一部について手当てをしたにす

ぎないので、今後ともその法的取扱いは議論され

ることになるであろう。

犯罪と刑罰の基本法である現行の刑法は、 1907

年（明治40年 ）に制定されたので、すでに80歳を越

えている。80年前には、コ ンビ ュータもなく 、コ

ンビュータ関係の犯罪などもなかった。そのため、

刑法がコンビュータ犯罪を含む情報犯罪に対処で

きなかったのは当然であったといえる。

ここで、その改正法の条文を逐次みながら、ど

のようなことがコンビュータ犯罪として処罰の対

象となったかを検討することにする。

4 圏外犯の処罰

コンビュータ犯罪が圏外で行われる場合の処罰1

規定は、次のようになっている（下線を付加した

箇所が改正部分である。以下、同じ）。

第二条 本法ハ何人ヲ間ノ、ス 日4王国外ニ於テ左ニ
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記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス

一～四（省略）

五 第百五十四条、第百五十五条、第百五十

八条及ビ公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可

キ電磁的記録ニ係ル第百六十一条ノ二ノ罪

六～七（省略）

第 2条の国外犯の規定は、日本人によると外国

人によるとを問わず、日本の国外で行われた日本

国の利益を害する一定の犯罪を処罰するもので、

その第 5号に次のような 2つの犯罪が追加された。

①後述する第 158条に加えられた電磁的公正証

書原本不実記録罪とその行使 ・供用の罪、②後述

する第 161条の 2として新設された、公務所又は

公務員により作られるべき電磁的記録に関する不

正作出 ・供用の罪

今日、通信網は国際的に広がってきているので

外国のハッカーが日本のコンビュータにアクセス

し、電磁的記録の不正作出を行った場合には、こ

の国外犯の処罰規定が適用になるのであろうか。

このような問題については、国会審議の際にも議

論になったが、法務省の局長は、犯罪事実の一部

が日本国内で発生しているので、国外犯処罰規定

を適用するのではなく、圏内犯で処罰することが

できると説明した。

また、国外犯の処罰については、次の規定もある。

第三条 本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪

ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス

一一二（省略）

三 第百五十九条乃至第百六十一条及ビ前条

第五号ニ記載シタル以外ノ電磁的記録ニ係

ル第百六十一条ノ二ノ罪

四～十六（省略）

この第 3条では、第 2条と同様な趣旨で、国民

の国外犯を処罰することを目的としている。前条、

つまり第 2条に定められている「公務所又ハ公務

員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録」以外の電磁的記

録に関する不正作出 ・供用の罪が処罰される。

5 電磁的記録の定義

電磁的記録に関する規定は、次のように新たに

設けられた。
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第七条ノ二 本法ニ於テ電磁的記録ト称スルハ電

子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識

スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシ

テ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルル

モノヲ詳1フ

改正法は、新たに第 7条の 2を設けて 「電磁的

記録」という言葉の定義をした。したがって、刑

法上保護の対象となる「電磁的記録」というのは、

第 1に、 「電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚

ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式」によって作ら

れる記録であること、第 2に、 「電子計算機ニ依

リ情報処理ノ用ニ供セラルル」記録であることの

2つの要件を満たすものということになる。

これらに出てくるさまざまな概念がどのような

ものであるかが問題となるが、刑法ではそれらに

ついて定義しているわけではないから、法案作成

に当たった法務省が、どのように解釈しているか

が、当面、重要な意味を持っている。 そこで、法

務省の担当者が書いたもの（米沢慶治「刑法等一

部改正法の概要」ジュリスト 1987年 7月1日号）

をみることにする。これによると、電磁的記録とい

うのは、次のようなものであると説明されている。

『まず、電磁的記録は、一定の方式により作ら

れる記録である。 それゆえ、一定の媒体の上に情

報が記録、保存された状態を表わすものであって、

情報又は媒体そのものを意味するものではなく、

また、記録といい得る程度の永続性を有すること

が必要であって、通信中のデータや処理中のデー

タは含まれない。次に、電磁的記録は、人の知覚

をもって認識することができない方式、すなわち、

半導体記憶集積回路（ I Cメモリ）、磁気テープ、

磁気ディスク、光ディスクなど、人の五感の作用

によっては記録の存在及び状態を認識することが

できない方式によって作られたものに限られる。

それゆえ、文書はもとより、パンチカードやバー

コードなどのように、人の知覚で記録の存在及ぴ

状態を認識できる方式による記録は除かれる。さ

らに、電磁的記録は、電子計算機による情報処理

の用に供されるもの、すなわち、電子計算機によ

って行われる、情報についての演算、検索等の処

理に用いられる記録であり、プログラムの記録も

これに含まれる。』



この説明をみて、電磁的記録の意味がよくわか

ったという人もいるかもしれないが、まだよくわ

からないという人もいるであろう。

条文の「電子的方式」というのは、説明の「半

導体記憶集積回路（ I Cメモリ ）」、 「磁気的方式」

とは、説明の「俄気テープ」・「般気ディスク」 を

それぞれ指しているといえる。 ここには出ていな

いが、現在使われているものでいえば、定期券、

乗車券、テレホンカード、オレンジカード等の般

気記録の部分を念頭におけば、わかりやすいであ

ろう。

また、条文の中の「其他 人ノ知覚ヲ以テ認識ス

ルコ卜能ノ、ザル方式」とは，具体的には説明のな

かの 「光ディスク」がこれに当たるとみることが

できる。

今後、技術の進歩によってどのような方式が現

れるか予測することができないので、このような

定め方をしたといわれているが、あいまいである

との批判をすることは可能である。

この説明のなかにある「電子計算機」というの

は、これまでにも幾つかの法律で使われている。

しかし、法律上その定義をしたものはみたことが

ない。電子計算機といっても、汎用コンビュータ

からパーソナルコ ンビュ ータまでさまざまなもの

がある。 この点について、先ほどの法務省の初当

官は「電子計算機とは、自動的に計算やデータの

処理を行う電子装置のことであり、汎用コ ンビュ

ータをはじめとして、いわゆるオフィスコンビュ

ー夕、 パソコン、 制御用コンビ ュータ等がその代

表的なものであるが、規模、性能についての限定

は設けられていないから、他の機器に組み込まれ

ているマイクロコンビュータも含まれる」と説明

している。
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6 電磁的記録の不正作出・
供用・鞍棄罪

前掲の 「3 コンビュータ犯罪と刑法改正」の

最後の方で言及 した、 3つのコンビュータ犯罪の

うちの①電般的記録の不正作出 ・供用 ・投棄罪に

関する規定は、次のようになっている。

第百五十七条 公務員二対シ虚偽ノ申立ヲ為シ権

手IJ、義務ニ関スル公正証書ノ I京本ニ不実ノ記載

ヲ為サシメ又ハ権利、義務ニ関スル公正証書ノ

原本タル可キ電機的記録ニ不実ノ記録ヲ為サ シ

メタル者ノ＼五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金

ニ処ス

②、③（省略）

第百五十八条 前四条ニ記載シタル文書若クハ図

画ヲ行使シ又ハ前条第一項ニ記載シタル電磁的

記録ヲ公正証書芸ノ原本トシテノ用ニ供シタル者

ノ、其文書又ハ図蘭ヲ偽造若クハ変造シ又ハ虚偽

ノ文書若クハ図画ヲ作リ又ハ不実ノ記載若クハ

記録ヲ為サ シメタル者ト同一ノ刑ニ処ス

②（省略）

第百六十一条ノ二 人ノ事務処理ヲ誤ラシムル目

的ヲ以テ其事務処理ノ用ニ供スル権利、義務又

ノ、事実証明二関スル電磁的記録ヲ不正ニ作リタ

ル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処

ス

②前項ノ罪公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電

磁的記録ニ係ルトキハ十年以下ノ懲役又ハ二千

円以下ノ罰金二処ス

③不正ニ作ラレタル権利、義務又ハ事実証明ニ関

スル電磁的記録ヲ第一項ノ目的ヲ以テ人ノ事務

処理ノ用ニ供シタル者ハ其電磁的記録ヲ不正ニ

作リタル者ト同一ノ刑ニ処ス

④前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第二百五十八条 公務所ノ用ニ供スル文書又ハ電

般的記録ヲ鮫来シタル者ハ三月以上七年以下ノ

懲役ニ処ス

第二百五十九条 権利、義務ニ関スル他人ノ文書

又ハ電般的記鈷ヲ鍛事長シタル者ノ＜11.年以下ノ懲

役ニ処ス

前掲の 「電峨的ii己H」という刑法で新たに定義

された記鈷の不正作出 ・供用 ・段楽関係を一括す
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ることができるが、これは、簡単にいえば、現在、

紙の文書に代わり、社会的に重要な機能を果たし

つつある磁気テープなどを変えたり壊したりする

ことについての罪である。

一般的にいって、文書は、互いに意思を伝えた

り、取引を確実に行うために、大きな役割lを果た

し、また、法律上の権利義務関係も文書によって

証明される。 そのため、文書の偽造、変造、段撹

は処罰されるが、磁気テープの内容は、文書のよ

うに目で見たり読んだりすることができない（可

視性 ・可読性に欠ける）ので、文書であるとはい

えず、磁気ファイルを改ざんしても従来の刑法で

処罰するのは容易ではなかった。 そこで、改正法

は、人の事務処理を誤らせる目的で、権利、義務

や事実証明についての電磁的記録を不正に作った

り、不正に作られた権利、義務や事実証明に関す

る電磁的記録を使うことを処罰することにした。

それぞれの規定を採り上げることにする。

(I)第161条の 2

これは、新たに設けられた規定であることに注

意しなければならない。

本条第 1項と第 2項が処罰する行為は、「人の事

務を誤らせる目的」で、「その事務処理の用に供す

る権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を

不正に作る行為」である。 そして、第 2項で公務

所又は公務員により作られるべき電磁的記録（こ

れは「公電般的記録」と呼ばれる）の場合には、

第 1項の一般的な電般的記録（これは「私電磁的

記録」と呼ばれる）にかかわるときよりも重く処

罰することにしている。すなわち、罰則は、一般

的な電般的記録については 5年以下の懲役または

20万円（罰金等臨時措置法により刑法に定められ

ている罰金の 200倍）以下の罰金て4あるのに対し、

公務員などによって作られたものについてはこの

2倍の10年以下の懲役または40万円以下の前金と

している。

ここに出てくる「不正に作る」というのは、権

限なく、または権｜浪を濫用して記録を存在するに

至らしめることを意味する。 その例としては、次

のようなものが挙げられている（米沢慶治「刑法

等一部改正法の概要」ジュリスト 1987年 7月 1日

号67長）。
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( a ）記録の作出、すなわちデータの入力、処理の

過程に関与する権限がないのに、ほしいままにデ

ータを入力し、又はプログラムを改変するなどし

て、システムの設置者等、当該記録の内容につい

て決定権限を有する者の意図しない記録を作出す

る行為

( b ）データの入力等について一定の権限を有する

とはいえ、システムの設置等との関係においてそ

の補助者として真実のデータを入力すべき義務の

ある者（会社との関係でその従業員、国等の関係

で公務員等）が、その権限を混用してシステム設

置者の意思に反して虚偽のデータを入力し、デー

タの入力等の機会を利用して本来その者の与えら

れた権限の範囲内では作ることが許されない記録

を作出する行為などがある。

(2）第157条 第 1項・第158条 第 1項

これらは、公正証書の原本として用いられる電

磁的記録に不実の記載をさせる行為とその供用行

為を処罰するためのものである。すでに最高裁は、

道路運送車両法に規定する電子情報処理組織によ

る自動車登録ファイルが刑法第 157条第 l項にい

う「公正証書ノ原本」に当たると判断していた（昭

和58年 11月24日決定、奔lj集37巻 9号1538頁）ので、

それで足りるといえなくもないが、今回の刑法改

正で電磁的記録についてその不正作出等の罰則の

整備を行ったのに伴い、処罰を確認的に明らかに

したことに注意する必要がある。

(3）第258条・第259条

これらは、従来の文書致損と同様に電磁的記録

を致損する行為を処制することを目的としている。

第 258条は公電磁的記録、そして第 259条は私電

磁的記録に関するものである。

7 電子計算機損壊等喋務妨害罪

前掲の 3つのコンビュータ犯罪のうちの②電子

計算機損壊等業務妨害罪に関する規定は、次のよ

うになっている。

第二百三十四条ノ二 人ノ業務ニ使用スル電子計

算機若クハ其用ニ供スル電磁的記録ヲ損壊シ若

クハ人ノ業務ニ使用スル電子計算機ニ虚偽ノ情

報若クハ不正ノ指令ヲ与へ又ハ其他ノ方法ヲ以



テ電子計算機ヲシテ使用 目的ニ副フ可キ動作ヲ

為サシメズ又ハ使用目的ニ違フ動作を為サシメ

テ人ノ業務ヲ妨害シタル者ハ五年以下ノ懲役又

ノ、二千円以下ノ罰金ニ処ス

これは、簡単にいえば、コンビュータ ・システ

ムの業務妨害罪であって、銀行のオンライン・シ

ステムなどの広範囲のコンビュ ータ ・システムを

破壊し、業務を妨害することの罪である。

最近では、コンビュ ータ利用の大量迅速な情報

処理によって行われる業務の範囲が拡大するよう

になっており、その代表例が銀行のオンライン ・

システムである。 この銀行の全国ネットワークを

損壊したり、虚偽のプログラムや指令を入れるな

どして破壊するようなことが生じると、現金の出

し入れができなくなるばかりでなく、預金がいく

らあったかもわからなくなるおそれもある。

そこで、改正法は、このような犯罪を処罰する

ために、従来の業務妨害罪にならった規定を設け

た。 しかも、この種の犯罪は社会に与える影響が

大きいところから、罰則は、通常の業務妨害罪の

3年以下の懲役または20万円以下の罰金よりも重

い 5年以下の懲役または40万円以下の罰金とした。

この罪の手段は、①電子計算機もしくは電磁的

記録の損壊、②電子計算機に虚偽の情報もしくは

不正の指令を与えること、または③その他の方法

である。

これらのうち、③その他の方法というのは、た

とえば、電源の切断、温度 ・湿度等の動作環境の

破壊、通信回線の切断、入出力装置等付属設備の

損壊、処理不能のデータの入力等を指している。

比較的身近なところで生じうるものであるので、

注意しなければならない。
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8 電子計算機使用詐欺罪

前掲の 3つのコンビュータ犯罪の③電子計算機

使用詐欺罪に関する規定は、次のようになっている。

第二百四十六条ノ二 前条ノ 外人ノ事務処理ニ使

用スル電子計算機ニ虚偽ノ情報若クハ不正ノ指

令ヲ与へテ財産権ノ得喪、変更ニ係ル不実ノ電

磁的記録ヲ作リ又ハ財産権ノ得喪、変更ニ係ル

虚偽ノ電磁的記録ヲ人ノ事務処理ノ用ニ供シテ

財産上不法ノ 利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セ

シメタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス

これは、コンビュータ利用の利得罪ともいうべ

きもので、たとえば、銀行の預金口座の残高を不

正に動かして財産上の利益を得ることの罪である。

従来は、端末機を不正に操作して他人の預金口

座から自分の預金口座に振り替えても、自分で引

き出して使わない限り、詐欺罪にも窃盗罪にもな

らなかった。詐欺罪は機械ではなく人をだまして

財物をせしめることであり、窃盗罪は財物を盗む

ことであるが、この場合、いずれの行為もないか

らである。情報通信ネットワークを使えば、人を

介しないばかりか、現金を動かさなくても決済す

ることができる。そこで、改正法は、これらの行

為を処罰するために窃盗罪や詐欺罪と同じ10年以

下の懲役で処罰するとした。

9 おわりに

この刑法改正法は、コンビュータ犯罪ないし情

報犯罪の諸類型の一部について手当てをしたにす

ぎない。 コンビュータ関連の不正行為としては、

以上のような類型の行為以外にも、たとえば、コ

ンビュータを操作してデータを不正に入手するこ

と（データの不正入手）、コンビュ タを権限がな

いのに使用すること（無権限使用）、単純なハッカ

ーの行為等もある。今後も新たな不正行為の類烈

があらわれてくるであろう。去る 9月に新聞で報

道されたコンビュータ ・ウイルスもそのはしりで

あり、改正された刑法で、は処罰することができな

い。 これらにどう対処するかという重要な課題が

手長されている。

（ほりべ まさお／ー僑大学法学部教授）
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子供に聞かせるシリーズー⑤ト

子供と防災

慶井僑

災害に遭った子供たち一一

日本海中部地震・室戸台風

今から 5年前の昭和58年 5月26日、秋田県の西

方沖で 「日本海中部地震」と呼ばれる地震が起こ

りました。この地震の特徴は津波の被害が大きか

ったことで、地震直後に襲った大津波のために、

秋田 ・青森 ・北海道を中心に 100人の死者が出ま

した。 そしてそのなかには、津波についてほとん

ど知識がなかった小学生や観光客や出稼ぎの人々

が、たくさん含まれていたのです。

特に、男鹿半島の加茂青砂海岸に遠足にきてい

た秋田県合川南小学校の 4 ・5年生13人が津波の

犠牲になったことは、わたしたちに大きなショッ

クを与えました。生き残った子供たちが出した文

集をみると、その寸前までだれも津波のことなど

予想もせず、喜々としてお昼のお弁当をひろげて

いた光景がまるで目に浮かぶようで、 「地震のあと

には津波に注意しなければならなしりということ

を、もしだれかが知っていたらこんな悲劇は起こ

らなかったかもしれない、と考えると残念でなり

ません。

この事件は、新聞や放送を通じて全国に大きく

報道されました。 そして、この事件を知った大人

たちの頭 に浮かんだのは、第二次世界大戦前の国
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語教科書にあった「稲むらの火」だったといいま

す。「稲むらの火」は、安政元年(1854年）に起こ っ

た 「安政東南海地震」のときの浜口儀兵衛の活躍

について書いたもので、このシリーズの 2回目に

その全文が載っていますが、要するに、地震直後

に津波が襲ってくるのを目撃した儀兵衛 （教科書

では五兵衛という名になっています）が、近くに

あった稲たぱに火をつけて知らせたために多くの

村人が救われた、という話です。

この教材は、昭和10年の「小学読本10」（現在の

小学 5年生用）に初めて登場しましたが、当時の

子供たちはこれを通じて、地震のあとは津波に注

意しなければならないということをしっかり学ん

だのです。 また、文章そのものも非常に名文だっ

たため、多くの人たちが今でもこれをよく記憶し

ているといわれます。

そこで、もし「稲むらの火」のような防災の教

材が現代の小学校教科書のなかにあったなら、そ

して子供たちが地震 と津波の関係を知っていたな

ら、日本海中部地震のような悲劇は避けられたの

ではなかろうか、また、将来こんな被害を出さな

いためには 「稲むらの火」のような防災教育が是

非とも必要だ、と痛感した大人たちが少なくあり

ませんでした。

突然起こった災害によって多くの子供たちが犠



牲になったことは、もちろんそのほかにもありま

した。ずっと古い話になりますが、昭和 9年 9月

21日に起こった「室戸台風」もその一つです。

この台風は、大阪 ・京都・兵庫など西日本に大

きな被害を与えましたが、午前 7時から 8時にか

けて （つまり子供たちの登校時間に）台風の勢い

がもっとも強くなったため、登校中に倒れてきた

木や飛んできた瓦などでけがをしたり、学校に着

いた直後に壊れた校舎の下敷きになったり、台風

と一緒にやってきた高潮に巻き込まれておぼれ死

んだりして、多くの小学生が犠牲になりました。

特に大阪市では、全体の死者 999人のうち小学生

が 269人と28%にものぼっています。 また、命が

けで子供たちをかばって、自分は死んでしまった

先生も少なくありませんでした。 そしてこのとき

にも、再びこんな悲劇を繰り返さないために、子

供たちに台風についての知識をもたせることが重

要だ、と多くの大人が考えたのでした。

防災知識をもってほしい

このように、今までの災害でも子供たちが大き

な被害を受けたことは決して少なくありません。

そして、今後大災害が起こったときにも、みなさ

んが被害を受けないという保証はま ったくないの

です。

もちろん、みなさんが学校にいるときに災害が

起これば先生が適切な指示を与えてくれるでしよ

うし、自宅にいるときに災害が起こればご両親が

必死になって守ってくれるでしょう。けれども、

もし学校や塾への行き帰り、あるいは友だちと海

水浴やハイキングに行ったときに、大きな災害が

起こったらどうでしょう。だれも守ってくれない

かもしれません。わたしも、 小学 4年生と 1年生
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の父親ですが、もしこの子たちが先生や親と離れ

ているときに災害が起こったら、と思うと暗い気

持ちになります。

そこで、みなさんに、頼れる人がいないときに

は自分の身を自分で守る心構えをもってもらいた

いのです。小学校の低学年は無理かもしれません

が、少なくとも小学校高学年のみなさんや中学生

のみなさんなら、ある程度それができるはずです。

そしてそのためには、 地震や水害などの災害がい

ったいどうして起こるのかといった科学的知識を

もつことと、いざ災害が起こったとき、どうすれ

ば被害が防げるかという知識 （地震なら、机の下

に隠れる、とっさに火を消す、防災ずさんをかぶ

るなどの知識）をもつことが是非とも必要です。

では、このような防災の知識はどこから得られ

るのでしょうか。昔から子供たちは、災害が起こ

ったらどうすればいいか、どこに逃げれば安全か

などの知識を祖父母や父母から教えられてきまし

た。 これは地域の伝承ということですが、もちろ

ん、みなさんがたもこうした知識をもつことが必

要です。 しかし現代社会では、それだけでは必ず

しも充分でありません。

初めにお話ししたように、日本海中部地震の犠

牲者の大部分は、山育ちの子供たちゃ観光客・出

稼ぎの人たちなど津波の知識がまったくない人々

でした。現代は交通網が著しく発達して、多くの

人がいろいろな所に旅行するようになっています

から、山育ちの人がたまたま海に行って津波に出

遭う危険もあれば、平野部に住む人が観光地で噴

火や山崩れに遭う危険もあります。つまり、現代

社会に生きるわたしたちは、自分の住んでいる地

域の災害について知っているだけでは不充分で、

もっと広く臼本で起こりやすいさまざまな災害に

ついて知識をもたなければならないのです。そし
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て、日本中の子供たちにこうした知識を身につけ

てもらうためには、学校の教科書で防災をとりあ

げることがもっとも役立つにちがいありません。

「ものごとにあわてるな」・「沈着」一一

昔の防災教育

しかし残念ながら、現代の教科書のなかには子

供たちに防災知識を植え付けるような教材はあま

り見当たりません。だからこそ、日本海中部地震

のような悲劇が起こってしまったわけですが、そ

れと対照的に、第二次世界大戦前の教科書には防

災を扱った教材はかなり多くみられます。

そのうち国語の教科書のなかでは、さっきの「稲

むらの火」がもっとも有名ですが、ここでは修身

（道徳 ）の教科書のなかから、子供を主人公にして

防災を扱ったものを 2つだけ紹介してみたいと思

います。

その一つは、昭和11年から小学校 3年生向けに

教えられた教材で、次のような文章です。

「ものごとにあわてるな」

ある 目、しづ子の家では、おばあさんと、しづ

子ど、それから五つにる：る妹ど三人が、タごはん

をたべていました。すると、にわかに、ごうどい

う音がして、家がひどくゆれ出しました。 『これ

は大きいじしんだ』ど思ったが、にげ出すひまも

なく、家がたおれて、みんなそのしたじきにな っ

てしまいました。しかし、うんよく、 三人どもけ

がはしませんでした。妹は、おばあさんにすがり

ついて、 i立出しました。あちらでも、こちらでも、

助けを呼ぶ声が聞えて来ます。

しづ子は、まず、おばあさんも、妹も、ぶじで

あることをたしかめました。それから、はって行
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って、みんながぬけ 出るすきまを見つけました。

その時、ふと見ると、家の中に、かじが起りかけ

ている所があります。 『これは大へんだ』ど思っ

て、急いでおばあさんと妹どを連れて、えつけて

おいたすきまからはい出しました。それから、『お

ばあさん、ここでちょっと待っていて下さい。私

は火をけして来ますから」といって、うらのいど

の水をバケツに〈んでは、火の上にかけ、どうど

う火をけしてしまいました。しづ子は、もう大じ

ようぷど思ってから、おばあさんと妹をあぶな〈

ない所へ連れて4すきました。

もし、しづ子の家からかじが出たら、すぐどな

りの学校にもえうつつ、その先にある、風下の二

十けんばかりの家も、みんなやけてしまうところ

でした。 家のことをしんばいして、急いでかえっ

て来たしづ子のおとうさんとおかあさんは、しづ

子のおちついたはたらき ぶりを聞くど、 rしづ子、

よくやってくれた』どいって、なみだを流して喜

びました。

国立教育研究所附属教育図書館提供



もう一つは、閉じ昭和11年から小学4年生用に

つくられた教材で、これは次のようなものです。

「沈鎗」

二百十日過ぎの或日のことでした。四年生の級

長勇太郎は、いつものように、朝早〈学校へ行き

ました。もう当舎の者が二、三人来ていました。

組の者も、だんだんやってきました。

きのうからのむし暑い天気は、 けさになって雨

どなり、風も〈わわって来ました。ゅうべのラジ

オの天気よほうでは、あすはあらしになるかも知

れないとありましたが、人々は、それほど気にも

かけていませんでした。しかし、けさおけいこの

始まる前頃から、にわかに風が烈し〈なって、道
かわら

を行〈人はかさを吹耳えられ、屋根は瓦をはがされ、

かんばんは吹飛ばされ、とうとう道も歩けないほ

どの大風になってしまいました。

皆は、教室の中ほどに集りました。勇太郎は、

元気な者たちと、はずれかけたガラス窓を押さえ

ていましたが、そのうちにーだんと強い風が吹い

て来て、校舎をはげしくゆっ動かし、運量ウ場の大

" きな木を根元から吹きた釘しました。其の恐ろし

いありさまを見て、皆まっさおになりました。勇

太郎は『これはあぶない。』ど思って、 『みんな、

机のアにかがめ。』ど、大声でちゅういしました。

皆、机の下にかがみました。校舎は、六、七回も

大ゆれにゆれました。勇太郎は続いて、 『みんな、

頭にかばんをのせて。』ど叫びました。そうなると、

もう泣出す者さえありました。勇太郎は、又、 ri立
" お句

くな。』ど皆をはげましました。ちょうど其の折、

校舎は、大きな音を立てて、どうとたおれました。

勇太郎は、たおれた校舎の暗い中で、出口を見

つけました。そこから皆をタトに出し、自分は、あ

とに残って、逃げおくれた者のないことをたしか
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めて、一番しまいにタトへ出ました。タトは、土手を

こして押寄せて来た川の水が、もう運働場一面に

あふれていました。勇太郎は、浮かんでいる一本

の丸太にまたがって、両手てγドをかきながら、組

の者のひなんしている所にたどり肴きました。ー

うして、勇太郎の沈着な働で、組の者は、皆、ぶ

じに助りました。

このように、最初の話は地震を、 2番目の話は

水害を扱っています。最初の話は、昭和 2年の 「丹

後地震」のときの糸井重幸という小学4年生の行

動を書いた実話ですし、 2番目の話はあきらかに

「室戸台風」のことを書いたものと考えられます

が、そのどちらも、しづ子と勇太郎という小学生

が活躍して被害を防いだという筋書きになってい

ます。

そして、これらの教科書を勉強した子供たちは、

災害のこわさを知らされると同時に、自分たちも

落ち着いて冷静に振る舞うことによって災害に立

ち向かわなければならないことをしっかりと教え

られたのでした。

（ひろい おさむ／東京大学新聞研究所助教授）
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防災基礎織座g・・m・・・・・・・・・.......・聞m・・・..・・.......霞．．．

数量化方法論の

ノウハウ

駒津勉

I はじめに X4, Xs）と同時に目的項目 Yも得られている場合、

数量化方法論は、多変量解析が現象の特性を量

的データとして得たときのデータ解析法に対して、

現象の特性を質的データとして得たときのデータ

解析法である。

多変量解析では各分析法を目的変量が「ある」場

合、「ない」場合に分けている。数量化方法論では

目的変量を外的基準と呼び、多変量解析同様に外

的基準が「ある」、「ない」に分けて各分析法を分類

している。

外的基準が「あるJとか「ない」とかいうことは、現

象を予測問題や分類問題としてデータ解析すると

き、得たデータ中に予測したい量、または分類し

たい区分名の情報量が「ある」とか「ない」とかいう

ことである。

たとえば、身長X1、バスト X2、ウエストX3、ヒ

ップx4、座高Xs、を総合した量で、体重Yを予測

したいとき、総合量に使う説明項目（X1、X2、x3、

表 l 代表的な多変量解析と数量化方法論

企説（説明明変ア量イテム庁） 

あ る

ない

量的特性 質的特性

重回帰分析 重判別分析 主成分分析
量的特性 正準栢関分析 正準分析 因子分析

クラスター分析

質 的特性
数量化 I類 数量化II矧 数量化凹頼

多重分散分析

目的変量（または外的基準）が量的特性として 「あ

る」という。 また、 （X1、品、品、品、 Xs）を総

合した量で、肥満分類G ｛痩型 g1、普通型g2、肥

満型g3｝を判別・予illlJしたいとき、目的の肥満分

類Gが得られている場合、目的変量が質的特性と

して 「ある」という。

各分析法で共通している点は、データの総合す

る方法が説明特性量（X1、Xム……、 Xm）とする

と、

Y = w1X1 +w2X2 ＋・・・・・+wmXm 

なる線型式でまとめる。（wI、W2、……、 Wm)

は説明特性に与える「重み」－Weightーである。分

析の目的に応じて、この「重み」の求め方が数理的

に相異する。 ここでは説明変量（X1、X2、・・・、

Xm）が質的特性のデータ解析法の数量化方法論

について、利用するよでの事前・事後分析のノウ

ハウを解説することにする。

2 外的基準の「ある」数量化データ解析

外的基準には、量的なものと質的なものがある。

外的基準が量的な数量として得られている数量

化の方法論は数量化理論第 I類（quantification

theory type I ）と呼ばれ、外的基準の数量を予

測する分析、また予測のために寄与するアイテム

を調べる要因的分析のデータ解析法である。

..湖沼・..・刻限．．．．．．爾欄細田園副雌.................・m・・....
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一方、外的基準が質的な項目 ・区分への該当と

して得られている数量化の方法論は数量化理論第

II実質 （quantificationtheory type II）と日乎ばれる。

このデータ解析法は外的基準の質的な項目 ・区分

のいずれに属するかを判別・予測する分析で、第

I類同様に外的基準に寄与するアイテムを調べる

要因的分析も行うことができる。

1) 脱明アイテムの選択

数量化の方法論では多変量解析で説明変量、ま

たは説明特性量、ときには内生変量と呼んでいる

変数名を説明アイテムと呼んでいる。外的基準の

「ある」ときには解析法の上で説明アイテムはEい

に独立ー無関係ーの条件が成り立っている。 そこ

で予測量Yを説明アイテム（X,、X2、・・・・・・、 Xm）に

よって線型式で作成するに当たって、次の条件が

満足していることを事前に調べる必要がある。

〈データ〉：＝｛く説明アイテムX；＞、j=1.2、－

m＞、〈外的基準Y>}

〈総合量＞：＝ Y=X1+X2＋ー・＋Xm

( i）説明アイテム問（X;,Xu）は独立関係をなる

べく｛呆つこと。

(ii）説明アイテムと外的基準間（X;,Y）は従属関

f系をなるべく保つこと。

ここで、 「なるべくイ呆つこと」といっていること

は独立性の統計的検定を行う際、有意水準 pは通

常利用されているp=0.05( 5 %） 、p=0.01( 1 %) 

を機械的に採用してもいいが、分析態度によって

は p=0.2(20%）、 p=0.3(30%）、……とあまく

てもよいことを意味している。 ただし、有意水準

をあまくとった場合は、結果の妥当性を検討して、

不適当な結果が起こっているときには、説明アイ

テムを選択しなおして再度解析する必要がある。

アイテム問 （X1,Xu）の独立性の検定は一般

にx2－検定で行うが、ここではデータに基づく、

新しい検定法について述べておくことにする。

情報量規準AICにー主主盤室｛文献3)

AIC (AKAIKE’s information Criterion）は

次のような統計量である。

くAIC>＝ 一 2foge （最大尤度） + 2 （自由度）

いろいろな統計モデルを設定し、それらのモデ

ルに対するAICを求め、最良なモデルをAICによ

り選択する。AICの性質から最良なモデルはAIC

が最小であるモデルを選択することになる。

いま、表 2のf1×ん分割表に関して独立モデル

と従属モデルM1を仮定する。両モデルのAICを求

めて独立性の検定を行う。

両モデルのAICは次式で定義される。

ん＆／ん.／.v ¥ 
AIC (Mo)= (-2 ）~ ~ Av fog. I-;;-I 

k-1v-1 ¥ n・ 1

+ 2 （乙＋ fu-2) 

AIC附＝ ( -2 ) ~ ~ f;,v fog. ｛与｝
k-1 v-1 ＼’＇ I 

+ 2 (f；×fuー 1)

検定の判定はAIC(Mo）とAIC(M，）の値の小さ

いモデルを採択する。実際の判定に当たっては、

両モデルのAICの差の値AIC(X1、Xu）の正値、

負値、 0で判定する。

f; f,, I 切 f. ¥ 

AIC(X；、Xu)= （ー 2 ）~ ~ fkvfoge l 」ユ~ 1
k-1 v-1 ¥ fk.f.v J 

+ 2 （乙ー 1) （んー 1) 

すなわち、 AICによる分割表の独立性の検定手

順は次のとおりである。

( i) AIC(X；、 Xu）を計算する

(ii) AIC(X；、Xu）の計算結果で、次のように判定

する。

AIC(X; ,Xu)> 0 ：独立と判定

AIC(X；、Xu)<0 ：従属と判定

AIC(X；、Xu)=0 ：無判定 （どちらとも

いえない）

表 2 アイテム問（X，、x.）の介審l表

アイテム x. 
カテゴリー

合計

1 2 V ・・ ・・ fu 

f、、 ！12 …… f1v ……… f、ι !1・－．．．  

x, k んI f., 1 .. e ・e・.. J.t. 1.・

f; fιl ft,, ff;v ・・・ ff;fa ft; 

合計 f、/., ・・ f. v ・・・・ ・・・ f. fa n 

..・...刻限..制...........・a・............健・・・・・・・..
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ただし、 AICの絶対値 IAIC(X1, Xu) Iが大

きいほど判定の信頼度が高く、大体の目安として、

AIC(X1、Xu）の値が Oの近傍のとき、 x2ー検定

における有意水準 5%での判定に相当する。

たとえば、住宅 ・共同住宅における火災危険の

解明にかかわる各種実態調査報告書 2 （東京消防

庁 ・火災予防審議会、昭和62年 3月、 p57）の部

位別管理状況の分割表について、 2つの項目の関

係をAICで調べてみる。

表 3の分害1］表について、上式により AIC(X1、

Xu）を計算してみると、 AIC(X1、Xu)=2.22095 

を得る。判定は正値であるから部位項目と管理状

択項目は独立である。なお、従来のxzー検定によ

っても、 x2 = 5. 75724、上側確率 p= 0.2180なる

値を得るので、判定は通常利用する有意水準 p=

0.05( 5 %）よりかなり上側確率が大きいので独立

性が強いことが察知される。すなわち、使用目的

別の部屋とその部屋内の盤理・重量頓などの管理状

況は無関係な独立した説明項目と考えられる。

次に、説明アイテムと外的基準間（X1、Y）の

従属性の検定は、数量化理論第E類の判別・予測

分析では外的基準が質的な項目 ・区分で得られる

から、アイテム間（X1、Xu）の独立性の検定（AIC

による検定、またはx2ー検定）と同様に処理する。

数量化理論第 I類の予測l分析では外的基準が量

的な数量で得られ、説明アイテムが質的な項目 ・

区分で得られているので、従属性の検定は説明ア

イテムX1の各カテゴリ－Cu削に該当したサンプ

ルごとの外的基準の「数量平均値の差の検定」を

行う。平均値に有意差があるときに説明アイテム

と外的基準に従属関係ありと判断する。

2) 事後分析

表 3 部位別・管理状況別の介割表

アイテム・カテゴリー 部 位（X.)

v l台所
合計（ん）

J 2居間 3老人用室

管 l良い 23 28 25 76 
理
状 2ふつう 28 28 17 73 
1兄

3悪い 6 17 8 31 (X,) 

合計（／..) 57 73 50 180 (n) 

外的基準のある場合の数量化データ分析では、

アイテム ・カテゴリ－cυ川に数量｛xυ削｝が

求まった後、説明アイテム選択の有効性を事後分

析でチェックする必要がある。それはときとして

説明アイテム問、説明アイテムと外的基準の独立・

従属関係の判定をあまくした説明アイテム選択で

の線型モデル式による総合化 Y、または独立・従

属関係を考慮せずにデータとして得たすべてのア

イテムを使つての線型式による総合化Yの有効性

のチェックが必要である。

求められた説明アイテム・カテゴリーCu，.＞の

数量x(j k）を使つての総合量Yによる予jl!IJや判別

力は高率であったとしても、説明アイテム ・カテ

ゴリーの予測lや判別に対する寄与度から要因的に

分析したとき、分析者の現象に対する知識からは

到底受け入れられないときは論外であるが、総合

化の妥当性を機械的にチェックするには求まった

数量とアイテム聞の分割表を使用して単相関係数

を求め、アイテム問、アイテムと外的基準の相関

関係を調べることで行う。すなわち、説明アイテ

ム聞はなるべく無相関、説明アイテムと外的基準

はなるべく相聞が成立っていればよいわけである。

ただし、「なるべく」といったのは、求まった数量

が要因的な解釈を行っても不都合がない程度の検

定に当たっての有意水準の「あまさ」の判断に関係

する。

各説明アイテム間（X1,Xu）の単相関係数Tx,x.、

およびX1と外的基準Y聞の単相関係数 Tx,Y を、

表 4のように相関行列の形で表現して観察する。

ただし、 Tx,Xu= Tx.x1、Tyx,= Tx, Y、Tx,x1

=1、Tyy=1、(j、u=l、え…、m）である。

この相関行列を使って、予測や判別の良さの尺

度を求めることができる。外的基準Yと説明アイ

テム（X1、X2、……、Xm）を線型式で総合化し

た量Yとの相関係数、説明アイテム X1と外的基

準 Yから他の解析に取り上げた説明アイテムXu

(jキ u、u=l、2、……、 m）を除去した両者の

相関係数を相関行列から求めることができる。前

者は予測やf!J別の全体的な良さの尺度で重相関係

..・m・・・・E・E・.......・.・s・..........・・・.......・翻．．．
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数と呼ぴ、後者は部分的に説明アイテム X1が予

測や判別に寄与する尺度で偏相関係数と呼ぶ統計

量である。

ここで、説明アイテム間（X；、 Xu）の単相関係

数 Tx,xuは数量化第 I類、および第E類ともに求

められた数量｛ Xu：；｝、｛x(Uぷ｝と説明アイテム

X；、Xuの分割表から求める。

I u削（ UV）は説明アイテム・カテゴリ －cυ制、

かっCは叫の該当数である。また、 Iuk＞ とI(UV) 

は説明アイテムc(j Jt) と Ccuv＞の該当数である。

このとき、単相関係数 Tx;xuは、次式で求めるこ

とカfできる。

’＿＿ Sx,xu 

－ － , x,xu －一一一一一一
Sx, Sxu 

ただし、

1 f; 1 fu 
mx, =-::--2: fu削 Xu削、 mxu= -2: fcuv> Xcuv> 

Sx; = 

Sxu = 

Tl k-1 n v-1 

1 f; 
--:-:--2: f，υ削灯油＞2- mx12 
7t k-1 

1 fu 
与 2:fc uv> Xe叫 ＞2-mxu2
'" v-1 

1 fi fu 
Sxixu ＝与2:2: /(Jk) (UV) X (j削 Xe叫＞ -mx,mxu 

" • - 1 v-1 

なお、アイテムX；と外的基準Yの相関係数 Tx;v

は、次のようにして求める。

( 1 ) 数量化理論第 I類の場合

説明アイテム・カテゴリ－ Cu削に該当する

外的基準の数量和 buk＞を求める。また、 外的

基準の数量 Y=(y，、Yz、……，Yn）の標準偏差

表 4 相関行列

説明アイテム 外的基準

X1 X2 X温 X鯛
y 

説 x, Tx,x，・・Tx,x.・ Tx,x. Tx,Y 
日月 x, Tx,x, 1 … r品 ゐ … Tx,x. Tx,Y 
ア ー－ －－．．．  －．．．  
イ x, Tx;x, Tx,x.， …Tx,x. ・ Tx,x. Tx,y 
ア

ム x. Tx.x, T x..x, ・・ Tx.x. ・ ・I Tx.Y 

外基 y Txx, Tyx, ・・Tγ品 Tyx. I 
的準

s yを求める。

Sx; y 
r 一一一一一一一x;y-

Sx; Sy 

ただし、

n 
buk> = 2:o;uk>Y• 

a -P; c川 ｝に該当

山＞ -1 o ; Cuk＞に非該当

my＝士三Y;,Sy ＝ ~~1Y;2 my2 

1金
Sx,y ＝一一之JDUklXU危＞ - mx,my 

四五L1 

mx，、Sx，は説明アイテム聞の相関係数を求め

たときのものを利用する。

( 2 ) 数量化理論第E類の場合

外的基準の質的な分類・区分Gt; t = 1、2、

Tごとに総合量の平均値 m1を求める。

1 n 
m1＝ナ2:o;cn y, ，ιt •-1 

ただし、

11; c，に該当
δH t》＝｛

IO; Gtに非該当

抑

n1 = 2: o;cn 't = 1 、2 、・・・ T 

m f; 
Y; = 2: 2: o;u•> Xu削

,_lk嵩 l

この平均値 mtを外的基準の質的な分類 ・区分

G tの数量に見立てれば、説明アイテム間（X；、

Xu）の単相関係数rめんを求めた同手順で、説明

表 5 クロス集計表（介容l表）

7 イ -r ム Xu 

…C < uul 

イ

合計
..・X< uul 数量「

ア

/u>i /(J>J( UUI · • Xu• 、C‘持、
ア

ム

x, 
合計 。／｛叫｝ n 

..・s・.......腿..........・..・・..・..副腿....・s・a・－－－－
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アイテム X；と外的基準Gの単相関係数rx,G ( = 

rx, y）を求めることができる。

Xu→ G、C(uv） → Gt、X(UV） → m, 

/Uk) （叫）→ fu削川、 I(UV）→ f<n (=n,) 

（ ：  ただし、 IUk) (t) =: ~ Oi(jk）δi (t) 

向 、

f<n=2:CJ;u> l 

すなわち、説明アイテム Xuを外的基準の質的

な分類・区分のアイテムGに置き換えて上記の計

算処理手順で単相関係数

rx,cを求めればよいわ

けである。

ラツキの尺度の一つである説明アイテム内のカテ

ゴリー数量 ｛x＜川｝の最大値maxX＜川と最小値

mkinX＜；削 の幅（レインジ； Range)R；を用いる。

とのとき、説明アイテムの寄与の順序はレインジ

R；の大小順で表現し、大きいほど外的基準 Y（ま

たはG）に寄与力が大と判断する。本来、偏相関

係数で寄与力をみるので、相関関係から外的基準

に対する説明アイテムの寄与をみることは重要な

ことである。

数量化理論第II類の場合、ここで求まった重相

〈データ行列＞：D=I＆＜州 Ior I0'1;I 

_,_ . r 1:反応 . rl:反応
山 1"=lo：，非反応 OIJニ lo：，非反応

［体アイテム，j=l.2. ＇問

カテゴリー， k=l,2，・，／j

pテ内容，／＝1.2, .N 

ヨコ内容，］＝1,2,・-・.M

相関行列が求まれば、

重相関係数、偏相関係数

を、次のような手順で求

められる。

1) 相関行亨IJRの逆行列

R l = { r XJ Xu ( l) } 

を求める。

2) 逆行亨IJR lの要素

rx,x.( ！）を使って次

式によって重相関係数

k
 

j
 

糸
町ゐ匁－

L
Z」「l
 

m
Z
F
 

一一L
J
 

m
Z
F
 

一一va 
〉レ

uf
 

合総のクノ－7
 

〈

ry、x,x，、 ・Xm、偏相

関係数ryx，、x,x，、
Xmを求める。

〈重相関係数〉， 〈誤差最小＞: =min£( Y Z)' 
X<iki 

= rY. x, x, ・Xm 
または

=/1 ~亡！）
〈相関最大＞.＝maxγYZ

X＜『＂

〈偏相関係数〉；

= r YX1 x, X, ・Xm 

rx, Yト I)

./ rx, x，ト I)ryy（ーI)

（ただし、 Xm+i→ Yor G ) 

数量化理論では、偏相

関係数の代替として、パ

（外的基準はヲ）

〈相関比最大＞：＝maxが ｜ ｜〈相関最大〉’＝maxrxY
ここで， Xl,j削 I I x ;,y• 

ムIE(Y) 瓜ドυ）I'I ｜分割表（クロス表）のタテ
η＇ ＝ ＇~ 1 I I とヨコの相関関係を最大

£（戸 ）ーE宮（Y) I ｜にする

＂＇は Gの区分c，に
属する確率

ん(1.J¥
0( 02・OT( 

（タテ側散布図） （ヨコ鯛散布図）

図 l 数量化データ分析の流れ図

g・..置E園陸線縁組E........・........・....................
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関係数は、第II類の解析法によ って数量を求める

ときの相関比最大化の相関比ポと次のような関係

をもっている。

〈重相関係数の 2乗 rcc2>＝く相関比ポ〉

このことから、第 II類の解析法においても説明

アイテムの寄与度をレインジの尺度に加 えて偏相

関係数で評価 を行う。

多変量解析の重回帰分析、重判別分析などの説

明変量が数量で得られている場合、説明変量の選

択は、先に相関行列を求め、各変量聞の相聞を検

討し行う。時には、重相関係数、偏相関係数まで

求めてしまい、それらの情報を参考に説明変量の

選択法も使われる。数量化の場合は数量が求ま っ

た後に数量データの多変量解析法同様に解析処理

を行うことで、データ分析の効果を高める。

3) 判別・予測のための事後分析

数量化理論第 II類の説明アイテム ・カテゴリー

に与える数量は相関比の最大化 によ って求める。

一般に、統計量の相関比は判別率の尺度としてな

じみが務い尺度である。 そこで、説明アイテム ・

カテゴリーに与える数量が求ま った後、通常使用

している判別的中率を求め、判思IJ・予測lの評価に

五（Y〕 五（Y) fr! Y) 

／ グレープc,"-./7＇ープC,"-. ／グレープGT
_./ ／、、ー 、、』＿ ／ 、 、

y 

図2

月y，，れ）

Y1（第1軸）

お（第2軸）

図3

する。

外的基準の分類項目の区分数が 3以上の場合、

実際問題を相関比ポに基づいて解析してみると、

一般に図 2のように各分類区分の分布は明確に分

かれない。

これは、相関比が全サンプルの平均値を中心に

して各分類区分ごとのサンプルの平均値との距離

の離散度になっているために、 相関比最大化 によ

って説明アイテム ・カテゴリ ー数量を求めること

は全体平均値より小さい区分平均値と大きい区分

平均値がより離れていることになる。 また、本来

的には多次元空間上で各分類区分の多次元分布の

空間で判別すべきところを、もっとも判別に効果

のある座標軸（最大相関比に対する座襟軸）を求

めて判別を行っている。

そのため、実際の現象を判別問題としてデータ

解析してみると、 一般傾向として、特定の分類区

分の分布がどちらかの軸の一方の極に寄り、 他が

お互いに重なり反対側の極に分布する。 そこで、

解析に当たっては 1つの座標軸で一気に全分類区

分を判別・ 予測するのではなく、 2つのグループ

に意味ある併合化して判別 した方が効果的のこと

が多い。 また、要因的分析に当たって数量の解釈

が容易である。

分類区分数 （グループ数）が 3のときの模式図

で判別 ・予測手順を追ってみる。図 3は、最大相

関比甲12と第 2相関比布22に対する総合量（Yi、九）を

各グループについて 2次元分布で描いた図である。

図 4は、 3グループ別に総合量（Yi、 Y2）の 2

れ（第2軸）

b y, （第l軸）

図4

...・・・・・・..・m・.........・・E膿思隈隈..・...・m・...・......
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次元平面上の散布領域を示した図である。 この 2

次元平面上で一気に判別を行うことは、図の 3直

線 a、 b、 cを各グループが属する領域の確率を

最大になるように決めることである。 しかし、こ

の場合はいいとしても、 一般に、これら判別領域

の直線や平面を求めることはそう簡単な計算では

ない。

そこで、分析手順としては相関比の大きさの順

にそれぞれに対応する総合量 （サンプル数量）の

グループ別の分布を描き、 2グループ化の併合を

考える。

もし、第 1相関比で、図 5のようにグループA

とその他に 2グループ化されたら、次に第 2相関

比を使って、ただし、グループAを除いた残り の

グループの 2グループ化を図 6のように行う。 グ

ループ数が多い場合は、さらに第 3相関比の軸と

この操作を順次繰り返せばよいわけである。

この際の 2グループ化したグループ判別は相対

的中率p（ミニ・マックス的中率）をも って評価する。

l ra r ,2、
〈相対的中率＞ ；= p ＝一三士一lEXP{--i;-fdt 

v 2π .， 0 ＼“ J 

+ 0.5 
ただし、 2グループ（G1、G2）の平均値と標準

偏差を（m1、m2）、（s1、S2）とすると、 aの値は、

a= I m1 -m2 I /(s1 +s2）で求める。積分計算

B.C併合グループ

Y,（第l軸）

図 5

Cグループ Aグループ Bグループ

メ ぢ＆
れ（i'l'.12輸）

図6

は正規分布N(O、1）の Oから aまでの積分値を統

計数値表で求めると簡単である。 また、このとき

の判別区分点 bは、次式で求めることができる。

〈判別区分点＞；= b = m1s2十ms
S1 + S2 

なお、積分計算範囲の a値と相関比ポの聞には

a = s/(s1 +s2)J7i可王;-Jr;なる関係が成り立って

いる。 ただし、これまでの話は 2グループの分布

はともに正規分布N(m1、S1）、N(m2、S2）を仮

定したもとである（sは会分散、町、同はグループ

に属する確率）。

3 外的基準の「ない」数量化データ解析

外的基準の「ない」数量化理論は分類、データ精

造、および成分分析のための質的データ解析の代

表的方法論である。数量化理論第皿類 （quantifi-

cation Theory Type III ）と日乎ぴ、別名をパター

ン分類法と呼ばれる。

外的基準の「なしり第III類や主成分分析などのデ

ータ解析は説明項目聞の独立性の仮定を必要とし

ない。 データはタテ側とヨコ側に関する反応パタ

表 6 任意反応タイプ ヨコ1剛
の類似の配列パ l’2’3’ j・・ ・M’ 

ターン タテ慣lj

z’ 
VVVVV ・VVV  

v vv v…vvv 

vv . vvv 

V・・・V V 

vvv 
， 

n v 

M
 

1
u
 

q
’－
 

側コヨ

－アタ

テ

イ

列

カ

タ

配

．
応
の

ム

反

似

テ

一

類

イ

リ

の

ア
ゴ
プ

、，表

パターン
，
，
，
 

’a
内

L

qa

vvvv 
vvv v 
vvvv 

vvvv 
， 

l vvvv 
vvvv 

n 
v vvv 
vvvv 

．．．．．．．．．．属..・...銅剣a・m・.................隠a・・・・・
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一ンの行列、または分割表で得られる。第III類の

データ解析は、これらタテとヨコの関係を表すデ

ータ行列について、類似性の強い反応パターン、

または頻度の行と列を同時に集め合うことである。

統計的にはデータ行列についてタテ側とヨコ側

の相関関係が最大になるように反応パターンの行

と列の配列を入れ替えることである。 このとき、

相関関係が最大な行と列の配列は、反応数が任意

反応のタイプは、表 6のごとく三角形状の行列型

になり、反応数が一定数のアイテム・カテゴリ一

反応のタイプは、表 7のごとくセミ対角状の行列

型になる（データが頻度行列のときは表 6、表 7の

空白部分に小さな値、 V印部分により大きな値が

配列される）。 そこで、それぞれのタテ側とヨコ側

の内容が関連の強い相隣る内容により差の小さ い

数量を与え、そうでないものには差の大きい数量

を与え、類似性の成分的分析を行うのが第III類の

データ解析である。

図 7は、数量が得られたものとして i行、 j亨lj

に反応したV印を座標点（町、 y＿，.）に描いた散布図

である。 このような散布図ができたとすると、タ

テとヨコの内容が強いほど近い位置に散布点が集

まっている。主観的にしろ先験的な知識にしろ、こ

の散布図を幾つかの類似する内容別に布置を描き

分析する。

Y（倒体）

IR IR 1 ＂；・ ・I；叶 Ir;I Is I•IJ X2I1 x （特刊）

聞
＃羽仁

y，・一、
E・

図7

数量化理論第III類は、数量をタテ1則｛x；｝、i=l、

2、……、 n、 ヨコ側｛ y＿，.｝、 j=l、2、……、 mとし

たとき、相関係数 rxYの最大化によって求める。

分析手順は、まず最大相関係数 rxY(I）について、

数量によりタテ ・ヨコの内容を分類、および軸の

解釈づけを行う。 それだけでは不明瞭のときは、

さらに第 2相関係数 rxY(2）を求め、内容の分類、

その解釈づけと順次次元をあげて分析を行う。 こ

の辺は解析法の性質からいって、先験的な知識を

働かせて主観的に考察する重要なところである。

また、主成分分析同様に、2つの相関係数 rxY(l),

rxu(2）に対するタテ倒ljの数量（x;<J>, x;<2＞） 、

またはヨコ側の数量（y_,.o>, y_,.<2＞）を直交座標の

散布図として求め、類似性の内容の布置を描き分

析を行う。取り上げた相関軸で未解釈の部分が残

るときには、さらに次元を上げて分析する。

外的基準の「なしりデータ解析法では、結果の分

析に当たって、先験的知識による主観的な分析に

被るところが多い。そのため、第III類のデータ解

析においても事後分析が重要である。たとえば、

データ構造に関連する解析外の量的、または質的

な属性を 「試みの外的基準」として第四類の解の

数量との相関係数r、判別的中率ρを求めて、属

性との関連度や類似度を調べて分析解釈の参考に

する。

1) 相関分析的な事後処理

第 h番目 の相関係数 rxY(k）に対する数量解、通

常サンプル数量｛x;<kl｝、 k=l、2、3、……、と

「試みの量的属性｛z；｝」の相関係数 rx山 zを求め

る。

もし、第k相関成分軸に対する相関係数 rx(k'z

が大きいとき、その成分軸の解釈に対して「試み

の属性」が大いに参考になる。

2) 判別分析的な事後処理

第k番目の相関係数に対するサンプル数量｛x/k＞｝、

企＝ l、2、3、・・・・・・、を「試みの質的属性Gの区分

(G1、G2、……） 」の各区分別平均値m1，区分に

属する確率引を求めて、それらの値から相関比が

や判別的中率ρを求める。

・・・・..・............際.......・・・.......・際医回目隠隠隆．．．． 
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η2= 

T 

L: 7r1(m1 -m)2 

2 s 
第 3軸

ここで、 mは全サンプル

の平均値、 s2は全サンプル

の分散である。

的中率pは属性の分類 ・

区分を 2グループ化した上

で、相対的中率 pを求める。

第 2軸

6 7 
5.，－命、 8

5
 

1
 

4
 

1
 

pイ7十 四（一子）dt + 0. 5 

I mA-ms I 
a=  

SA +ss 

ここで、 mAとms、SAとSBは2区分のA区分と

B区分の平均値、および標準偏差である。

このときの相関比ポ、相対的中率 pが大きいと

きは、相関分析的な事後処理同様にその成分軸の

解釈に取り上げた属性が大いに役立つことになる。

3) 順序データ構造

データ構造に順序構造があるときは、第III類の

結果の数量を散布図に描 くと、次のような性質が

ある。ここで、第 k相関成分軸に対する数量を次

のように記号表現する。

タテ側数量；｛ x lk、X2k，・・・、X;k，＂・ 、Xnk}

ヨコ側数量，｛ y kl、yu、…、 ykJ、一、 Ykm}

このとき、第 1相関成分軸と第 2相関成分軸の

タテ側の数量（x,l、xi＇）、およびヨコ側 の数量

(y1 3、Yz，） を直交座標に描くと 、その散布図は

2次曲線状を描く。一般に、 第 1相関成分軸 と第

h相関成分軸の散布図は k次曲線状を描く。

図 8は典型的なものであるが、実際問題でも非

常に順序順が強いときにはこれに近い図が現れる。

このようなときには機械的に順序順の内容である

ことを解読していけばよい。 このことを知ってい

るか、いないかで解釈づけにとって明確さを欠く

ことカfある。

図8 順序データ構造をもっ散布図の形状

4 おわりに

以上、基本的な数量化の方法論の事前 ・事後の

データ処理のノウハウを中心に解説した。数量化

にかぎらず統計的データ解析法は適用分野での数

多くの笑データに基づく繰り返し試行経験を重ね、

効果的分析を行う必要がある。データ解析は現象

を把握するための情報の縮約である。 よい統計分

析は事前にデータをいろいろな統計処理のフィル

ターにかけ、吟味し、データの質に応じた解析を

行い、分析しやすい事後分析を行い、現象の解明・

把握をすることである。客観的な分析態度は一般

化 という点で大いに重要であるが、事後の先験的

な知識に基づく主観的分析も現象を把握するに重

要な位置を占る。これらの解析上の特長を上手に

操作することで現象把握の分析結果を手にするこ

とができる。 この点で、数量化のデータ処理のノ

ウハウの解説が適用分野の現象解明 ・把爆の効果

的データ分析法として役立てば幸いである（なお、

固など一部は、駒j畢 ・橋口共著 、パソコン数量化

分析、朝倉書店から抜粋した）。

（こまざわ つとむ／統計数理研究所教授）
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避難の時聞を考える
室崎益輝

在館者が避難を完了するまでの時間をいう。 この

時間は、図 1に示されるように、避難の開始を境

として「避難開始時間」 と 「避難行動時間」 とに

分けられる。 このうち避難開始時間というのは、

出火から在館者が避難を開始するまでの時間で、

避難の見切り時間ともいう。 この避難開始時間の

なかには、火災の発生に気付くまでの覚知時間や、

覚知から避難に移行するまでの初期対応行動時間

が含まれる。 この避難完了時間も、建物の形状、

あるいは避難誘導の態様、さらには情報伝達の内

容等によって大きく変わってくる。 この時間が、

どの程度になるかについては、以下に詳しく検討

することにしよう。

はじめに

建物火災時の避難は、人間と火煙がその流動の

速さを競うタイムレースである。 タイムレースで

あるからには、「時間」が重要なファクターとなる。

ところが、実際の建物の避難計画をみると、どう

も時間を重視しているようにはみえない。建築の

安全設計の基本となる避難計算では、時間をきわ

めて画一的に取り扱っているし、施設の避難誘導

計画では、何分以内に避難を完了しなければなら

ない、という目守票があいまいにされている。

そこで、時間にルーズな避難計画に警告を発す

る意味をこめて、避難における時間を、さまぎま

な角度から掘り下げてみることにする。
避難における移動速度

避難に要する時聞を考えるとき、最初に問題に

するのが人間の歩行速度である。移動の時間が、

歩行速度で与えられるからである。

ところで、人間の歩行速度は、足の速い人で 2

m／秒、遅い人で lm／秒程度といわれている。

出
火

危険発生時間

7
A
7

，v
ュ
オー
バ
ー

煙
防
下

逃
雌
完
了

避
難
開
始

火
災
党
知

3 
避難における基本的時間

まず、避難において基本指標となる時間につい

て触れておこう。避難では、なによりも 「危険発

生時間」および「避難完了時間」が重要な意味を

もっ。この両者の大小によって、生死が左右され、

安全性が評価されるからである。 ところで、この

危険発生時間というのは、出火から危険な状態が

発生するまでの時間で、具体的には、フラ ッシ ュ

オーバーが生じたり、煙が降下したり拡散したり

して、人命に危害が及ぶ状態になるまでの時間を

いう。 この時間は、建築物の構造、内装や設備、

火災室の規模や形状などにより、また出火場所に

より異なり、 一概にいうことはできないが、通常

の建物では、数分から10数分の間にある、と考え

2 
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避難における基本的時間図 l出火してから

てよい。

他方、避難完了時間というのは、
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避難の場合、後で述べるような密度の制約や視界

の制約がなければ、この値よりもやや速くなると

考えてよい。事実、避難実験では平均 2.5m／秒

程度の速度が得られている。 とはいえ、安全側を

とって、避難計算では、速度の標準値として 1m 

／秒～ 1.5m ／秒を用いている。

しかし、上述の歩行速度は、障害やハンディキ

ャップのない状態を前提としたものである。前提

が変われば歩行速度も変わってくる。たとえば、

表 1は避難訓練における高齢者の歩行速度を示し

たものであるが、平均値で 0.7m／秒、遅い人で

0.3m／ 秒と、健常者に比べるとかなり遅くなっ

ている。身体障害者や病弱者の場合も同様で、健

常者の 1/2-1/ 3の速度で時聞を考える必要

カfあろう。

また、歩行者密度により速度が変化することは

よく知られている。密度が平方メートル当たり0.5

人まではまったく自由に歩き回れるが、それ以上

になると、周囲の人々の動きを意識し、歩調を合

わせ速度をコントロールするようになる。それで

も、密度が平方メートル当たり 1人までは lm/

秒という速度を維持することは可能である。 しか

し、平方メートル当たり 1人をこえると、速度は

密度に比例して低下し、 4～ 5人／訂以上になる

とほとんど動かなくなる。 このように、密度の制

約を受けた場合も速度は遅くなると考えられ、劇

表 l 訓練における高齢者の歩行速度

（大阪住吉消防署森田武署長による）

平面歩行
速度

全1.0

全体平！$j
(47人）

0. 73 
m/sec 

男性平均｜女性平灼｜最む速い｜ ：最も遅い
(1 l人） I (36人）

0. 70 
m/sec 

0. 74 
m/sec 

I. 23 
m/sec 

0.32 
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場やデパートなど高密度流の発生する施設では、

0.7～0.8m／秒程度の速度で移動の時間を計算す

べきではないかと思う。

さらに、停電になったり、煙で視界が遮られた

場合も、速度が低下する。経路を熟知した人が時

閣を逃げる速度は0.5-0.7m／秒、不案内な人が

暗閣を逃げる速度は0.2ー0.3m／秒になることも、

私どもの実験で明らかになっている。また、煙のあ

る場合も同様で、図 2のように、速度は0.4～0.5

m／秒程度まで低下する。

4 群衆流と速度

避難の流れが群衆流となる場合がある。 この場

合の歩行速度は、その群衆流の性格によっても異

なると考えたほうがよい。

かつて、日常時にみられる群衆流の速度を計測

したことがある。閉じ悪尺のコンコースであっても、

平日の通勤流は非常に速く、休日のリクリ エー ショ

ン流はかなり遅い。また、イベント終了後の人の

流れであっても、競馬の場合は速く、日本シリー

ズの場合は遅くなることがわかった。つまり 、通

い慣れた特定者は、通い慣れていない不特定者よ

り速くなるということである。 また、歩行能力が

均質な集団の流れは、子供や老人を含んだ異質な

集団の流れより、速度が速くなるということであ

る。こうした結果から、不特定者が利用する施設、

異質流が形成される建物では、歩行速度を 1～ 2

割程度割り引く必要があるといえる。

5 歩行速度のグロスとネット

今まで問題にしていたのは、いわばネットの速

度というべきものである。 この速度で移動距離を

割れば、避難における移動時間が求まるかという

と、そうではない。数年前に起きた大阪科学技術

センター火災で、 :fE館者が避難階段を慢し当てる

のに 1～ 2分を要した、という報告がある。

このように避難では、経路の途中で立ち止まっ

たり、行きつ戻りつすることがあり、そのために

タイムロスが生じる。 それゆえ、実際の移動時聞

を求めようとすれば、計算上の移動時間にこのロ

ス時間を加算しなければならない。 ロス時聞を加

えた時間で移動距離を除したものが、グロスの歩



行速度である。実際の移動時間を求めようとすれ

ば、 このグロス速度を用いる必要がある。 ただ問

題は、このロス時間の定量化が現段階では難しい

ということである。建物を熟知している人の場合

や避難誘導が適切になされた場合は、ロス時間を

見込む必要がないとはいえるが。

6 ネックにおける滞留と待ち時間

避難を開始してから避難が完了するまでの時間

を 「避難行動時間」とよぶならば、この避難行動

時間には、上述のグロスの移動時間のほかに、準

備時間や待ち時間といった時聞を含めて考える必

要がある。準備時間については後述するとして、

ここでは、待ち時間について考えてみることにし

よう。

待ち時間とは、避難途中にネ ックがあって、そ

こで滞留が生じた場合、その解消に要する時間の

ことである。 ところで、避難計算をしてみると、

人口密度の高い建物では、待ち時聞が移動時間に

比べてはるかに大きくなることがわかる。移動時

間が数秒なのに待ち時聞が数十秒に及ぶ、という

例は珍しくない。 この場合、避難行動時聞は待ち

時間に規定される、といってよい。

避難計算では、幅 1m当たり毎秒何人が通過で

きるかという流動係数（通常1.5人／m・sec）を使っ

て、この待ち時間を求めている。 ところで、ネ ッ

クの幅が 2m以上の時は、滞留人数をこの流動係

数に幅員を乗じたもので割れば、ほぽ実態に即し

た待ち時聞が得られる。

しか し、 2m未満だと、流動係数よりも、アメ

リカで使われているユニット数という指標を用い

たほうが、実態に近い値が得られる。 このユニッ

1ユニ y ト l ~ユニ ァ ト

8 
図3 ユニット数と （ぷ~.：；日：） （自，~， ~~t')

通過人数
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ト数というのは、何人が横に並び得るかを示すも

ので、ネックの幅を肩幅で割ることにより与え ら

れる。なお、ユニ ッ トの許容される分割数は1/2

までで、ユニット数は整数もしくは整数プラス1/2

の数となる。いま 、日本人の肩幅を50cmとすると、

50cmから74cmまではユニット数が 1となり、その

範囲では幅員の多少にかかわらず待ち時間は変わ

らない。 したがって、滞留対策として、ネ ックの

幅を50cmを60cmにしたところで、さしたる効果は

得られないといえる（図 3参照）。

7 合流による影響

避難訓練を観察していると、 特定のブロ ックの

避難者だけがとり残されることが時々ある。 それ

は、群衆流の合流点で、あるブロ ックの流れが全

体の流れにうま く割り込めず、とり残されるため

である。 とこ ろで、こうした合流は、劇場や高層

ビルなどで、多数の群衆が一斉に避難する場合に

みることができる。T字路での合流や階段室での

下降流と水平流の合流などが、その代表例である

といえよう。

割り込みがうま くいかないと、とり残しが生じ

ることにも示されるように、合流の態様が避難の

態様を左右し、その結果として避難行動時間をも

左右することになる。避難計算でも、この合流比

のとり方によ って結果が異なる。そこで、多少ま

わり道になるかもしれないが、合流比について触

れておくことにする。

一般に合流は、対等合流と非対等合流に分けら

れる。対等合流というのは、ともに同じ条件で合

流する流れのことで、ともに屈折流で幅員が閉じ

場合が該当する。 この場合の合流比は当然のこと

ながら、 5対 5である。非対等合流というのは、

合流する流れに優劣があるもので、閉じ幅員であ

っても、直進流と屈折流、あるいは水平流と下降

流のように合流の位相が異なるケース、また合流

の位相が同じであっても、幅員が異なるケース、

さらに位相も幅員も異なるケースの三つが考えら

れるが、この場合の合流比は一様ではない。私が

行った実験では、位相だけが異なる場合は、下降

流よりも水平流、屈折流よりも直進j況が優勢流と

なり 、4対 6の割合て”合流することが確かめ られ、
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図4 鎌送方法別水平移動速度の分布 （女性のみ）

幅員だけが異なる場合は、幅員の大きな流れが優

勢流となって、幅員比に応じて合流することが確

かめられている。

ところが問題なのは、位相も幅員も異なり、流

れの優劣に著しい差がある場合で、劣勢の流れは

割り込むことが次第にできなくなり、最終的に O

対10という比率になってしまう。「とり残され流」

が生じるのは、このケースである。

8 器具による移動と時間

今までは、歩行による避難をみてきたが、避難

器具や搬送器具を用いての避難についても、検討

しておこう。器具を用いる場合には、避難器具を

設置したり、要介護者を移し替えたりする、避難

行動のための準備時間が問題となる。図 4は、病

院での搬送方法別の移動速度を示したものである。

水平速度は、ほぽ健常者の歩行速度と等しく、

lm／秒前後である。また、図には示されていな

いが、垂直速度は健常者の約1/3の 0.2m／秒前

後となっている。時間でいうと、垂直方向の場合、

健常者歩行の 2～ 3倍を要するということになる。

水平方向の場合は、移動時間だけをみると、歩行

の場合も搬送の場合も変わらない、ということに
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表2 移動手段別水平移動各動作の所要時間 （女性のみ）

＼ 
ベッ ド0 ・器具か’器具か

合計所介 ケ
から器水平 ら持ちら患者助

要時間人 ス 具に 移動 上げるを降ろす
数 数

（秒） ．（秒）（秒）（秒） （秒）

ストレ ッチヤー 2 20 14.3 : 17.2 : 9.1 : 9.9 50.5 

ストレ ッチャー 1 5 12.8 : 24.0 : 35.6 : 6.3 78. 7 

キャスターベッド 2 20 - : 23.0 : 36.3 : 13.2 72 .5 

キャスターベッ ド I 4 一； 32.5 : 9.4 : 6.0 47.9 

毛 布 2 20 26.1 : 21.4 : 10.8 : 6.9 65.2 

毛 布 4 28.3 : 23.4 : 12.9 : 6.2 70.8 

tJ! 架 2 12 14.1 : 26.0 : - : 19.3 59.4 

車 、、 す 2 6 17.3 : 15.5 : - : 21.5 54.3 

車 L、 す l 4 14.1 : 12.9 : 10.5 : 9.7 47 .2 

い す式担架 2 6 27.1 : 23.6 : - : 22.3 73.0 

腕 組 み 2 6 8.5 : 17.3 : - : 9.2 35.0 

背 負 う l 12 9.6 : 16.0 : 一 ；88 34.4 

なるが、搬送の場合は、表 2にみるように、ベッ

ドから器具への移し替え時間が移動時間にプラス

される。移動距離にもよるが、移動している時間

よりも移し替えに要する時間のほうが大きく、乗

せるのに10秒から20秒、降ろすのにも10秒から50

秒の時間を要することがわかる。

以上は、病院のデータであるが、老人福祉施設

でもほぼ同様の結果が得られており、毛布で引き

ずるしにろ、車いすに乗せるにしろ、移し替えに

30秒程度は少なくとも必要だといえる。

ところで、健常者の避難にあっても、準備時間



が問題になることがある。避難器具を利用する場

合である。表 3は、避難器具を設置する時間、設

置してから降下し始めるまでの準備時間、器具の

離脱に要する時間を示したものである。救助袋の

設置には、経験者であっても 1分程度を見込む必

要のあることがわかる。 また、降下準備時聞が緩

降機で30秒もかかっているのは、恐怖心から降下

を踏路し、その時聞が加算されているためである。

この跨時時聞は、個人差が大きく、人によっては

1分以上にも及ぶ場合がある。

いずれにしろ、器具使用のための準備時聞は、

数十秒から 1～ 2分と、避難行動時間に占めるウエ

イトは大きく、訓練等による短縮化が期待される。

9 福祉施設の避難行動時間

搬送器具を使つての移動時間および準備時間の

データを示したが、それは 1回の試行についての

ものである。病院や福祉施設では、介護や誘導に

あたる職員数が少なく、織送を何度も繰り返す必

要に迫られる。私の調査では、夜間になると、職

員 1人当たり 5人以上の自力困難者を介護しなけ

ればならない施設が、老人福祉施設で 6割、身障

者福祉施設で 4割も存在することが確認されてい

る。こうした施設では、搬送方法にもよるが、 3

回、 4回と搬送を繰り返すことになる。したがっ

て、避難開始から完了までの避難行動時間も、そ

の倍数だけ長くなる。

特別養護老人ホームで訓練を行ったところ、約

50人の高齢者が避難するのに、避難開始から完了

まで、夜間想定のA園では 9分、畳間想定のB園

では 8分、夜間想定のC圏では 7分、かかるとい

う結果が得られた。一般の事務所ビルなどで避難

行動時間が 1～ 2分程度であることを思えば、福

祉施設の場合は極めてリスキーな状態にあるとい

える。

表3 避重量器具の段置時間と降下速度 （いずれも平均値）

設置時間（秒） 降下準備 降下連度 脱出時間

経験者 初心者 時間（秒） (m/s) （秒）

斜 降式救助袋 89 206 8 I. 30 

垂降式救助袋 58 180 9 0.52 10 

緩 降 機 31 113 29 0.91 12 

つりさげ梯子（窓） 85 160 11 0.27 

つりさげ冊子（バルコニー） 15 5 0.25 
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10 避難開始のタイミング

ところで、避難を開始するまでの時間、すなわ

ち見切り時聞が、実際に避難している時間、すな

わち避難行動時間に比べはるかに長くなる傾向に

あることは、意外に知られていない。東京消防庁

がまとめた「特異火災事例 112例」から、避難に

かかわる平均時間を求めると、避難開始までにす

でに 6-8分が経過している反面、実際に移動に

要する時間は 2～ 3分程度でしかない、という結

果が得られる。事実、 死者のでた火災をみてみる

と、移動に時間を要した事例よりも、見切りに時

間を要した事例、逃げ遅れた事例が圧倒的に多く、

移動よりも見切りが問題だといえる。現行の避難

計算では、移動時間の算出に力点をおいているが、

むしろ開始時間の算出に力点をおくべきではない

かと思、う。

そこで、この避難開始がいかなる時点でなされ

るかを考えてみよう。先に紹介した特異火災事例

をみると、図 5に示されるように、火災発見の遅

速にかかわらず、避難の開始時間はほぼ一定で、

危険状態発生の直前もしくは直後に避難が開始さ

れる傾向がある。つまり、発見が速いと、まだ大

丈夫との意識から消火活動その他の行動にとりか

かり、身の危険を感じるまで逃げようとしない。

逆に、発見が遅いと、火煙を目前にしてすぐに逃

げ始めるが、その時には危険が差し迫っており、

いずれの場合も避難開始がほぼ同じになるという

ことであろう。

分

20 

3川 一ーー一ートー一一－7－一一」ーー－

/i¥11 T ! I ! 
割 I • : : : 
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図5 出火力、ら発見までの時間と発見か ら避雛 までの時間
(t1＋口が避雛開始時間となる）
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アンケートにより、見切りの契機を尋ねたこと

がある。 その回答のなかで多いのが「火煙を見て」

という切迫型、「囲りの人が逃げるのを見て」とい

う追従型、「非常放送や従業員の指示で」という誘

導型の三つである。 このなかで、対策の対象とし

て考える必要のあるのが誘導型である。避難の指

示を早く、かつ的確にすることができれば、それ

だけ避難の見切りが早まるからである。

11 情報伝達と避難開始時間

ところで、避難の指示は出火と同時になされる

わけではない。指示を出すには、以下に述べるよ

うな一連の行動が前もって必要である。

今、管理室の自動火災報知設備の発報で、異常

を察知したとしよう。 まず現場に駆けつけ、火点

の確認にあたることになる。火点が確認されると、

最寄りの非常電話等で管理室の他のスタッフに連

絡するか、もしくは自ら管理室に駆け戻り、消防

署ヘ通報してはじめて、避難の指示が出せるので

ある。もっともこれは誘導開始までの最短のケー

スで、火点確認後、消火にあたっていると、それ

だけ連絡や誘導が遅れることになる。

問題は、この一連の行動にどれだけの時聞が必

要か、ということである。実験により、その所要

時間を計測してみたところ、上述の最短のケース

でも、非常放送完了までには、火点駆けつけ時聞を

除いて、自火報の発報後少なくとも 2～ 3分かか

ることが確認された。非常放送が見切りの契機に

なるとすると、この 2～ 3分に火点駆けつけの時

間を加えたものが、誘導による最短見切り時間と

いうべきものになる。つまり、最短見切り時間に

少なくとも 3分は必要といえる。最短のケースで

ない場合、すなわち駆けつけに手間どったり、消

火に没頭したり、ノックによる伝達を行ったりす

ると、この 3分が 5分にも 6分にもなりかねない。

この見切りに 5～ 6分という実験結果は、先に

述べた統計値にも符号する。ところが、この 5～

6分という結果は、フラッシュオーバーの発生を

考えても明らかなように、移動のための時間的余

裕のあまりないことを意味する。 それゆえ、見切

りが最短時間の 3分で行われるようにすることが

大切で、そのために訓練を積み重ねること、また
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スタッフ数の増員を図ること、通報や連絡の自動

化を図ることが不可欠といえよう。

12 見切りにおける心理的時間

避難開始で忘れてならないのは、移動の余裕時

間を過小に、また逆に過大に見積り、その結果と

して、パニックに陥ったり、避難のタイミ ングを

失ったりする、という問題である。

急いで逃げる必要がないのに、焦りと不安感か

ら我勝ちに逃げようとして、群衆混乱を引き起こ

すのは、余裕時間の過小評価によるものである。

また、 一刻を争う状態であるにもかかわらず、 「ま

だ早い」と錯覚して、身づくろいをしたり、後片

づけをしたりして逃げ遅れるのは、余裕時間の過

大評価によるものである。 こうした、誤った判断

が生まれるのは、火災の状態についての情報がき

わめて不充分にしか在館者に知らされていないこ

とと密接にかかわっている。それゆえ、見切りを

的確に行わせるためにも、情報伝達が大切だとい

える。

13 おわりに

建物を安全にするということは、今までみてき

た時聞を操作することによって、危険発生と避難

完了との時間差を拡大することに他ならない。 と

すれば、どの時聞を操作することが最も効果的で

現実的であるかを、よく考える必要があろう。た

ぶんネットの移動時間などは、いくら対策を講じ

てみたところで、その変動幅は極めて少ないとい

えるのではないか。それに比べ、避難開始時間や

行動準備時間については、短縮の余地が充分に残

さオ1ているように恩、う。

今まで、危険状態の発生を前提として、避難の

時間を考えてきたが、危険状態が発生しない、あ

るいはその発生をかなり遅らすことができるとな

れば、話は大きく違ってくる。一刻を争うような

「危ない橋」を渡る必要がなくなるからである。

とすれば、操作すべき時間は危険発生時間にある

といわなければならない。避難しないでよい状態、

落ち着いて避難できる状態をつくることが、基本

なのである。

（むろざき ょしてる／神戸大学工学部教授）
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協会だより
損害保険業界 ・日本損害保険協会ガ行っている諸事業のうち、
主に防災活動を中山にお知らせするページです。これらの活
動等について、ご意見やご質問ガございまし芝ら、伺なりと
あ気軽に編集部＝当協会防災事業室あてお寄せく定さい。

第17期奥さま防災博士決定

当協会が、消防庁ならびに全国消防長会の後援

のもとに実施いたしました、第17期奥さま防災博

士の募集につきましてはJファミリー防災クイズH

による志望者 6,172名に ホ奥さま防災博士認定コ

ーステスト砂および、レポート提出”を実施した

結果、最終的に全国から 1,773名の方よりご応募

をいただきました。

お寄せいただいたレポートについて、選考委員

各位による厳正な審査の結果、下記44名の方が第

17期奥さま防災博士に選出され、 1月21日（土）、

東京・京王プラザホテルにおいて表彰されること

となりました。

この結果、去る47年度の本募集開始以来、奥さ

ま防災博士に選ばれた方は 768名にのぼり、数多

くの方が、それぞれの地域で防災ボランティアと

して活躍されています。

なお、当協会では、これら奥さま防災博士に対

して、各種刊行物による防災情報の提供や防災活

動用のノベルティーの提供など、種々の協力を行

っております。

、；
ヨ7

8グ

0第17期奥さま防災博士 （敬称略）

広鰭寿恵子 （北海道）／原己津子・佐藤加奈子

（秋田県）／堀佐登子・小林百美 （山形県）／

山崎好江 （福島県）／中野玲子（栃木県）／大

竹美智枝 （群馬県）／石井宣子 （崎玉県）／清

水ゆかり ・服部杏子・和田好子（千葉県） ／坂

火災保険を正しくつけていますか

保険の契約には、契約者間の公平を図るために

いろいろな約束ごとが設けられています。

‘せっかくつけていたのに／’ということのない

よう、正しいつけ方を知っておきましょう。

①つけもれのないように

建物と家財を一度に契約する場合でも、それぞ

れ建物1,000万四、書家財5ο0万円というように、

ダけて契約するようにな：i：っています。建物には契

約したが家財は忘れた、といfうごとのないように

ご注意ください。

②契約は時価額いっぱいに

住まいを対象とした火災保険では、万一のとき

に支払われる保険金は、契約金額（保険金額）が時

価額の80%相当額以上になっていれば、実際の損

害額が契約金額を限度として支払われます。しか

し、 80%相当額より少ないときは契約金額を限度

に次の算式で計算されち損害額は金額補償されま

せんので、時価いっぱV)にど契約ください。
い 契約金額

支払い保険金＝被害額×
時価の80%相当額

例：時価額1,000万円の建物に契約金額600万円

しかつげておらず、半損（損答額500万円）

した場者証
600万円

500万円× 今 ぞ 375万円
1,000万円×的%

保険金は 375万円しか支払われません。

。なお、時価額をこえた契約金舗お保険契約され

ても、その超過分はむだになります。

f?IJ：時価額1,000万円の建物に契約金額1,500万

同の係倹をつけている場合

1,500万円一 1,000万円＝500万円

5心O，万円分の保険料はむだになります。

2社以上の保険会社とご契約される場合には、

こういうケースが生じやすいので、特に注意して

ください。

※偏重責協定保険（特約）をつければ対建物は再鶏

を遼価額を基準に、家財は再調途価額または特価

績をま基準に契約金額を決めるζ3とができます。

長この場合は、契約金額を限療とし：て実際の娘響

額がそのまま支払われます。
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回郁子 ・木戸まち子・本間久恵（東京都）／栗

原瑠璃子・北川満江（神奈川県）／山岸朝子 （長

野県） ／遠藤小夜子（新潟県） ／本堂祐子（福

井県）／此島由多子 ・林知里（岐阜県）／松岡

聖子（愛知県）／家根エリ子 ・東尚子（三重県）

／東野富子・岩井和子（滋賀県）／伊佐美智子

（京都府）／小林恵子 ・吉田明子・大谷弘子（大

阪府） ／津田尚子 （奈良県）／鷲尾弥代美 （兵

庫県） ／小原スミ子（島根県）／山崎友子 （岡

山県） ／信岡澄恵（広島県）／越智いずみ ・曽

我部朱美（愛媛県）／村上富美（福岡県） ／川

崎恵子（佐賀県）／松田容子 （大分県）／前回

禎子（宮崎県） ／松山久美 （熊本県）／重村智

恵美（鹿児島県）

全国統一防火標自置を募集中

当協会では、消防庁との共催により64年度全国

統一防火標語を募集しています。入選作品は、 1

年間火災予防運動用ポスターをはじめ、広く防火

意識の普及PRに使用されます。

募集要項

・応募方法郵便はがき l枚につき標語l点を書

き、郵便番号 ・住所 ・氏名 （ふりがな併記）・性

別・年齢 ・職業・電話番号を明記のうえ、下記

宛にお送りください。

※郵便はがきによる応募以外は受付けません。

・応募宛先 干101東京都千代田区神田淡路町2

-9 日本損害保険協会「防火標語」係

・応募締切 昭和64年2月10日幽〈当 日消印有効〉

慣浜醤際倣 コンペンションガ開催されます
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ある日本放送協会解説委員伊藤和明先生、東京大
学教授片山健雄先生、東京大学助教授菅原進一先

生、東京大学助教授庚井倫先生か就任しておりき1九

.横浜国際都市防災会議

0ねらい 都市のセキュリティヘを、情報系を教と

したハード衝，と自主防災を敏としたソフト衝か

ら追求し、都市のトータルセキュリティシステ

ム構築へぬ厩獲を明らかに薬.l≫ととも＋こ経験災
の分野での編広い国際交流ぷ国療協力のあり方

を祭る。 相 訳

。テーマ ヨヨハマで語ろうー21世紀都市の安全

と安心を

。会期昭～

宅；；ふo会場
. 対ぞ

7月18.El拠対ft.2日出

｛す九績浜~港北産新横i
横浜国際会議場横浜命中区山下町

神奈りi県民ホール横浜市中区山下町

.横浜防災システム展喝9

。ねらい 現恋お主主び近未来φ級事に予ける膜り
を追求しぜ警；1~縫技術を駆使し

側発が進められている防災システムを一堂に展
示するこ~により、、現在の状況および今後の動
向につい玄情報交換および技術交流を行うとと

もに、都市現実のマ婦の権準襲寄与する。 ～恥
テーマ汽先端技術が可能にず宅霊安全で安心な生活P

O会期昭和尚達手7月1sa 0()..::23 a （釘）
。会場横浜マリーナ機浜市港北区新横浜三，，.El 
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・賞 入選作品（1点）には賞金20万円、佳作作品

(20点）には賞金各2万円が贈呈されます。また、

若干名の方に努力賞（記念品）を贈呈します。

・選考委員 嵐山光三郎氏（作家）、糸井重里氏（コ

ピーライター）、消防庁長官、日本J員害保険協会

会長

・発表 昭和64年 3月下旬、週刊誌 （週刊文春、

週刊女性）で入選者 ・入選作品および佳作入選

者を発表します。

また、各入選者本人には直接ご通知します。

・応募作品はお返しいたしません。同一作品は抽

選によって選ばせていただきます。

2月より完全週休二日制を実施

損害保険業界は、他の金融機関と同一歩調をと

り、昭和64年 2月から完全週休二日制を実施する

ことになりました。

自動車保険、火災保険等の事故に関しては、各

損害保険会社で、すでに夜間および休日における

事故受付 ・相談サービス体制を整備しており、完

全週休二日制の実施に向けて、今後本体制をさら

に充実させ、契約者等の利便の向上を図ってまい

ります。

防災プラザ・防災シンポジウムが開催されました

前回の予防時報でご案内しました防災プラザ・

防災シンポジウムが盛岡（10月6日～10日）、高松

市(11月10日～11月13日）でそれぞれ開催されまし

た。日本損害保険協会の 「交通事故、火災をはじ

め地震等の自然災害や家庭内の事故などから身を

守るための基本的な知識と技術を身につけていた

だきたい」との願いから、地域の方々の質問をい

ただき、~悶の防災プラザ・防災シンポジウムを

また、高松の防災プラザ ・防災シンポジウムを開

催、多数の参加があり盛会復に終了いたしました。

ブックレット r四季の手入れ法」を制作しました

「損害保険の月」キャンペーンの一環として、

「四季の手入れ法」（ B 5判 ・52頁）を制作しまし

た。衣・食・住について季節ごとの暮らしの見直

しをするために役立つ知識をいっぱい集めたブッ

クレットです。ご希望の方は、送料の一部として

100円分の切手を同封のうえ「日本損害保険協会・

損保月ブックレット係」までお申し込みください。

日闘志.・4保険箇会

防災図書「女性のための Safty& Care」が発行

されます。

現代社会においては、男女区別なくいろいろな

危険が私たちの周りにひしめいていますが、それ

でも女性特有な危険というものがあると思います。

そこで日本損害保険協会では、女性を取り巻く危

険とその対応方法を総合的に取りまとめた「女性

のための Safty & Care」を 2月発行に向け準備

を進めております。
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1989年地震カレンター
ロは日躍日、左肩の数字は月齢 ⑥上弦、 01前月、 ⑩下弘、 ．新月（朔）を示す。

各日付の中央の数字は危険度を l～ 4で示した。 4がもっとも危険度が高いロ

2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617 181920212223 24252627 28293031 1 日

月 • 2 3 4 5 6 7・）8 9 JO 11 12 13 14 15016 17 18 19 20 21 22 23⑩24 
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2固圏直圏直田園圏直圏圃躍圏直圏直田回閣田園圏圃圃圃圏園田
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3園田園圏圏固園田直固圏圏圃圃圏固国国園田国田園圏圃圏直圏直田園
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ることが多く 、日常の生活に役立つため利用者の多いこと。

最近の地震から的中例を挙げてみると、 M6.2ではあったが、

1985年10月4日の東京の56年ぶりの震度 5の地震、 1984年9

月14日の長野県西部地震、しかし、その前年の1983年 5月26

日の日本海中部地震（M7.7）はまったく的中しなかった。しか

し、これよりさかのぼると、 1979年 9月13日の周防灘、 1978

年6月12日の宮械県沖、1976年 1月21日の根室沖、1975年4月

21日の大分県、 1980年 2月23日の北海道東方沖、 1980年4月

22日の静岡県掛川の地震はいずれも危険度4の日に起こって

いる。

現在、日時を指定した地震の予知はまったく行われていな

いが、このような形で危険の可能性を指示することは、必ず

しも無意味であるとは思われない。

（恨本JI慎吉）
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-このカレンダーは、日本におけるマグニチュード（M)7以

上の地震の起時と、月齢との聞に認められる統計的関係を実

用化して作成したものである。このような形の予言は、現在、

権威筋ではまったくその価値を認めていない。その理由は、

なぜこのような関係があるかについて、仕組みがまったくわ

からぬからであるという。学者のなかには、これは迷信的な

暦注である仏滅や大安とまったく同じであると極言する人も

いるが、このカレンダーにはそのような神秘性はまったくな

く、単純な繰り返しを使っているにすぎない。そのようなカ

レンダーをあえて10年以上私が発表し続けているのは、次の

二つの理由による。①現在の学会の風潮である内図的地震予

知論に対して、古来いろいろと考えられてきた外国的予知論

もまったく無意味であるとは思われぬこと、②このカレンダ

ーで危険度4と指定された日にM7以上の地震の起こってい

11図圏圏圃
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63年8月・ 9月 ・10月

災害メモ

＊火災

es・23 熊本県熊本市の民家で、

爆発音とともに出火。 2軒長屋約80

m'全焼。 3名死亡、 1名重症。

.9. 3 東京都立川市の平岩運送

事務所兼倉庫2階休憩室付近から出

火。 1棟約200m'全焼。隣接倉庫20m’

も焼失。保管中のピアノ40台が燃え、

80台が水損約3,000万円の被害。 1

名負傷。

.9・4 兵庫県西宮市のマンショ

ンの一室で火災。約66m’全焼。煙に

巻かれ一家3名死亡。

.9・5 東京都北区の7 ンション

の一室で火災。 45m'焼失。留守番の

幼稚園児ら 2名死亡。.9・10 長崎県北高来郡高来町の

民家で火災。 l棟全焼l棟半焼、 5

名行方不明。

•10 ・ 12 東京都杉並区の民家で火

災。作業場兼住宅約lOOm’と物置を

全焼。老夫婦2名死亡。家人による

放火。

•10 ・ 23 埼玉県草加市のドラム缶

再生会社「フジドラム」の作業所兼

更衣室付近から出火。 l 棟約300m•

全焼。さらに同敷地内に野積みきれ

ていた古ドラム缶に引火、約500本

が炎上a 隣樹乍業所と民家に延焼し

2棟約666m•全焼。

合爆発

es・1 兵庫県尼崎市の関西電力

尼崎第三発電所で、ボイラーに付属

した空気予熱器が爆発。熱湯や高温

の水蒸気が噴き出し、作業員ら14名

重軽傷。・8・19 北海道旭川市のフ．ロパン

ガス充填工場ほくさんの充填室で爆

発、炎上a工場内のガスボンベ500本

が爆発、 1棟1,000m•全焼。 4 名重

症、 2名負傷。周辺住民100世帯避難。

•10 ・ 27 茨城県土浦市の住宅密集

地で民家のプロパンガスが爆発、炎

上a 隣接住宅へ延焼し計2棟全焼、

8棟半壊、約30戸の窓ガラスカ唱uれ
るなどの被害。 13名重軽傷。

合陸上交通

es・1 静岡県駿東郡小山町の国

道246号交差点で、大型トレーラー

か横転、積み荷の鉄道レール州亭車

中の乗用車の上に落下。 3名死亡、

2名軽傷。

es・2 青森県東津軽郡平内町の

国道4号で、乗用車か対向車線には

み出し、大型トラックと正面衝突、

大破。乗用車の大学生3名死亡。・8・13 兵庫県揖保郡太子町の国

道2号太子竜野バイパス城山トンネ

ル内で、大渋滞のため排ガスが充満

（グラビアページへ）。・8・29 埼玉県春日部市の国道16

号てや大型トラックが乗用車に追突。

計5台の車が巻き込まれ2台炎上、

3名死亡、 2名負傷。.9・22 東京都秋川市の市道で、

乗用車が暴走。歩道をランニング中

の秋川市立束中学校の生徒の列に突

っ込み、 19名重軽傷0

.9・23 山梨県大月市の中央自動

’89予防時報156

車道下り線で、前方の事故のため停

車中の乗用車にトラックが追突。乗

用車は大型トラックに玉突き追突し

炎上。計3台が全焼。乗用車の2名

焼死、 l名軽傷。・10・2 東京都武蔵村山市の新青

梅街道下り線で、停車中のトラック

に無免許で酒酔い運転のワゴン車が

追突。ワゴン車の前部が大破し、 1

名死亡、 8名重軽傷。

＊航空

e10・31 沖縄県国頭郡東村の在沖

縄米軍北部訓練場上空で、米海兵隊

のCH46ヘリコプター 2機が訓練

中に空中接触。 1機が墜落し爆発、

炎上。 4名死亡。

合海上

•10 ・ 30 北海道根室半島納沙布岬

南東約720kmで、イカ流し網漁船

第35グナンヨン（290t ・27名乗組）が

浸水。全員行方不明。

＊自然・8・11 千葉県木更津市で、集中

豪雨のため民家の裏山が崩れ、民家

l棟全壊。 2名死亡、 5名重軽傷。

es・26 発達した停滞前線の影響

で北海道中央、西部を中心に豪雨被

害。留萌市では留萌Jllが各所で決壊

し、約7,000名避難。約5,000戸床上・

床下浸水。

.9・25 和歌山県西牟婁郡串本町

を中心に竜巻発生。屋根瓦や窓ガラ

スの破片で20名重軽傷、 6棟半壊、

220t東一部損壊。・10・31 去る 7月26日から伊豆

半島東方沖を震源とする群発地震が

発生。ピークを迎えた8月末現庭、

伊豆鎌田の気象庁地震観測計は、有

感地震290回を含む17,053回の地震

を記長記その後も引き続き数回の有

感地震も発生。
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＊その他・8・12 秋田県秋田市の遊泳禁止

区域の海岸で、小学生が水遊びをし

ているうちおぼれ、 3名死亡。

es・23 岡山県久井守日旭町のゴル

フ場造成地で、縦穴坑道で作業員3

名か酸欠症で死亡、 I名重症0・8・31 大阪府大阪市のビル新築

工事現場で、作業員 7名の乗った仮

設エレベータが4階付近から地下2

階まで落下。 3名死亡、 4j5重傷。・9・3 大阪府豊中市の鋼キ拍日工

会社松原産業豊中工場で、中2階の

鋼材置場床が崩れ、 1名死亡、 5名

重軽傷。・10・17 神奈川県横浜市の椎子川

分水路建設工事現場で、内壁工事中

の作業員がクレーン車から落ちてき

たパイプや廃材の下敷きになり、 2

名死亡、 2名重傷。

＊海外・8. 6 フランス・パリ東駅で、

4両編成郊外電車が、終点車止めに

激突。 l名死亡、 57名重軽傷。原因

はブレーキ系統の故障らしい。

es・7 中国 ・斯江省に台風が上

陸。死者110名、負傷者1,184名行方

不明81名、倒壊家屋47,000戸、損壊

家屋174,000戸、決壊した堤防延べ

43km。

es. 16 ソ連・モスクワ北約250km

のベレザイカ駅～ポプラベネツ駅間

で、急行列車が脱線、炎上。 17名死

亡、 167名重軽傷0

es・21 ネパール東部からインド

北東部にかけての国境地帯でM6の

地震a 家屋の倒壊、地滑りなどによ

り両国合わせて死者600名、負傷者

3,000名以上。

es・25 ポルトカやル・リスボンの

中心街パイシヤ地区の百貨店から出

火。 15の建物約10,000m＇全焼。 1名

死亡、 2名重休 40名負傷、 500名り

74 

m 
：！＜.。

es・27 ペルーのカヤオ港沖8km

の太平洋上で、 7 グロはえなわ漁船

第8共和丸（412t、21名乗車却が浮

上中のベル一海軍潜水艦「パコーチ

ャ（1,870t、52名乗組）と衝突、潜

水艦が沈没。乗車問 8名死亡。漁船

が潜水艦の警告灯を見落とし、回避

するのが遅れたためらしい。

.9. 2 7 レーシア・ジョホール

〈ーJI.-<）・卜｜パッパハにあるシャープ ．

ロキシー・エレクトロニクスネ土の第

2工場で火災。約8,700m•全焼。原因

は漏電らしい。・9. 9 米・モンタナチト｜イエロー

ストーン国立公園で、 2か月前に落

雷から起こった森林火災で、 8日ま

でに東京都の面積を上回る約2,800

km' （公園周辺地域を含めると焼失面

積は4,lOOkm'）を焼失。.9・17 史上最大のハリケーンに

襲われたメキシコ北部ヌエポレオン

州モンテレー郊外で、パス 4台が増

水したサンタカタリナ川に押し流き

れ、乗客200名以上カf行方不明。・10・4 ソ連・ウラル地方のスベ

ルドロフスク貨物駅構内で、爆発物

を積んだ貨物列車と石炭輸送車カ汚fj

突、爆発。 4名死亡、 280名負傷。爆

発により、直径60m深さ1omの穴が

でき、周辺住宅12棟、ビル14t東か彼

壊され、数百人か被災。・10・24 フィリピン ・7ニラ湾南

約320kmのビザヤ海を航行中の内

航フェリードニャマリリン（2,,855 

t乗員乗客501名）が、台風の大波に

より沈没。 26日現在26名死亡確認、

140名救助。

訂正とお詫ひー

前号（予防時報155号） lOP、福田卓氏

の役職名側クラレ社長は、側クラレン

ヨyプ社長の誤りでしたロ謹んでお詫

び申し上げます。

編集委員

赤木昭夫 NH K解説委員

秋周一雄 災害問題評論家

安倍北夫 聖学院大学教授

生内玲子 評論家

瓜生芳徒、 興亜火災海上保険鮒

大塚博保 科学警察研究所交通部長｜

川口正一 東京消防庁予防部長

根本順吉 気象研究家

野村英隆 日本火災海上保険側

森宮康 明治大学教授

編集後記

．前号、前々号の本欄で、 1988年』

海外の大事故が多いことを記しまU

たが、評論家の柳田邦男氏も大災害

の多発に目を向けられ、発生した

故を「類似事故の続発」 8演目、「

異な事故」 6項目に分類整理してし

ます（S田町ity,1988, october）。 ． 

さらに、事故続発の背景として、（1

箪事 ・政治がらみの事故が多い。（2

国家間 ・企業聞の競争がからんでし

る。（3）安全設計の見落とし。（4）老干

化、金属疲労の予想以上の進行。（5)

過去の教訓が生かされていない。（6)

人間のミス防止の研究と対策がいま

だ確立されていない。を挙げていま

す。今期の災害メモを見ても、柳田

氏の指摘はなるほどとうなずけます。

+1989年は、このような事故の背景

にもメスを入れて、安全・安心な世

界になるよう期待したいものです。

今年も予防時報をよろしくお願い申

し上げます。（山田）

予防時報酬叩年（控）
⑥ 156号 昭和64年 1月 1日発行

発行所

社団法人日本損害保険協会
編集人 ・発行人

防災事業室長山田 裕士
101東京都千代田区神田淡路町2-9

霊堂（03) 255-1211 （大代表）

本文記事 ・写真は許可なく複製、配

布することを禁じます。

制作ニ鮒阪本企画室



J R束中野駅で
電車追突

昭和63年12月5日午前 9時40介ごろ、 JR中

央線東中野駅下り｜番ホームで、千葉発中野行

き10両編成電車が、停車中の西船橋発中野行き

10両編成電車に追突、脱線。車両にはさまれ2

名死亡、約 100名が重軽傷をおった。

のトンネルに
充満、12名入院
昭和臼年 8月13日早朝から、兵庫県婦保郡太子

町山田の国道2号太子竜野バイパス城山トンネル

西側出口近くの太子料金所付近で、お盆休みの帰

省ラッシユのため最長30kmの大渋滞。西行きトン

ネル（長さ I,171 m ）内にも 350-400台の車が

続き、超低速運転でエンス卜する車が続出した。

このため、 トンネル内に排ガスが充満。また、エ

ンジンの熱気で蒸し風呂のようになり、 19名が一

酸化炭素中毒や脱水症で次4 と倒れ、 12名が入院

した。

昭和60年完成の同トンネルは、傾斜があること

などから自然換気が行われやすいとして、換気、

排煙装置は設置していなかった。



離陸直後に墜落し、炎上したデルタ航空機

・航空機事故縞く
・8・2 ブルガリア・ソフィア空港を離陸直後、国営バ

ルカン航空のヤク40型旅客機（乗員乗客37名）が墜落、炎

上。23名死亡、 14名負傷。・8・28 西独・ラムシュタインの米軍基地で行われた航

空ショーの最中、イタリア空軍闘技飛行チームのジェ ッ卜

練習機3機が空中接触、うち｜機が見物席に墜落し炎上。

30日現在49名死亡、 282名入院治療。・8・31 米・テキサス州ダラス・フオートワース国際空

港で、デルタ航空白 727型旅客機（幼児を除〈乗員乗客

107名）が、離陸直後に墜落、機体がこつに割れ炎上。13名

死亡、 61名重軽傷。・8・31 中国・香港の啓徳国際空港で、中国民航トライ

デント型旅客機（乗員乗客89名）が、雷を伴った薮雨と濃

霧の中で着陸に失敗。滑走路を逸脱、ピク卜リア湾に突っ

入み、 7名死亡、 12名負傷。・8・31 メキシコ・ミチヨアカン州アルデガ付近の山中

に、国営航空トランスポルテ・アエレオ・フエデラルの小

型機（乗員乗客20名）が墜落。全員死亡。・9・9 タイ・バンコクのドンムアン国際空港付近で、

国営ベトナム航空ツポレフ Tu 134型双発ジェッ卜機（乗

員乗客81名）が着陸直前に墜落、炎上。日本人乗客 3名を

含む76名死亡、 5名重傷。着陸直前機体に落雷したらしい。・9・15 ヱチオピア北西部タナ湖南のパハルダール空港

付近で、国営エチオピア航空 B737型旅客機（乗員乗客114

名）のエンジンー基に鳥が飛び込み墜落、炎上。少なくと

も31名死亡、 71名負儀．・10・7 中国・山西管瞳符甫で、市中遊覧飛行中の同省

地方航空公司イFリユ :F ~八シJ.4.型機（乗員乗客46名）が、青佐

日本人乗客3名を含む76名が死亡したベトナム航空機

陸直後ホテルの屋上に墜落、炎上。42名死亡、 4名負傷。

ホテル従業員数名も負傷。・10・17 イタリア・ローマのフィウミチーノ国際空港付

近で、ウガンダ航空 B707型旅客機 （乗員乗客51名）が、

濃霧の中で着陸直前に墜落。・10・19 インド・グジャラート州アーメダバード空港付

近で、インド圏内航空 B737型旅客機（乗員乗客 135名）

が、濃霧の中を着陸しようとして墜落。日本人乗客2名を

含む 130名死亡、 5名重体。・10・19 インド・アッサム州ガウハーティ付近で、同国

パユドー卜航空圏内線フオッカーフレンドシップ旅客機（乗

員乗客34名）が墜落。全員死亡。・10・25 ぺルー・プノ州のフリアカ空港付近で、国営航空

アエロペル一国内線フォ ッカーフレンドシップ旅客機（乗

員乗客69名）が、離陸直後に墜落。19名死亡、50名重軽傷。



刊行物／映画ご案内

防災誌

予防時報（季干IJ)

奥さま防災ニュース（隔月刊）

防災図書

災害絵図集ー絵でみる災害の歴史一（印刷実費 700円）

（英訳付き 1,000円）

労働安全衛生の基礎知識ー労災リスクを考えるー

電気設備の防災

リスク・マネジメン卜

倉庫の火災リスクを考える

クイズ防災ゼミナール

（印刷実費200円）

大地震に備える一行動心理学からの知恵 （安倍北夫著）

理想のピル防災ービルの防火管理を考えるー

人命安全 ピルや地下街の防災ー

自のつけどころはここだ！ 工場の防火対策ー

ピル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

コンヒ．ユータの防災指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

石油化学工業の防火・防爆指針

石油精製工業の防火 ・防爆指針

高層ホテル・旅館の防火指針

業態別工場防火シリーズ

印刷および紙工工業の火災危険と対策

製材および木工業の火災危険と対策

織布、裁断・裁縫、帽子製造工業の火災危険と対策

プラスチック加工、ゴム・ゴム材加工工業の火災危険と対策

菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

電気機械器具工業の火災危険と対策

染色整理および漂白工業の火災危険と対策

皮革工業の火災危険と対策

パルプおよび製紙工業の火災危険と対策

製粉・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険と対策

酒類製造工業の火災危険と対策

化粧品製造工業の火災危険と対策

映画

絵図に見るー災害の歴史〔21介〕（ビデオ）

老人福祉施設の防災〔18介〕（ビデオ）

羽ばたけピータン〔16分〕（ビデオ） (16mm)

しあわせ防災家族（わが家の火災危険をさぐる）

〔21分〕（ビデオ） (16mm) 

森と子どもの歌〔15介〕（ビデオ） (16mm)

あなたと防災 身近な危険を考える

〔21介〕（ビデオ） (16mm) 

おっと危いマイホーム〔23＊〕（ビデオ） (16mm)

工場防火を考える〔25分〕（ビデオ） (16mm) 

たとえ小さな火でも（火災を科学する）

〔26分〕（ビデオ） (16mm) 

わんわん火事だわん〔18介〕（ビデオ） (16mm)

ある防火管理者の悩み〔34分〕（ビデオ） (16mm)

友情は燃えて〔35分〕 (16mm)

火事と子馬〔22分〕（ビデオ） (16mm) 

火災のあとに残るもの〔28分〕（ビデオ） (16mm) 

ふたりの私〔33分〕 (16mm)

ザ・ファイヤー・ Gメン〔21介〕 (16mm)

煙の恐ろしさ〔28介〕 (16mm)

パニックをさけるために（あるピル火災に学ぶもの）

動物村の消防士〔18介〕 (16mm)

損害保険のAB C 〔15分〕 (16mm)

〔21介〕 (16mm) 

映画は、防災講演会・座談会のおり、ぜひご利用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔北海道＝ (011) 231-3815、

東北＝ (0222) 21-6466、新潟＝ (0252) 23-0039、横浜＝ (045)681-1966、静岡＝ (0542) 52ー 1843、金沢＝ (0762)21-1149、

名古屋＝ (052) 971ー 1201、京都＝ (075)221 2670、大阪＝ (06) 202-8761、神戸＝ (078) 341-2771、広島＝ (082) 247-4529、

四国＝ (0878) 51-3344、九州＝ (092) 771-9766〕にて、無料貸し出ししております。

想 日本損害保険協会



｛｛者竺訟をふI函肩主主
~u三五盈字問IJ盟主 絵でみる災害の歴史夕、主主f京五匹l河ミ

予防時報93号 (1973年4月号）から掲載している災害絵図は、読者の

好評を得、 1冊の本にまとめてほしいというご要望が多数ありました。

本書は新しく取材した絵図を加え、伊藤和明、高橋浩一郎、吉原健一郎

の3氏に解説をお願し、して編集したものです。

本誌読者にも、実費配布しております。ご希望の方は、送料とも実費

1,000円分の郵券を添えて、防災事業室あてにお申し込みください

絵図に見る災害の歴史
上記災害絵図をベースに、防災教育教材として、ビテオ（カラー21分）

を作成し、日本学校視聴覚教育連盟にビデオテープ 1,000本を寄贈しま

した。

また当協会防災事業室および全園地方委員会に備え付け、映画と同様

貸し出しに応じておりますので、各種催事の際にご利用ください。

日本損害保険協会の防災事

交通安全のために

・救急車の寄憎

・交通安全治器の寄則

・交通遺児育英会への援助

・交通安全震の開催

・交通僚の引き受け

火災予紡のために

・消防自動車の寄贈

・防火ポスターの寄贈

・防火標語の募集

・奥きま防災博士の表彰

・i自紡債の引き受け

悶川凶．AF’A2ヨ＝”
松法干電

日一一…肌

険蹴…叩
旦A小神け

4．一J》扇F一唱’

室回一訓］

損附叫

本刺州… 

朝日火災 第一火災

オールステート 大東京火災

共栄火災 大同火災

興亜火災 千代田火災

住友海上 東E火災

大正海上 東京海上

大成火災 東洋火災

太陽火災 同和火災

AQ冨M

協町m引叫

自動火

日産火

日新火

日本火

日本地；

富士火

安田火

（社員会祉・印奮
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